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令和７年３月11日（火曜日） 

───────────────────── 

   午前９時58分開会 

──────────────── 

会議に付託された議案等   

・議案第１号 令和７年度宮崎県一般会計予算 

・議案第15号 令和７年度宮崎県立学校実習事 

       業特別会計予算        

・議案第16号 令和７年度宮崎県育英資金特別 

       会計予算           

・議案第17号 令和７年度宮崎県公営企業会計 

       （電気事業）予算       

・議案第18号 令和７年度宮崎県公営企業会計 

       （工業用水道事業）予算    

・議案第19号 令和７年度宮崎県公営企業会計 

       （地域振興事業）予算     

・議案第29号 教育関係使用料及び手数料徴収 

       条例の一部を改正する条例   

・議案第30号 警察関係使用料及び手数料徴収 

       条例の一部を改正する条例   

・議案第32号 市町村立学校職員の給与等に関 

       する条例の一部を改正する条例 

・議案第35号 教育関係の公の施設に関する条 

       例の一部を改正する条例    

・議案第48号 押売等防止条例等の一部を改正

する条例            

 

○その他報告事項 

・宮崎県企業局経営ビジョンの改定について

（素案報告） 

・令和７年度宮崎県教育委員会事務局組織改正 

 案について                

・「宮崎県立高等学校教育整備基本方針」の改訂 

 （最終案）について            

○閉会中の継続審査について 

──────────────── 

出席委員（７人） 

  委 員 長   重 松 幸次郎 

  副 委 員 長   下 沖 篤 史 

  委      員   二 見 康 之 

  委      員   武 田 浩 一 

  委      員   福 田 新 一 

  委      員   前屋敷 恵 美 

  委      員   図 師 博 規 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

──────────────── 

説明のため出席した者 

 警察本部 

  警 察 本 部 長   平 居 秀 一 

  警 務 部 長   奈 良 文 代 

  警務部参事官兼 
             河 野 博 之 
  首 席 監 察 官 

  生 活 安 全 部 長   山 﨑   猛 

  刑 事 部 長   久留米 英 樹 

  交 通 部 長   黒 瀬 信太郎 

  警 備 部 長   湯 浅 晴 之 

  生 活 安 全 部 
             梅 原   守 
  サイバー戦略局長 

  警務部参事官兼 
             川 越 直 海 
  会 計 課 長 

  警務部参事官兼 
             甲 斐 義 勝 
  警 務 課 長 

  総 合 管 理 課 長   橋 本 功 次 

  生活安全部参事官兼 
             水 口 圭 二 
  生活安全少年課長 

  総 務 課 長   田 中 宏 光 

  生 活 環 境 課 長   佐 藤 和 利 

  交 通 規 制 課 長   阪 本 哲 司 

  運 転 免 許 課 長   池 田 健 二 

 

 企業局 
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  企 業 局 長   松 浦 直 康 

  副 局 長 
             児 玉 浩 明 
  （ 総 括 ） 

  副 局 長 
             小 牧 利 一 
  （ 技 術 ） 

  技 監   宮 田 晃 尚 

  総 務 課 長   小 川 智 巳 

  経 営 企 画 室 長   西 本 修 一 

  工 務 管 理 課 長   小 野 一 彦 

  施 設 保 全 課 長   山 元 孝 訓 

  発 電 設 備 課 長   松 生   晃 

  総 合 制 御 課 長   安 藤   忠 

──────────────── 

事務局職員出席者 

  議 事 課 主 事   黒 木 燿一朗 

  政策調査課主任主事   岩 倉 有 希 

───────────────────── 

○重松委員長  ただいまから文教警察企業常任

委員会を開会いたします。 

 まず、委員会の日程についてであります。 

 日程案につきましては、御覧のとおりであり

ますが、御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、そのように決定いた

します。 

 次に、当初予算関連議案の審査方法について

であります。 

 お手元の、または、文書共有システムの委員

協議フォルダ内の資料、委員会審査の進め方

（案）を御覧ください。 

 まず、審査方針についてであります。 

 当初予算の審査に当たっては、重点事業・新

規事業を中心に説明を求めることとし、併せて

決算における指摘要望事項に係る対応状況につ

いても説明を求めることとしております。 

 次に、当初予算関連議案等の審査についてで

あります。 

 今回の委員会は、審査が長くなることが予想

されることから、教育委員会については、予算

議案のみ班を分けて説明、質疑を行い、その

後、特別議案の審査、報告事項等の説明を受け

まして、最後に総括質疑を行いたいと存じま

す。 

 審査の進め方については以上でありますが、

このとおり進めることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、そのように決定いた

します。 

 次に、議案第32号「市町村立学校職員の給与

等に関する条例の一部を改正する条例」に対す

る人事委員会の意見についてであります。 

 お手元、または、文書共有システムの委員協

議フォルダ内の資料にあります条例案に対する

意見について御覧ください。 

 これは、地方公務員法第５条第２項の規定に

基づき、議会は人事委員会の意見を聞くことと

なっており、その回答でありますので、参考に

お配りします。 

 それでは、執行部入室のため暫時休憩いたし

ます。 

   午前10時０分休憩 

───────────────────── 

   午前10時２分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 審査に入ります前に、皆様に御協力をお願い

いたします。 

 本日で東日本大震災発災から14年を迎えまし

た。 

 そこで、当委員会といたしまして、この震災

で亡くなられた多くの方々の御冥福を祈り、た

だいまから黙祷をささげたいと存じます。皆様
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の御起立をお願いいたします。 

   〔全員起立〕 

○重松委員長  黙祷。 

   〔黙祷〕 

○重松委員長  お直りください。ありがとうご

ざいました。 

 それでは、ただいまから審査に入ります。 

 本委員会に付託されました議案等について、

警察本部長の概要説明を求めます。 

○平居警察本部長  本日、御審議いただきます

案件は４件ございます。 

 まず、予算議案として、議案第１号「令和

７年度宮崎県一般会計予算」のうち公安委員会

に係るものであります。 

 当初予算案は、令和７年の宮崎県警察運営方

針及び運営重点に沿った各種施策を具体的に実

現する予算案として編成したところであり、歳

出予算額として、恩給及び退職年金を除きまし

て301億982万1,000円をお願いするものでありま

す。 

 次に、令和５年度決算における指摘要望事項

の対応状況について報告いたします。 

 続いて、特別議案として、議案第30号「警察

関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

る条例」、議案第48号「押売等防止条例等の一

部を改正する条例」であります。 

 詳細につきましては、それぞれ担当部長から

説明させますので、御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○重松委員長  警察本部長の概要説明が終了い

たしました。 

 それでは、引き続き議案の審査を行います

が、歳出予算の説明については、重点事業・新

規事業を中心に簡潔明瞭に行い、併せて決算に

おける指摘要望事項に係る対応状況についても

説明をお願いいたします。 

 それでは、議案に対する説明を求めます。な

お、委員の質疑は、執行部の説明が全て終了し

た後にお願いいたします。 

○奈良警務部長  令和７年２月定例会提出の議

案第１号「令和７年度宮崎県一般会計予算」の

公安委員会関係につきまして説明します。 

 文教警察企業常任委員会資料３ページの令和

７年度当初歳出予算説明資料を御覧ください。 

 令和７年度歳出予算額は、恩給及び退職年金

費を除き301億982万1,000円、前年比プラス１億

7,819万2,000円をお願いするものです。 

 主な増減額の理由につきましては、新規事業

と併せて科目ごとに説明させていただきます。 

 資料４ページを御覧ください。 

 （目）公安委員会費につきましては、予算額

に大きな変化はなく説明は省略させていただき

ます。 

 次に、（目）警察本部費の予算額229億5,234

万2,000円についてです。（目）警察本部費は、

職員費と運営費からなり、職員の人件費や警察

業務を行う上で必要となるＯＡ機器に要する費

用や事務等に要する経費となり、昨年度と比較

すると２億6,434万6,000円の増額となっていま

す。 

 主な増額の理由としましては、令和６年度の

人事委員会勧告に伴い、給与改定が行われたこ

とによる職員給与費の増額や警察用端末機器の

更新整備に伴う経費が増額されているためで

す。 

 次に、資料５ページ、（目）装備費の予算額

４億3,456万6,000円についてです。（目）装備

費は、警察機動力及び警察装備の計画的整備と

充実強化に要する経費です。 

 （目）装備費につきましては、昨年度と比較
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すると２億9,688万7,000円の減額となっており

ます。 

 主な減額の理由につきましては、令和６年度

には、警察航空機に搭載されているエンジ

ン２基をオーバーホールする経費として約３億

円を計上していましたが、事業終了に伴い減額

となっております。 

 次に、資料６ページ、（目）警察施設費の予

算額17億472万6,000円についてです。（目）警

察施設費は、警察施設の計画的整備と適正な維

持管理に要する経費で、警察本部をはじめ運転

免許センターや警察署等の施設補修に伴う設計

委託、改修工事などの維持管理に要する警察施

設営繕費と警察施設に係る電気設備・空調・清

掃等の委託費や施設の修繕、維持に要する消耗

品等の経費となります。 

 （目）警察施設費につきましては、昨年度と

比較すると7,931万9,000円の増額となります。 

 主な増額の理由につきましては、「宮崎西警

察署（仮称）整備事業」の建設に係る予算とし

て、基本・実施設計や敷地地盤調査委託等の経

費が計上しているためです。 

 また、（目）警察施設費の新規事業につきま

しては、「都城警察署整備事業」となります。 

 資料７ページを御確認ください。 

 本件事業は、昨年11月定例会の常任委員会に

おいて都城警察署の現状や建て替えに係る検討

状況、方針を報告したところです。 

 令和７年度は、建設に係る基本構想の策定や

敷地調査等の経費として、6,351万3,000円を計

上しております。 

 次に、資料８ページ、（目）運転免許費の予

算額７億8,338万円についてです。（目）運転免

許費は、運転免許試験及び各種講習その他運転

免許事務に要する経費で、運転免許証更新時講

習・安全運転管理者講習委託やＩＣカード免許

証を作成する装置のリース料等に要する経費を

計上しております。 

 （目）運転免許費につきましては、昨年度と

比較すると５億2,705万3,000円の減額となって

おります。 

 主な減額の理由につきましては、「運転免許

証・マイナンバーカード一体化事業」に係る機

器の整備や全国統一したシステムへ移行するた

めの既存システムの改修作業が終了したことに

よるものです。 

 また、（目）運転免許費の新規事業につきま

しては、「道路交通法改正に伴う整備事業」と

なります。 

 資料９ページを御確認ください。 

 本件事業は、道路交通法の改正により、大型

免許等にオートマ限定免許が導入されることに

伴い試験車両の購入や試験場のコース改修を行

う事業で、事業費として5,304万5,000円を計上

しています。 

 次に、資料10～11ページの（目）警察活動費

の予算額42億2,064万2,000円についてです。

（目）警察活動費の（事項）一般活動費は、生

活安全、刑事及び交通等の警察活動全般に要す

る経費であり、また、（事項）交通安全施設維

持費は、交通安全施設の維持管理及び電気通信

料等に要する経費となります。 

 （事項）交通安全施設整備事業費につきまし

ては、交通安全施設を整備し、安全で安心な交

通環境の改善や交通の円滑化を図るための事業

となります。 

 （目）警察活動費につきましては、昨年度と

比較すると６億5,845万4,000円の増額となって

おります。 

 主な増額の理由につきましては、交通安全施
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設に要する事業で、信号機新設、道路標識及び

道路標示等整備費において、信号灯器を電球か

らＬＥＤ灯器に交換するための経費が増額され

ているためです。 

 （目）警察活動費の新規事業は、「国スポ開

催に伴う射撃場標的装置更新事業」、「国ス

ポ・障スポ開催に伴う警衛・警備対策事業」、

「警察航空隊体制強化事業」、「産学官が連携

したサイバーセキュリティ対策事業」、「ＤＸ

を活用した高齢運転者の交通事故防止事業」の

５事業となります。 

 このうち、「ＤＸを活用した高齢運転者の交

通事故防止事業」について説明します。 

 資料は12ページとなります。 

 本件事業は、専用車載器を高齢運転者の車両

に搭載して、自身の運転状況を客観的に確認

し、より安全運転に関する意識を高めてもらう

ことで、高齢運転者の交通事故抑止対策を推進

する事業です。 

 また、専用車載器から得られたデータを活用

して、速度超過や急ブレーキなどの危険挙動を

把握し、法令講習や交通安全教室で啓発を行

い、高齢者全体の事故総量の抑止にもつなげて

まいります。事業費は、996万3,000円を計上し

ております。 

○黒瀬交通部長  資料13ページを御覧くださ

い。 

 決算特別委員会の指摘要望事項につきまして

御説明いたします。 

 警察本部に対する指摘要望事項は、「高齢者

の交通事故防止に向けて、事故車両におけるサ

ポート機器の装備の有無について、自動車会社

等と連携し、データ収集を検討するとともに、

夜間の歩行時における、明るい服装や反射材の

装着率を高める取組を行うこと」というもので

ありました。 

 令和３年11月以降、国内で販売される新車に

つきましては、安全運転サポート機能の搭載が

義務化されておりますが、国土交通省や自動車

メーカーなどは、安全運転サポート車の普及率

を把握しておりませんでした。 

 県警では、令和６年10～12月の３か月間、事

故車両に係る安全運転サポート機能の有無につ

いて調査を行った結果、加害車両に占める安全

運転サポート車の割合は5.3％であり、94.7％は

サポート機能非搭載車両による交通事故であり

ました。 

 また、安全運転サポート車による追突事故

は、車両の損傷が全て小さかったことから、サ

ポート機能非搭載車両による事故と比較する

と、衝突時の衝撃が低減されたものと考えられ

ます。 

 衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術を

搭載した安全運転サポート車は、追突事故や誤

発進など一定の交通事故の防止や事故発生時の

被害軽減に効果があるものと考えられますこと

から、これら調査結果につきましては、関係団

体と情報共有しております。 

 次に、夜間の歩行時における明るい服装や反

射材の着用率を高める取組としては、高齢者宅

訪問や交通安全教育のほか、県主催の夕暮れ時

の早めの点灯・ピカピカ運動や冬の交通安全県

民総ぐるみ運動に合わせて、高齢者が多く利用

するスーパーなどの商業施設や薄暮時間帯の街

頭で反射材入りのたすきや反射シール等を配布

するなどして、明るい服装と反射材の着用を啓

発しております。 

 依然として、高齢運転者による交通死亡事故

の割合が高く、また、夜間の交通事故で亡くな

られた高齢歩行者は、全て反射材を着用してい
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ない現状を踏まえ、引き続き、関係機関等と連

携して、官民一体となった交通事故防止対策を

推進してまいります。 

 引き続き、議案第30号「警察関係使用料及び

手数料徴収条例の一部を改正する条例」につい

て御説明いたします。 

 資料の14ページを御覧ください。 

 今回の改正につきましては、自動車の保管場

所の確保に関する法律の改正により、保管場所

標章が廃止されることに伴い、警察関係使用料

及び手数料徴収条例の一部を改正するものであ

ります。 

 まず、保管場所標章制度の概要について御説

明いたします。 

 保管場所標章制度は、路上駐車等の増加を背

景にして、自動車の保管場所確保の有無を明ら

かにすることで、保管場所の確保を動機づける

ことを目的として、平成３年に創設され、資料

右下にあります、保管場所標章を車の後部ガラ

スなどに貼り付けることが義務化されました。 

 その結果、現在は、保管場所確保の義務に関

する国民的な意識が十分に醸成されたことに加

え、現場警察官が自動車登録番号等を用いて保

管場所の位置を迅速に照会可能となったことか

ら、令和６年５月24日に自動車の保管場所の確

保等に関する法律が改正され、保管場所標章が

廃止されることとなったものです。 

 保管場所標章が廃止されることにより、自動

車の保有者と県警における窓口業務のそれぞれ

の負担の軽減が期待されております。 

 今回の警察関係使用料及び手数料徴収条例か

ら、保管場所標章の交付に係る手数料550円に関

する条文を削除いたします。 

 施行日は、令和７年４月１日となります。 

○山﨑生活安全部長  議案第48号「押売等防止

条例等の一部を改正する条例」について御説明

いたします。 

 資料の15ページを御覧ください。 

 刑法等の一部を改正する法律等により、刑罰

に含まれる「懲役」及び「禁錮」という表記が

「拘禁刑」に改められることになりました。 

 宮崎県警察が所管する条例のうち、罰則に

「懲役」が含まれる条例は、資料記載の５つの

条例があり、今回の改正につきましては、当該

条例の罰則部分の「懲役」の表記を「拘禁刑」

に改正するものであります。 

○重松委員長  執行部の説明が終了しました。 

 議案について質疑はございませんか。 

○福田委員  資料13ページの決算特別委員会の

指摘要望事項について質問したいと思います。 

 具体的に安全運転サポート機能はどういう機

能なのか説明いただけますか。 

○黒瀬交通部長  サポートカー、通称「サポ

カー」と申しまして、この機能には、衝突被害

軽減ブレーキを搭載したもの、そしてペダル踏

み間違い時の加速抑制装置等があります。この

サポカーは、様々なランク、オプションがござ

いまして、車線逸脱警報──走行時に車線をま

たいだときに警報の音が鳴るという装置がござ

いました。あるいは、ライトのオートオン・オ

フなどの機能がついております。基本的には、

衝突被害軽減ブレーキにつきましては全ての車

に令和３年以降は搭載されているということで

ございます。 

○福田委員  衝突被害軽減ブレーキはどういう

ものでしょうか。 

○黒瀬交通部長  例えば、目の前に障害物、車

等が止まっている場合に、運転手の方がその障

害物、車に気づかずに走行すると、車両のカメ

ラで感知しまして、自動的にブレーキを踏んで
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衝突を軽減させる機能です。 

○福田委員  先ほど説明があった安全装置が全

部含まれた割合が94.7％でしょうか。 

○黒瀬交通部長  先ほど説明いたしましたとお

り、5.3％がついていたということで、ほかの車

につきましてはついていなかったということで

ございます。 

○福田委員  新しく車を乗り換えた人の中に

は、安全機能装置を知らない人が多いです。ブ

レーキをかけていないのに、自動でブレーキが

かかるとか、車線を変えたら自動でハンドルが

戻るとかです。例えば、自動車会社からそうい

う説明をすることについて、アドバイスしない

ともったいないので、対策をやってほしいと思

います。 

○黒瀬交通部長  車を購入される際に、各メー

カーからそういった購入車に対する説明も今後

要請していきたいと思いますし、また、宮崎県

の中古車販売業には交通部長名で依頼文書を出

しておりまして、交通事故防止の観点から、こ

ういった車を推奨していただき、安全機能につ

いて詳細に説明していただけるような依頼につ

いては実施しております。 

 今後とも引き続き、販売店等に対しまして

は、そのような協力要請をやっていきたいと考

えております。 

○武田委員  「ＤＸを活用した高齢運転者の交

通事故防止事業」ですが、アプリ利用料を含む

車載器の購入はどれくらいするのでしょうか。

また、民間企業に委託して、高齢者の方にアプ

リ等でどのようにフィードバックしていくの

か、話合う機会を持ちながらされるのか、その

辺はどのようになっているのでしょうか。 

○黒瀬交通部長  こちらのＤＸの配布する個数

につきましては300個を装着依頼するところで

す。本日サンプルを持ってまいりました。この

ような機械を車に搭載していただきます。この

機器を搭載することによりまして、ＧＰＳと連

動しておりますので、例えば、速度超過とか、

あるいは急ハンドル、急ブレーキとか、データ

が全て集約されます。そして、そのデータにつ

きましてはスマホと連動しておりまして、スマ

ホのアプリで自分の運転の結果を見ることがで

きます。 

 具体的には、先ほど申しました急ブレーキ、

急発進あるいは速度超過等が全てスコア化・点

数化されまして、例えば、100点中何点と表示が

出て、御自身で今日の運転では気をつけないと

いけないなということが、自分の目で見て分か

るようなシステムになっております。そして、

警察といたしましては、そのデータを基に、高

齢運転者の傾向、危険性等のデータを集約し、

それをデータベース化し、あらゆる高齢者向け

の交通安全教育、交通安全講習で高齢者の危険

な運転傾向について御説明いたしまして、この

ようなところに気をつけていただきたいという

ようなことを説明し、教材とさせていただくよ

うにしております。 

 そして、こういった高齢者の方の危険な運転

というのが見られますということを御説明した

上で、最終的には県警の目指す制限運転の宣誓

を一人でも多くの方にしていただいて、交通事

故防止につなげたいと考えているところです。 

○武田委員  あと、300個をどのようにして選定

するのかということと、対象者は地域を網羅し

ているでしょうか。それと、高齢者がスマホに

入ってきた情報を簡単に操作できるのかどうか

心配ですが、そのあたりはどうでしょうか。 

○黒瀬交通部長  まず、１つ目の対象者の方で

ございますけれども、対象者は70歳以上にして
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おりまして、この方々は免許更新時の更新者の

方を対象としております。免許更新には、高齢

者講習で自動車教習所や運転免許センターに訪

れまして、免許更新の講習を受けていただきま

す。70歳以上の方で高齢者講習を受講される

方々に対して説明を行い、御協力いただけれ

ば、車載器を搭載するという形になっておりま

す。 

 基本的には、宮崎市を中心とした、西都市、

新富町を対象と現在は考えているところでござ

います。 

スマホ操作につきましては、資料12ページを

御覧ください。右のイラスト、２段目に運転手

の方と青の矢印で右のほうにスマホの画面が出

ておりますけれども、このような形で運転者の

方は御自身の運転につきまして、スマホで確認

ができるという状況になっております。 

○武田委員  スマホで状況が確認できるのは理

解しています。高齢者の中には、スマホ操作を

十分できる方もいらっしゃるかもしれませんけ

れども、なかなかスマホを使いこなせない方が

多いと思いますので、その方が簡単に操作でき

るようにしないといけないと思います。 

 あと対象エリアが、宮崎市、西都市、新富町

ということでしたけれども、来年度以降広げて

いくということで考えてよろしいでしょうか。 

○黒瀬交通部長  スマホの取扱いにつきまして

は、先ほど御説明いたしました自動車学校等で

説明するんですけれども、そのときに職員から

装着の仕方と同時に、スマホの取扱い等につい

ても丁寧に分かりやすい説明をしていただくよ

うに要請する予定としております。 

 そして、事業につきましては、再来年度以降

拡大という方向で現時点では考えております。 

○下沖副委員長  資料11ページの35番、「死因

究明等推進事業」の内容を簡単に教えていただ

けたらと思います。 

○三原刑事部長  警察が犯罪に起因した死体か

どうか検視するんですけれども、その際に死因

を究明するためのＣＴを取ったり、試薬を使っ

たりしますので、その際の費用です。 

○下沖副委員長  司法解剖とかすると思います

けれども、先生がお休みで司法解剖ができなか

ったりすることも考えられますが、そこら辺は

どうなのでしょうか。 

○三原刑事部長  日程調整を医大の先生とした

り、その間は冷凍保存するという形を取ってい

ます。 

○下沖副委員長  36番、「サイバー犯罪捜査支

援強化事業」の内容を教えてください。 

○梅原サイバー戦略局長  昨年春に県警でサイ

バー戦略局という新たな体制を立ち上げて取組

を進めているわけですけれども、その中で職員

の能力を高めるための研修を行ったり、研修の

ための資機材、サイバー犯罪の捜査のための鑑

識活動、そういった手続を行うための装置をそ

ろえたりとか、そういった事業になります。 

○下沖副委員長  昨年から始まったということ

なんですけれども、今までの検挙件数とか、犯

罪取締りまで行った件数を教えてください。 

○梅原サイバー戦略局長  ここ数年のサイバー

事案の検挙状況を申し上げますと、令和６年中

は105件、サイバー戦略局ができる前になります

けれども、令和５年は62件、令和４年は60件、

令和３年は53件、令和２年は55件の検挙件数で

す。 

○下沖副委員長  サイバー戦略局が立ち上がっ

てから、かなり検挙件数が上がっているので、

大変いいと思います。これは警察だけでやるの

か、民間等も協力して今後やっていくのか。警
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察だけでサイバー犯罪というのを捜査している

のか。民間との連携とかもあり得るのかどうか

教えてください。 

○梅原サイバー戦略局長  捜査に関しては、基

本的に警察で行います。その中でいろんな機器

の解析とかが必要になってきますので、その場

合は九州管区警察局の情報技術解析課がありま

すので、そこにお願いをすることがございま

す。また、ほかの事件でもそうですけれども、

民間の知見が必要な場合には、そこに鑑定依頼

をすることも考えられます。 

○下沖副委員長  39番の「特殊詐欺高齢者等被

害対策事業」について、改善事業となっている

んですけれども、どういう改善をしたのか教え

てください。 

○山﨑生活安全部長  既存事業でコールセン

ター事業がございまして、名簿等を押収し、被

害に遭われそうな方に電話をかけて、詐欺に対

する注意を促すような事業をやっており、これ

を一部変えまして、メールによる模擬訓練と

か、高齢者宅に設置する自動通話録音機の購

入、会計年度職員を活用した金融機関の巡回や

各種講話など、啓発活動をやるために一部事業

を改善するものでございます。 

○下沖副委員長  先ほど名簿と言われたんです

けれども、警察から名簿の方に電話をかけるの

でしょうか。 

○山﨑生活安全部長  捜査の過程でそういう被

害になられるような方の名簿を犯罪組織から押

収したりします。そこで記載された名簿を各都

道府県に割り振って、それを業者に委託して、

電話で詐欺に関する注意喚起をしていただくと

いう事業でございます。 

○下沖副委員長  捜査で押収した名簿に、全国

の警察で注意喚起を含めて電話かけている。逆

効果になったりしないですか。警察から民間を

通してかもしれないですけれども、そういう連

絡をしていたら、高齢者もそういうのが来るの

が当たり前になるのかなと思います。 

○山﨑生活安全部長  警察本部に、このような

電話があったけど詐欺じゃないのかというよう

なお問合せがあることはございますけれども、

電話する際に趣旨等もよく説明させていただい

て、電話をしていただくようにお願いをしてい

るところで、警察に問合せがあっても、そうい

う概要を説明いたしまして御理解をいただいて

いるところでございます。 

○図師委員  関連して、業者委託せずに電話で

はなくて訪問指導はできないんですか。 

○山﨑生活安全部長  当然、訪問も地域の警察

官が各家庭を回って個別に、特に高齢者の方と

かに、多い特殊詐欺の手口等をお話しして、こ

ういう被害があっていますので気をつけてくだ

さいということは一律にやっております。 

○図師委員  今の名簿に関して、地域の交番に

警察の方がいるわけですから、その方が地域の

方との人脈づくりとか、コミュニケーションを

図るためにも、大変危険な犯罪に関係する確率

が高い方なので、個別で対応されたほうがいい

かと思います。 

○山﨑生活安全部長  言われるとおり訪問と電

話を併せながら、被害防止に係る啓発等をやっ

ていきたいと思います。 

○前屋敷委員  資料４ページの（事項）運営費

について、会計年度任用職員雇用報酬というと

ころで、令和６年度より増額にはなっているん

ですけれども、昨年との比較を併せて何人分を

見込んでいらっしゃるのでしょうか。 

○奈良警務部長  会計年度任用職員雇用報酬

は、74名分で計上しておりまして、令和６年当
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初に比べまして2,519万9,000円の増額となって

おります。 

○前屋敷委員  新年度は74人ということでした

が、令和６年度は何人ですか。 

○橋本総合管理課長  令和６年度も74名で計上

しております。 

○前屋敷委員  それから退職手当について、令

和６年度とすると４億円ほど減額になっている

んですけれども、今年度は退職予定者が少ない

という状況ですか。 

○橋本総合管理課長  令和７年度の定年が62歳

に引き上げられます。令和６年度が61歳でした

ので、61歳の定年退職者が退職しておりますの

で、令和７年度は定年退職者がいないというこ

とで、その分が減っております。 

○前屋敷委員  20番、「職員のメンタルヘルス

ケア支援事業」について、令和６年度と同額で

すけれども、この予算で十分なのかどうか。現

状は、事業に関わっている職員は令和６年で何

名ぐらいいらっしゃいますか。そこを基盤に令

和７年度予算化すると思います。 

○奈良警務部長  まず、人数は調べさせていた

だきます。「職員のメンタルヘルスケア支援事

業」に関しましては、職員の心の健康を保持す

るためのストレスチェックシステムの活用とい

うことで、チェックシステムのリース料、お医

者様に対する謝金については、令和６年当初と

変わりなく同額ということになっております。

職員体制はしばらくお待ちください。 

○二見委員  資料９ページの「道路交通法改正

に伴う整備事業」で、車両が小さくなることで

コースの見直しもされるということです。これ

は県警が持っている実習所の改修のことだと思

うんですけれども、ほかの教習所とかも併せて

同じような対応をされるんですか。 

○黒瀬交通部長  宮崎県以外の県も同様に改修

工事をするかという……。 

○二見委員  もちろん他県というか、自動車教

習所とかもあるので、そういったところも同じ

ように対応されるのでしょうか。 

○黒瀬交通部長  交通法で暫定期間が設けられ

ておりますので、何年何月何日をもって一斉

に、各自動車学校、教習所が改正できるわけで

ございません。各自動車学校、教習所もそれぞ

れ、今後コースは改修していくということで伺

っております。 

○二見委員  基本的に全国的に対応していくと

いう方向でしょうか。 

○黒瀬交通部長  全国的に実施いたします。 

○二見委員  資料12ページについて、専用車載

器300個を対象に実施されるということですけれ

ども、これは国全体で進んでいるのでしょう

か。それとも、県警独自にやってみようという

ことで始まった事業でしょうか。いろんなデー

タを収集して、今後の高齢運転者の状況とかを

分析したいという話もあったと思うんですけれ

ども、300サンプルでやるのか、本県だけでなく

他県を含めて、業者が全部情報収集するのでし

ょうか。 

○黒瀬交通部長  今回の事業につきましては、

宮崎県独自でやっております。 

○二見委員  それを委託する民間企業は、ある

程度そういう情報分析とかができる企業がある

わけですかね。それとも、入札とかで対応され

るのでしょうか。 

○黒瀬交通部長  今回のＤＸ利用につきまして

は、民間の保険会社と※昨年協定を結びまして、 

保険会社の持っておりますいろんなデータを県

警に提供していただいて、それを交通安全教育 

※11ページに訂正発言あり 
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のために生かしていくということでこの事業が 

始まっております。今回の機器等につきまして

も、そちらの民間の保険会社と委託して、事業

を実施するということでございます。 

○二見委員  ＧＰＳだから移動速度とか分かる

と思うんですけれども、例えば、地図情報、速

度情報とかと合っているのでしょうか。カーナ

ビと連動したようなデータ収集になっているの

でしょうか。高速道路、一般道路、細い路地と

かで、制限速度も違うと思うんですけれども、

そこら辺もきちんと分析できるシステムを使っ

て検討をされるということでいいんですよね。 

○黒瀬交通部長  交通規制情報がデータにイン

プットされていますので、例えば、50キロ速度

規制のところを走行しており、そのときに60キ

ロ速度であれば10キロオーバーということが

データとしては出てまいります。高速道路を走

行していれば、100キロ速度制限に対して、どれ

くらいで走行したということがデータとして出

てまいりますので、現実の交通規制に即した

データを基に、結果については御覧になること

ができるということでございます。 

 委員長、先ほど民間の保険会社との連携協定

につきましては、「令和５年６月」に提携をし

ております。訂正させていただきます。 

○二見委員  事業期間が３年間になるので、令

和９年度までとなっているんですけれども、毎

年同じように進めていくのでしょうか。今回、

宮崎市、西都市、新富町でやるということだっ

たんですけれども、県北、県南とか、この３年

間で広げていくという考え方なのか、見通しを

教えていただきたい。 

 あと、アプリを投入したりとか、ＧＰＳの機

器を貸与か譲渡になるのかですね。ずっとつけ

っぱなしにしていてもらうのか、３年間だけの

機能がいつまで使えるのかとか、そこはどうな

んでしょうか。 

○黒瀬交通部長  対象のエリアにつきまして

は、現在、先ほど申しました宮崎市近辺という

ことですが、この事業の進展、効果等を見極め

ながら、その後は拡大していくかについて、ま

た検討させていただきたいと思います。予算の

関係等もございますので、現時点では宮崎市近

辺ということで、このような形を取らせていた

だいております。 

 次に、基本的にこれは譲渡ということでござ

います。期間については、３～４年が見込まれ

ているというところでございます。 

○二見委員  事業期間は、今回の予算で終わる

可能性はひょっとしたらあるんでしょうか。民

間企業に令和７年度委託するけれども、令和

８年度も同じように分析調査を依頼するような

計画であるのかをお聞きしたんです。その見通

しがないというのは、この期間設定から考える

とどうなのかな。 

○黒瀬交通部長  事業の展開につきましては、

令和７年度の状況を見極めまして、令和８年度

以降については、また検討させていただきたい

と考えております。 

○二見委員  資料13ページ、決算特別委員会の

指摘要望事項に係る対応状況について、本当に

お忙しい中、３か月間現場で対応していただい

たことに感謝いたします。 

 その中で、こうやってサポート機能がついて

いる車が、事故車両の全体の５％ぐらいだった

ということで、95％ぐらいがつけていなかった

車だったと見ると、やっぱりつけていたほうが

いいと思うんですけれども、これは全車両の中

の割合ですよね。サポカーが何割で、それにつ

いているのかの割合とか、そういう詳細な情報
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がないと、一概なことも逆にまた言えないのか

なというのもあります。その点については、公

表する必要があるのかなと思います。ついてい

たほうがいいということは、まだ言ってはいけ

ない気もします。 

 一方で、サポート機能がついていた車の衝突

の損傷が低かったとかいうのは言えるのかもし

れないけれども、実際、今回この調査をされて

みた結果、どのように受け止めていらっしゃる

のでしょうか。 

○黒瀬交通部長  委員御指摘のとおり、僅か

5.3％という数字につきましては非常に低いなと

いう印象はございます。令和３年からサポカー

が搭載されることになり、約３年間でこれだけ

の数字は意外なところでございました。 

これまでも警察では実施してまいりましたけ

れども、今後とも各警察機関におきまして、関

係メーカーの方、一般の方に来ていただいて、

実証実験的にやって御覧いただく、あるいは実

際に試乗して体験していただく。そして、その

安全性について実感していただきながら、サポ

カーの導入については進めてまいりたいと思っ

ております。 

○福田委員  資料７ページ、「都城警察署整備

事業」について、事業期間が、令和７～14年度

で８年間ですけれども、本年度の予算で6,300万

円程度という、この金額は、８年間のうちの工

程でいきますと、どこからどこまでで見積もっ

た予算になっているんですか。 

○奈良警務部長  都城警察署の今回の6,351万円

は、あくまでも令和７年度の工程の部分の金額

となります。今回は基本構想委託、用地購入、

補償、不動産鑑定の部分となります。 

○福田委員  それは分かるんですけれど、図面

の右に赤枠で場所がはっきり確定しているわけ

ですね。令和７年度からの８年間という事業期

間も決まっていることから、完成までの大まか

な工程というのはできています。その中で、本

年度はこの部分まで、そのような８年間の詳細

な工程とまで言えないかも分かりませんけれど

も、そういった大まかな工程がないと私はいけ

ないと思うんです。そして、全体的な予算がこ

れぐらいと把握しておく必要があると思うので

すが、いかがでしょう。 

○奈良警務部長  まず、工程につきまして、令

和７～14年度の期間についてお答えします。 

 令和７年度が、基本構想委託、用地購入、不

動産鑑定となります。その後令和８～10年度に

かけて、基本実施設計と仮設棟の建設、それか

ら旧庁舎の解体を行います。その後、令和11～

12年度に本庁舎の建設を行います。そこで令和

13年３月に供用開始になる予定となっておりま

す。その後、令和13年度に附属棟の建設、それ

から旧本庁舎の解体、そして令和14年度に外

構、それから仮設・附属棟の解体ということ

で、最終的な事業の終了が令和14年度末という

ことになります。 

○福田委員  今の工程で毎年度こうやって予算

取りが８年間行われるわけですね。 

○川越会計課長  予算に関しましては、令和

７年度の予算でありまして、いわゆる基本構想

と言いまして、この写真で赤線が引いてあると

ころのどこにどういった建物を持ってくると

か、駐車場はとか、本庁舎はとか、本庁舎の中

にどういったものを持っていこうかというのを

つくっていきます。完成が令和14年になります

けれども、それまでの予算が今後分かってくる

ということになります。 

○福田委員  この建設方法は特殊で、ローリン

グ方式と聞きましたけれども、時間がかかれば
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かかるほど費用がかかることは分かっていると

思います。８年間と最初から考えるのではな

く、その見直しもあっていいかなと思うんです

が、いかがでしょうか。 

○川越会計課長  御指摘のありましたローリン

グ方式──県警で初めて取り組む方式ですけれ

ども、これにつきましては、建設業者等の話を

聞きましたところ、どうしても既存の建物を壊

しながら、業務を運営し、壊して新しいものを

つくっていくことで、それだけ期間がかかると

いうことでありました。予算につきましても最

初に幾らというのが分かればいいんですけれど

も、基本構想をつくっていかないと、どうして

も分からないということでございます。 

○二見委員  関連して、令和７年度用地購入も

あるというような説明だったと思うんですけれ

ども、この写真にある赤枠は、現在の警察署の

用地だと思うんですよね。それとは別に、用地

を購入するということは、この隣接地を広げて

いくということになるのでしょうか。それと

も、ここだけローリング方式でつくっていくと

なると、どうしてもほかの駐車場や現場事務所

が必要になるので、そのために必要な用地を購

入するということでしょうか。後者の話だった

ら、用途が終わったら売却という形になるのか

なと。それだったら、借地という気がするんで

すけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○川越会計課長  これにつきましては警察署を

建設する際の附属建物の建設、公用駐車場と

か、指摘もありましたとおり、建て終わった後

に──職員の駐車場等もありますが、現在講堂

等に置いてある資機材とか、いろいろ証拠品の

車とかあるんですけれども、建設中にそれらを

置くような用地として考えております。 

 赤線の中か外かという話がございましたが、

まだ予算が決まっておりませんので、明確には

言いませんけれども、隣接する土地を検討して

いるところでございます。 

○甲斐警務課長  前屋敷委員からメンタルヘル

スを担当する職員数について質問がありました

が、メンタルヘルス担当職員は厚生課に保健師

が２名、看護師が１名です。こちらは県から出

向して対応しております。この３名が各所属の

厚生担当と連携してメンタルヘルスに対応して

いるというところでございます。 

○前屋敷委員  メンタルヘルスケアを受けてい

る職員は、令和６年度は何人いたのですか。 

○甲斐警務課長  メンタルヘルスの職員数とい

う形になりますが、メンタルヘルスの長期休業

者、30日以上の休業者につきましては、令和

６年が15名おります。令和５年が16名で、ほぼ

同数という形になっております。 

○前屋敷委員  資料６ページ、「交番、駐在所

庁舎新築費」ですけれども、これは補正のとき

に出ましたが、新富町の駐在所、交番ですか。 

○川越会計課長  交番、駐在所庁舎新築費とご

ざいますが、交番の新築に関しては新富交番だ

けでございます。この予算の中には、既存の交

番、駐在所で借家料、警察共済組合の不動産事

業で活用して建設した交番、駐在所の建設に係

る償還金も含まれております。 

○前屋敷委員  ４番、「西階交番移転経費」は

昨年度も移転経費が上がっていたんですけれど

も、まだ移転は完了していないのですか。 

○川越会計課長  延岡警察署の西階交番につき

ましては、道路拡張によるものですけれども、

その道路拡張が延びているということで、今回

この西階交番移転経費は新年度予算ということ

で入れているものでございます。 

○前屋敷委員  昨年度の経費はどのように充て
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られたんですか。昨年度もたしか移転経費で上

がっていたんですよね。 

○川越会計課長  御指摘の令和６年度の予算に

つきましては、繰越しせずに補正で減額して、

令和７年度に新規予算として入れ込んでおりま

す。 

○前屋敷委員  資料11ページ、「信号機新設、

道路標識及び道路標示等整備費」について、令

和７年度は予算が増やされていて、住民の要望

に応えられたのかなと思っているんですけれど

も、何基分の予算でしょうか。 

○黒瀬交通部長  来年度につきましては、３基

新設ということでございます。 

○前屋敷委員  ６番、「コンクリート製信号機

柱の鋼管柱化」について、昨年度よりは予算は

減っているけれども、何本分でしょうか。 

○黒瀬交通部長  令和７年度は、55本整備予定

でございます。 

○前屋敷委員  令和６年度は何本だったんです

か。 

○黒瀬交通部長  令和６年度予算は、90本で

す。 

○重松委員長  そのほかございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、予算議案につきまし

ては終了させていただきます。 

 最後に、その他で何かございませんか。 

○二見委員  一般質問で、証紙をデジタルに切

り替えられないかという話があった中で、県警

で扱っているものが多かったものですから、会

計課にはできるだけ取組として、やったらいい

んじゃないかということを言っていたんですけ

れども、新年度予算にないので、難しかったの

かなと思うんです。何かやり取りは、されてき

たんでしょうか。 

○川越会計課長  証紙に関しましては、県の条

例に基づいて運用しているわけですけれども、

現在、県の会計課から連絡がありまして、今後

どのようにするのか、キャッシュレス化であれ

ばキャッシュレスの機械が何台要るのかとかを

調整させていただいているところです。 

○二見委員  まだ調わなかったということです

ね。 

○川越会計課長  今、県の会計課で集約してい

る段階でございます。どのようにするのか時間

がかかると思います。 

○二見委員  おかしいんですよね。警察の会計

課がおかしいと言っているんじゃないですよ。

県の会計課はできるところからやっていきたい

と思っていると言っている割には、全部まとめ

ないとできないとか言っているので。また改め

て話してみたいなと思います。 

○下沖副委員長  昨年から制服警察官がスー

パー、コンビニとか、飲食物購入に寄れること

になったと思うんですけれども、飲食店や店舗

含めて反応はどうでしょうか。あと、制服警察

官の休憩する際にどのように変わったのかにつ

いて、状況が分かれば教えてください。 

○甲斐警務課長  数字的なものは出ておりませ

んけれども、コンビニ、スーパー等に対する声

を聞いておりますと、肯定的な意見です。非常

に警察官の立ち寄りが増えて安心感があると肯

定的な意見を聞いております。否定的な意見に

ついてはほとんど聞いておりません。 

○重松委員長  ほかございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、以上をもって警察本

部を終了いたします。執行部の皆様お疲れさま

でした。 

 暫時休憩いたします。 
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   午前11時12分休憩 

───────────────────── 

   午前11時19分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 それでは、本委員会に付託をされました議案

等について、企業局長の概要説明を求めます。 

○松浦企業局長  本日、御審議いただきます事

項でありますけれども、資料２ページを御覧く

ださい。 

 まず、予算議案につきましては、議案第17号

「令和７年度宮崎県公営企業会計（電気事業）

予算」、議案第18号「令和７年度宮崎県公営企

業会計（工業用水道事業）予算」、第19号「令

和７年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）

予算」の３件であります。 

 それから、その他報告事項とありまして、宮

崎県企業局経営ビジョンの改定について、素案

の報告をさせていただきます。 

 資料３ページを御覧ください。 

 当初予算（案）のポイントであります。予算

（案）の編成に当たりまして、３つの柱立てで

行っております。 

 まず、（１）将来に向けた安定経営のための

基盤整備であります。 

 老朽化した施設・設備の計画的な更新・改修

を行い、将来にわたって安定的に経営を行うた

めの基盤を整備するものであります。例とし

て、「綾第二発電所大規模改良事業」等を掲げ

ております。 

 （２）経営環境の変化への的確な対応であり

ます。 

 頻発する自然災害をはじめ、カーボンニュー

トラルの実現や産業のデジタル化・ＤＸなど、

企業局を取り巻く経営環境の変化に対応するも

のであります。例としまして、２つ目にありま

すけれども、古賀根橋ダムほか放流ゲート遠隔

操作設備設置工事等を挙げております。 

 （３）地域貢献に資する取組の推進でありま

す。 

 局の設置理念に基づいて、地域貢献に資する

取組を推進するものでありまして、例として、

「緑のダム造成事業」等を掲げております。 

 次の４ページを御覧ください。当初予算

（案）の概要であります。 

 まず、（１）の電気事業でありますが、年間

供給電力量は、今年度と同程度の４億942万

5,000キロワットアワーとしておりまして、表の

収益的収支の収支残にありますとおり、収支残

につきましてはマイナス11億4,724万1,000円と

しております。これは、「綾第二発電所大規模

改良事業」に伴いまして、工事費の支出が来年

度も多額になることに加えまして、発電停止の

ためにその分の料金収入がないということによ

るものであります。令和９年度までは、このよ

うな厳しい状況が続く見込みであります。 

 次の５ページを御覧ください。 

 （２）の工業用水道事業であります。 

 給水事業所数については16社、年間総給水量

につきましても、今年度と同様に3,583万5,700

立方メートルとしておりまして、収益的収支の

収支残につきましては、マイナス8,771万円とし

ております。これは、台風等によりまして土砂

除去が必要になった場合に備える費用をあらか

じめ計上していることに加えまして、近年の物

価高騰などによりまして、全体的に費用が増加

した結果であります。その結果として、当初予

算のこの段階では、収支のバランスが取れなく

なっているというものであります。 

 また、老朽化した設備の更新等も検討しなけ

ればならない時期に来ておりますので、これま
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での維持管理方法の見直しによる費用の圧縮と

併せて、全国平均に比べ低く抑えてきた利用料

金につきましても見直しが必要となっておりま

す。 

 今年度からその作業を進めているところであ

りまして、来年度はその方向性を出したいと考

えております。 

 ６ページを御覧ください。 

 （３）地域振興事業であります。 

 年間の施設利用者数につきましては、今年度

は３万1,500人としておりましたけれども、２万

9,000人に引き下げております。近年の利用者数

の減少傾向を考慮したものであります。 

 表の収益的収支の収支残のところであります

けれども、ここは136万1,000円としておりま

す。 

 私からの概要説明は以上であります。 

 それぞれの項目については、担当の課長から

御説明いたします。 

○重松委員長  企業局長の概要説明が終了しま

した。 

 それでは、引き続き議案の審査を行います

が、歳出予算の説明については、重点事業・新

規事業を中心に簡潔明瞭に行い、併せて決算に

おける指摘要望事項に係る対応状況についても

説明をお願いします。 

 それでは、議案に関する説明を求めます。な

お、委員の質疑は執行部の説明が全て終了した

後にお願いします。 

○小川総務課長  ７ページを御覧ください。 

 議案第17号「令和７年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）予算」であります。 

 （１）の業務の予定量であります。 

 年間供給電力量は、過去15年間の平均を基に

４億942万5,000キロワットアワーとしておりま

す。 

 （２）の収益的収入及び支出であります。 

 これは、当該年度の収益と費用の見込みを示

すものであります。 

 表の太枠の令和７年度当初予算の縦の列を御

覧ください。事業収益は54億5,274万8,000円と

しております。このうち営業収益は49億6,744万

3,000円で、主なものは11発電所における電力料

であります。 

 附帯事業収益は8,447万円で、主なものは、小

水力発電と太陽光発電の電力料であります。 

 財務収益は２億3,422万3,000円で、受取配当

金や受取利息などであります。 

 営業外収益は１億6,661万2,000円で、消費税

還付金などであります。 

 ８ページを御覧ください。 

 事業費は65億9,998万9,000円としておりま

す。このうち営業費用は63億8,865万5,000円

で、主なものは修繕費や減価償却費などであり

ます。 

 附帯事業費用は7,041万9,000円で、小水力発

電や太陽光発電に係る費用であります。 

 財務費用は312万9,000円で、企業債などの支

払利息であります。 

 営業外費用は8,778万6,000円で、主なものは

雑損失であります。 

 この結果、事業収益から事業費を引いた収支

残は、マイナス11億4,724万1,000円となりま

す。 

 ９ページを御覧ください。 

 （３）の資本的収入及び支出であります。 

 これは、事業を長期間にわたって実施する上

で必要となる施設や設備を取得することなどに

係る収入と支出の見込みを示すものでありま

す。 
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 表の太枠の令和７年度当初予算の縦の列を御

覧ください。資本的収入は8,107万7,000円とし

ております。主なものは、工業用水道事業会計

及び地域振興事業会計からの貸付金返還金であ

ります。 

 資本的支出は36億1,743万4,000円としており

ます。このうち建設改良費は34億6,534万8,000

円で、主なものは、「綾第二発電所大規模改良

事業」に係る建設改良費などであります。 

 この結果、資本的収入から資本的支出を引い

た収支残はマイナス35億3,635万7,000円となり

ますが、不足額につきましては、米印に記載し

ておりますとおり、過年度分損益勘定留保資金

等で補塡することとしております。 

 10ページを御覧ください。 

 （４）の継続費であります。 

 継続費とは、履行期間が複数年にまたがる事

業の予算について、その経費の総額及び年割額

を定めるものでありますが、令和７年度から新

たに５つの継続費の設定をお願いしておりま

す。 

 １つ目は、石河内第一発電所１号自動制御装

置更新及び水車発電機精密点検工事でありま

す。この事業の事業内容につきましては、後ほ

ど、主な新規・重点事業で御説明いたします。 

 既存設備の除却及び修繕費に係る費用を、ア

の営業費用に計上し、設備の更新に係る費用

を、イの建設改良費に計上しております。 

 継続費の金額につきましては、アの営業費用

として、令和８年度に4,130万円、イの建設改良

費として、令和７年度に2,035万円、令和８年度

に３億8,665万円を計上しております。 

 ２つ目は、古賀根橋ダムほか放流ゲート遠隔

操作設備設置工事でありますが、この事業の事

業内容につきましても、後ほど、主な新規・重

点事業で御説明いたします。 

 既存設備の除却に係る費用を、アの営業費用

に計上し、設備の設置に係る費用を、イの建設

改良費に計上しております。 

 継続費の金額につきましては、アの営業費用

として、令和７年度に55万円、イの建設改良費

として、令和７年度に9,900万円、令和８年度に

１億6,500万円を計上しております。 

 ３つ目は、古賀根橋ダム電力線地中化工事で

ございます。これは、古賀根橋ダムに電力を供

給する電力線が老朽化したため更新するととも

に、近年の頻発する自然災害に備え、架空配電

線の一部を地中化することで、施設の強靱化を

図るものであります。 

 地中化工事に必要な資機材の納期に時間を要

することから、令和７年度に発注し、令和８年

度中に工事完成するものであります。 

 既存設備の除却に係る費用を、アの営業費用

に計上し、設備の更新に係る費用を、イの建設

改良費に計上しております。 

 継続費の金額につきましては、アの営業費用

として、令和７年度に220万円、令和８年度に

330万円、イの建設改良費として、令和７年度に

2,530万円、令和８年度に3,520万円を計上して

おります。 

 ４つ目は、古賀根橋ダム取水口スクリーン除

塵機設置工事であります。これは、ダムにある

取水口スクリーンが落ち葉等で詰まり、取水停

止となることを防ぐために設置するものです。

現場での設置工事は、令和８～９年度にかけ

て、雨の少ない時期である10～５月に行うこと

としておりますが、それまでに機器の工場製作

を行う必要があることから、令和７年度中に発

注するものです。 

 設備の設置に係る費用を、イの建設改良費に
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計上しております。 

 継続費の金額につきましては、イの建設改良

費として、令和８年度に１億6,000万円、令和

９年度に３億1,740万円を計上しております。 

 ５つ目は、工事管理システム構築事業であり

ます。このシステムは、工事や委託業務におけ

る入札や施工管理などの手続に関する工事情報

について一元管理し、業務の効率化や契約事務

の負担軽減等を図るものであります。システム

の構築に約16か月かかることから、令和７年度

からシステム構築に着手するものであります。

システムの開発に係る費用を、イの建設改良費

に計上しております。 

 継続費の金額につきましては、イの建設改良

費として、令和７年度に1,891万2,000円、令和

８年度に2,836万8,000円を計上しております。 

 なお、３会計で使用することから、工業用水

道事業及び地域振興事業においても同様の継続

費の設定をお願いしております。 

 11ページを御覧ください。 

 議案第18号「令和７年度宮崎県公営企業会計

（工業用水道事業）予算」であります。 

 （１）の業務の予定量であります。 

 給水事業所数は16社、年間総給水量は3,583万

5,700立方メートルとしております。 

 （２）の収益的収入及び支出であります。 

 表の太枠の令和７年度当初予算の縦の列を御

覧ください。事業収益は３億7,767万2,000円と

しております。このうち営業収益は３億4,162万

4,000円で、主なものは給水収益であります。営

業外収益は3,604万8,000円で、受取利息などで

あります。 

 12ページを御覧ください。 

 事業費は４億6,538万2,000円としておりま

す。このうち営業費用は４億4,881万7,000円

で、主なものは委託費や減価償却費などであり

ます。営業外費用は1,056万5,000円で、主なも

のは消費税及び地方消費税納付額であります。 

 この結果、事業収益から事業費を引いた収支

残は、マイナス8,771万円となります。 

 13ページを御覧ください。 

 （３）の資本的収入及び支出であります。 

 表の太枠の令和７年度当初予算の縦の列を御

覧ください。資本的収入はございません。資本

的支出は１億6,933万4,000円としております。

このうち建設改良費は9,933万4,000円で、主な

ものは、工業用水道施設浄水場浸水対策工事で

あります。借入金償還金の6,000万円は、電気事

業会計への元金償還であります。 

 この結果、資本的収入から資本的支出を引い

た収支残は、マイナス１億6,933万4,000円とな

りますが、米印に記載のとおり積立金等で補塡

することとしております。 

 14ページを御覧ください。 

 （４）の継続費であります。 

 工業用水道事業の工事管理システム構築事業

継続費の金額につきましては、アの建設改良費

として、令和７年度に107万4,000円、令和８年

度に161万1,000円を計上しております。 

 15ページを御覧ください。 

 議案第19号「令和７年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）予算」であります。 

 （１）の業務の予定量であります。 

 年間施設利用者数は２万9,000人としておりま

す。 

 （２）の収益的収入及び支出であります。 

 表の太枠の令和７年度当初予算の縦の列を御

覧ください。事業収益は2,032万円としておりま

す。このうち営業収益は1,865万7,000円で、主

なものは、指定管理者からの納付金である施設
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利用料であります。営業外収益は166万3,000円

で、主なものは受取利息であります。 

 16ページを御覧ください。 

 事業費は1,895万9,000円としております。こ

のうち営業費用は1,656万6,000円で、主なもの

は減価償却費であります。営業外費用は159万

3,000円で、主なものは消費税及び地方消費税納

付額であります。 

 この結果、事業収益から事業費を引いた収支

残は136万1,000円となります。 

 17ページを御覧ください。 

 （３）の資本的収入及び支出であります。 

 表の太枠の令和７年度当初予算の縦の列を御

覧ください。資本的収入はございません。資本

的支出は2,023万9,000円としております。この

うち建設改良費は727万1,000円で、主なものは

コース管理用備品の更新費用であります。借入

金償還金の996万8,000円は、電気事業会計への

元金償還であります。 

 この結果、資本的収入から資本的支出を引い

た収支残は、マイナス2,023万9,000円となりま

すが、米印に記載しておりますとおり、過年度

分損益勘定留保資金等で補塡することとしてお

ります。 

 18ページを御覧ください。 

 （４）の継続費であります。 

 地域振興事業の工事管理システム構築事業継

続費の金額につきましては、アの建設改良費と

して、令和７年度に１万4,000円、令和８年度

に２万1,000円を計上しております。 

 参考といたしまして、19ページに知事部局等

への経費支出予定額を記載しております。多目

的ダム管理費用等、知事部局及び市町村への支

出予定額の合計は14億1,731万7,000円としてお

ります。 

○小野工務管理課長  20ページを御覧くださ

い。 

 ４の主な新規・重点事業であります。 

 「綾第二発電所大規模改良事業」であります

が、予算としましては、令和７年度は18億3,000

万円余、全体事業費は167億3,000万円余でござ

います。 

 事業の目的としましては、運用開始から60年

以上が経過し、老朽化した主要機器の更新等を

行うものであります。 

 事業の概要ですが、水車発電機や水圧鉄管の

更新、代替放流設備の新設などを行ってまいり

ます。 

 事業効果としましては、電力の供給信頼性が

向上し、発電電力量の増加や再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度の活用による収入の増

加が見込まれております。 

 事業の期間としましては、令和元年度から令

和９年度でございます。 

○松生発電設備課長  資料21ページを御覧くだ

さい。 

 「綾第一発電所南機水車発電機一部改良及び

精密点検工事」であります。 

 この事業は、修理困難となった機器の廃止に

必要な改造・更新や、保安規程に基づく水車発

電機の分解点検等を行うものであり、令和５～

７年度の期間で事業を実施することとしており

ます。 

 令和７年度の予算額は18億5,000万円余で、改

造・更新する機器の工場製作及び現地据付けと

撤去、その他機器の精密点検を行うこととして

おります。 

 続いて、22ページを御覧ください。 

 新規事業「石河内第一発電所１号自動制御装

置更新及び水車発電機精密点検工事」でありま
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す。 

 この事業は、補修部品の確保が困難となった

ことから、発電機の起動・停止及び出力調整を

行う自動制御装置及び経年劣化している発電機

コイル用空気冷却器などの機器を更新するとと

もに、保安規程に基づく水車発電機の分解点検

を行うものであり、令和７～８年度の期間で事

業を実施することとしております。 

 これら機器の更新及び水車発電機の分解点検

を行うことで、水車発電機の信頼性が向上し、

電力の安定供給が図られます。令和７年度の予

算額は2,000万円余で、更新する機器の現地調査

や詳細設計を予定しております。 

○山元施設保全課長  23ページを御覧くださ

い。 

 新規事業「古賀根橋ダムほか放流ゲート遠隔

操作設備設置工事」であります。 

 この事業は、ゲリラ豪雨による突発的な放流

やダムへのアクセス道路の災害による通行止め

に対応するため、古賀根橋ダム及び寒川ダムの

放流ゲートを企業局庁舎からでも遠隔操作でき

る設備の整備を行うものであります。 

 令和７、８年度で事業を実施することとして

おり、令和７年度はダム諸量演算装置の更新や

ゲート遠隔操作設備の設置を行う予定としてい

ます。令和７年度の予算額は9,000万円余として

おります。 

○安藤総合制御課長  24ページを御覧くださ

い。 

 「ＤＸ推進通信基盤整備事業」であります。 

 この事業は、請負工事等における遠隔臨場や

発電所の維持管理におけるスマート保安等のＤ

Ｘを推進するため、企業局発電所及びダムにお

けるインターネット環境を整備するものであり

ます。令和６年度に７つの発電所とダムの整備

を行っており、令和７年度に残りの６つの発電

所等の整備を行います。予算額は1,100万円余と

しております。 

 25ページを御覧ください。 

 ５のその他主要事業の概要といたしまして、

（１）猿瀬発電所ゴム堰復旧工事など、８つの

事業についてその概要を記載しております。 

○西本経営企画室長  資料26ページを御覧くだ

さい。 

 最後に、決算特別委員会の指摘要望事項に係

る対応状況について御説明いたします。 

 文教警察企業分科会の⑭であります。御指

摘、御要望の事項は、宮崎県地域振興事業につ

いて、地域の方だけでなく若者への知名度の向

上に向けた取組を強化するとともに、長期的な

経営シミュレーションを行い、今後の見通しを

分析した上で、事業の在り方を検討することで

ございます。 

 対応につきましては、下段のとおりでありま

す。一ツ瀬川県民ゴルフ場につきましては、こ

れまでもテレビ、ラジオの活用や県内企業への

チラシ配布などによりＰＲを行い、利用者の確

保に努めてまいりましたが、令和４年度以降

は、コースが毎年冠水していることや記録的な

猛暑の影響などにより、厳しい経営状況となっ

ております。 

 若者への認知度の向上に向けた取組といたし

ましては、インターネット動画配信サービスや

宮崎駅前ビジョンを活用したＰＲ広告の掲載、

令和６年度競技力強化指定校である日章学園の

練習コースとしての活用などを実施しておりま

すが、これに加えて今後、コースの改造、ＳＮ

Ｓ用の動画制作の検討など指定管理者と一体と

なって取り組んでまいります。 

 また、今後の経営につきましては、引き続き
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指定管理者と緊密に連携するとともに、災害頻

度やゴルフ人口の変化なども考慮した経営シミ

ュレーションを行い、事業の在り方を検討して

まいります。 

○重松委員長  執行部の説明が終了しました。 

 ここで、委員の皆さんにお諮りをいたしま

す。質疑は午後１時10分からにしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、そのようにさせてい

ただきます。 

 暫時休憩します。 

   午前11時46分休憩 

───────────────────── 

   午後１時５分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 それでは、議案について質疑はありません

か。 

○武田委員  資料15～16ページの議案第19号

「令和７年度宮崎県公営企業会計（地域振興事

業）予算」ですが、事業収益が約320万円、事業

費が約1,200万円減って、収支残が昨年度マイナ

ス747万8,000円から、令和７年度当初で136万

1,000円プラスということで、大きなところを見

てみると事業収益も減ったけれども、事業費の

減りが大きくて、その差額でプラスということ

です。その中で修繕費が1,110万円から令和７年

度は121万円と989万円の減になっているんです

けれども、この要因を教えてください。 

○西本経営企画室長  今年度はクラブハウスの

改修工事を行っておりまして、主に屋根の防水

工事、階段の修繕をやっていることから、その

分費用が上がっていたということになります。 

○武田委員  来年度は大きな改修の予定はない

と理解してよろしいですか。 

○西本経営企画室長  令和７年度の予定として

はないということになります。 

○武田委員  事業収益がマイナスに想定された

原因は、昨年度を鑑みながら、台風とかを考え

て、本年度は、事業収益等を下げられたという

ことで理解してよろしいですか。 

○西本経営企画室長  おっしゃるとおりでござ

いまして、令和７年度の施設利用目標を２万

9,000人としておりますが、その前は３万1,500

人ということでした。この目標は過去10年平均

ということでしたけれども、最近施設利用が減

ってきたことを鑑みて、修正しております。 

○武田委員  令和６年度当初予算は、マイナス

の予定だったものを、今年はプラスにされたと

いうことで、プラスにならないといけないんで

すけれども、台風などで冠水したときの修繕費

用は組んではあるのでしょうか。それとも、そ

の都度対応されているのでしょうか。 

○西本経営企画室長  冠水したときの費用は、

特別損失で対応しており、費用の計上は上げて

おりません。その都度上げるということです。 

○重松委員長  16ページの事業費の中で諸費の

備考に漁協への助成金等と書いてあるんですけ

れども、この内容を教えていただけますか。 

○西本経営企画室長  関連する漁協が３団体あ

りまして、そこへ稚魚放流と安全対策費として

計上しております。 

○二見委員  地域振興事業ですけれども、平成

24年のホームページを見たところ目標利用者

が３万7,500人となっていまして、そのときの利

用収入が7,350万円です。今回、目標利用者

が２万9,000人ということですけれども、少し収

入に差があり過ぎる気がします。単価が変わっ

たとか何かあったのでしょうか。利用者だけの

問題なのか、そこら辺の経緯を教えてくださ
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い。 

○西本経営企画室長  ２万9,000人を目標にして

おりますが、単価は2,300円で試算した収益とし

て見通しております。 

○児玉副局長（総括）  ゴルフ場の利用料につ

いては、指定管理者が、条例で利用料金の上限

を定めていまして、その範囲内で利用料を指定

管理者が徴収しているところです。 

 我々の予算の計上に当たりましては、まず利

用人数は、先ほど経営企画室長が申し上げまし

たとおり、過去10年間の利用者平均から出して

います。そして、それに実際の利用者の利用料

単価を平均して出していまして、ゴルフ場の利

用料金はシルバーから通常の方まで料金は違う

んですけれども、実際の利用者の方たちの利用

料金平均の実績に基づいて積算しておりますの

で、現在の利用者の利用単価に基づいて出した

ものがこの金額ということになります。 

○二見委員  経営状況を考えると、指定管理の

在り方だけでなく、そのままでいいのかなと思

います。ホームページに載っていた、平成24～

30年度は、収益がどれくらい出ているとか、利

用者がどれくらいだというデータが出ていま

す。それ以降は更新されていないんですよね。 

 ゴルフ環境やゴルフ人口とか、いろんな要素

が変わってきているのも確かにあるとは思うん

ですよね。特別な抜本的な対応をしているわけ

でもなく、こうやって計画を立てても、どう考

えればいいんでしょうか。こういう経緯を考え

てみると、数字はこうやって出てくるけれど

も、果たしてこのままオーケーと言っていいも

のなのかなと。この数字自体も、本当に正しい

のかというか、別におかしなことをしていると

は思わないけれども、先を見通したときに、こ

れで本当にいいのかなというのが、非常に疑問

に思ってきます。 

○児玉副局長（総括）  二見委員の御指摘は大

変そのとおりだと思っています。今までの利用

状況、過去の実績に基づいて予算計上している

んですけれども、現在の利用状況が大変厳しい

ことになっているかと思っています。これまで

も説明しましたように、台風や大雨等による

コースの冠水によって利用できない状態が生じ

ている。これは過去にもやはり起きていたんで

すけれども、コースを利用できないというの

が、例えば、３年に１回とかの頻度だったの

が、毎年のように続いている状況です。 

 それともう一つは、ゴルフ場の利用者は、高

齢者が多くございまして、その中で夏は特に猛

暑で熱中症警戒アラートが発令されたりしてい

るんですけれども、その頻度が、以前に比べた

ときにかなり増えているという状況です。現時

点においては、なかなか過去の実績のとおりに

いかないと我々は重く受け止めています。 

 現在の指定管理者が、今年から始まったばか

りでございまして、そして、その指定管理者に

おきましては、毎年何か新しいことに取り組ん

で、利用者を増やしていくような意気込みを語

っていただいて、今年、レストランのカーペッ

ト、食堂の部分のテーブルとかをちょっと変え

ていただいたりしています。あとコースが、

パー70でございますが、パー72にして、ほかの

ゴルフ場と同様の打数に改造したいというよう

なことで、現在もその取組をされているところ

でございます。我々としては、その指定管理者

の現在の努力、それと今後の利用状況、これを

踏まえながら検討していくけれども、先日の補

正の常任委員会でも松浦局長から申しましたよ

うに事業存続の是非、こちらについても真剣に

我々としては考えるべきだと考えています。ま
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た、先日、図師委員からも御指摘いただいたん

ですけれども、利用者のターゲットとかも踏ま

えてやるべきじゃないかというような御意見等

もいただいたところでございますので、この委

員会で委員の皆様から御指摘いただいたことを

踏まえて、しっかり対応してまいりたいと考え

ています。 

○二見委員  この事業を始めた目的もあったで

しょうから、それもしっかり踏まえた上で考え

ていかないといけないと思います。時代や状況

も変わってきているのも確かだろうと思うし、

新しい取組を指定管理者でも努力しているのも

分かります。 

 ただ、利用者が求めているニーズなのか、

ニーズがどれくらいあって、新しい取組をする

ことによって、どれぐらい人が増える見込みが

あるというところまでしっかり持ってからの事

業なのかというと、恐らく違うと思うんです。

だって、指定管理を受けたのもこの１年間だけ

で、その前に応募するわけだから、今からこの

利用者がどういうものを求めているかというの

は、恐らく調査されて話しながら聞いて対応さ

れるべきことだろうけれども、外から見たとき

にこういうことが必要なんじゃないかと思って

やることと、中に入ってから見えてくるものも

違うだろうから、企業努力するのが非常に大事

だとは思うんですけれども、これだけの利用料

の収益の減少幅を見ると、ゴルフの価格も下が

ってきたというのもあるんだろうなと思うし、

これからの宮崎県というのは、至るところにゴ

ルフ場があって非常に恵まれている環境がある

と思います。それに比べると、どうしても身近

なところで手軽にできるというところのすごく

いいメリットがあるわけだけれども、そういう

人たちのニーズとかに行き届いているのかなと

いうのもあるし、普通のコースに行く料金の半

分以下でも行けるわけだから、そういう日常的

に使ってもらえるようなポジションをしっかり

アピールしているのかどうかも含めていただき

たい。 

 あと、利用者の範囲も前に出してもらったり

しましたけれども、そういったところも含め、

平日とかになってくると、基本的に働いている

人は行けないわけですから、ターゲットはかな

り絞られるわけですよね。真夏も非常に暑かっ

たといっても、ここ数年ずっと熱中症アラート

が毎日のように出るじゃないですか。何か使え

るような対応が必要だろうし、今すぐいきなり

できることでもないのも分かるので、数年しっ

かり検討しながらやってもらわないと困るなと

思います。 

 僕も決してやめたほうがいいというだけの話

ではないです。できるならばしっかり経営が継

続できるようなところに落ち着けばいいなと思

うんですけれども、そこら辺は指定管理者に任

せるだけではなく、この事業の目的からそれな

いように、やるべきことはやらないといけない

わけだから、そこも踏まえて対応を考えてほし

いと思います。 

○図師委員  資料９ページ、電気事業の収入と

支出のバランスが、大規模工事が入っている関

係もあって、ここ２年続けて30億円以上のマイ

ナスが出ています。これも想定の範囲内の数字

だと思うんですけれども、知事部局への経費の

支出も14億円程度続いているところであり、こ

れがいずれ圧縮されたりとか、この知事部局へ

の支出に、収支のバランスが今以上に悪くなり

影響が出てくるとか、そういうよう長期的スパ

ンでの知事部局との関係性というのは変わって

きたりはしないのでしょうか。 
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○小川総務課長  今、どうしても建設改良費で

大きなお金が出ていくような状態で、うちも内

部留保をどんどん食い潰している状態になって

います。令和９年度まではそういう感じで続き

ます。綾第二発電所が動き出せば、収入がどん

どん入ってくるので、そこで黒字が見えてき

て、また内部留保をためていきたいと思ってい

るんですけれども、それでどれぐらいたまった

ときに、また知事部局にどれぐらい出せるかと

いうのは、またそのときに判断するようなこと

だと思います。 

○図師委員  今のところは、知事部局への支出

に関しては現状維持といいますか、このぐらい

の金額は維持できる見通しは十分あるというこ

とですね。 

○小川総務課長  今のところ、赤字状態でもこ

の額は出していきたいと考えています。 

○下沖副委員長  ダムの緊急放流を行った回数

を昨年１年間だけでも教えてほしいです。それ

から、事前放流を行った回数もお聞きしたいと

思います。 

○山元施設保全課長  企業局のダムの緊急放流

はないんですけれども、事前放流につきまして

は、１回実施しております。 

○下沖副委員長  大雨、台風、線状降水帯とか

あったときも、その大雨の期間中、放流とか全

くしないで、ダムで抑えられているという状況

ですか。 

○山元施設保全課長  放流は当然しております

けれども、企業局のダムにつきましては、洪水

の状態になりましたら、流入量イコール放流量

ということで、ダムから入ってきた水と同じ水

を下流に流すというような操作を行いますの

で、そういったことでやっております。 

○下沖副委員長  雨天時でも、通常の放流をず

っと続けている。緊急放流と通常放流では、水

量が違うのでしょうか。 

○小牧副局長（技術）  ダムには大きく治水を

行うダムと、あと発電を行う利水ダムがござい

まして、その両方を行う多目的ダムというのが

あります。先ほど委員が言われました緊急放流

というのは、よく言われる「ただし書き操

作」──通常の洪水調節を行っている状態で、

さらにそれを上回るような雨が降ったときに、

通常の操作よりもより大きい量を出す緊急放流

ということで、下流の方たちに知らしめて放流

するというやり方で、これは基本、多目的ダム

とか治水ダムとなり、知事部局が管理している

ダムのほうで行います。 

 我々が管理しています利水ダム──３つほど

あるんですけれども、そちらのほうは基本、洪

水、雨が大きく降っているときには、発電をし

ながら、上流から流れてきた同じ量の水を下に

流すというような状況でやっていますので、緊

急放流という操作はございません。 

○下沖副委員長  治水とかで管理しないという

ことですか。ずっと上から流れてきたその量を

流すという形で、事前放流して減らして、そこ

で一旦発電を止めてでも大きな水量を受け止め

るという、治水の考え方は、発電ダム自体はな

いということですか。 

○小牧副局長（技術）  基本、我々が管理して

います利水ダムというのは、通常の洪水調節を

行うダムに比べると非常に小さいダムでして、

洪水が発生している最中にそのような操作をす

ることはありません。 

 ただし、今から台風が来ることが分かってい

るとき、これは先ほど言いました事前放流とい

う形で、事前に通常よりも水位を下げてちょっ

とポケットを設けて、洪水のピークを少しでも
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ずらすような努力はしておりますし、それは基

本的には河川を管理しています知事部局と連携

を取りながら、事前放流は行って、少しでも治

水に役に立つような努力をしている最中でござ

います。 

○下沖副委員長  線状降水帯とか局地的に降る

ので、発電と治水ダム、知事部局とも協力しな

がら受け止める体制を考えていただきたいなと

思います。ダムができてから増水が増えたとか

いう意見もある中で、事前放流してそこで受け

止めているのかなと思っていました。今後協力

して、なるべくこういう洪水対策にも活用でき

るようにお願いしたいと思います。 

○前屋敷委員  資料23ページ、ゲートの遠隔操

作の設置工事で、財源で農業負担があるんです

けれども、これは農政水産部が負担するという

意味ですか。 

○山元施設保全課長  これは古賀根橋ダムのほ

うから国営かんがいということで農業のほうに

行っている分がございまして、その分が20.2％

のコストアロケーションがございますので、そ

の分の費用になります。県ではなく、国のほう

になります。 

○前屋敷委員  資料20ページで経営の基本方針

というところで御説明もあったけれども、工業

用水道事業で今後料金改定を検討とありまし

た。これは年度内に検討して結果を出すという

ことでしょうか。 

○西本経営企画室長  工業用水の料金改定でご

ざいますけれども、これは、まず令和５年度に

実施しました管路の更新工事、この基本設計に

おきまして、事業費が大きく上振れしまして、

令和４年度に策定したアセットマネジメント計

画の実効性が大きく低下したということで、今

年度、維持更新計画の在り方検討業務を実施し

ております。 

 アセットマネジメント計画の見直しや最適な

事業運営方法の検討を進めておるわけですけれ

ども、令和６年度の業務成果を基に、令和７年

度も引き続き詳細な検討を行うということでご

ざいます。 

 料金改定につきましては、現在のところ見直

した後の事業費の総額が定まっていないという

こともございまして、将来の料金値上げの見通

しが立たない状況ではございますが、業務委託

の成果を基に、料金の値上げ幅、また、将来に

向けた段階的な値上げについて検討を行いたい

と思っております。スケジュール感でいくと、

来年検討して、その後どういった値上げの仕方

をしていくかという方針を出して、ユーザー、

企業とも合意を得て進めていくということにな

りますので、もう少し先のことになるかと思っ

ております。 

○重松委員長  その他、よろしいでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。 

○西本経営企画室長  それでは、その他報告事

項でありますが、宮崎県企業局経営ビジョン改

定の素案について報告いたします。 

 27ページをお開きください。 

 １の改定の理由でありますが、現在、企業局

では、令和２年３月に策定いたしました「宮崎

県企業局経営ビジョン」におきまして、10年の

計画期間を定め、中長期的な視点に立った経営

を行い、効率化、経営健全化に取り組んでいる

ところでございますが、今年度末で策定から

５年が経過しますことから、経営ビジョンの改

定を行うものであります。 

 ２の改定の概要等でありますが、経営ビジョ
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ンの改定は、総務省が策定するガイドラインに

基づくものでございまして、実行性のある経営

戦略とすることを目的としております。 

 改定に当たりましては、（１）の経営ビジョ

ン前期（令和２～６年度）の事後検証、（２）

の事後検証結果を踏まえた後期（令和７～11年

度）の投資・財政計画の見通しが重要なポイン

トとなります。 

 それでは、３の事後検証と投資・財政計画の

見通しを御覧ください。 

 初めに、電気事業でありますが、電気事業の

収益的収支となります。グラフの見方でありま

すが、横軸が年度、縦軸が金額となっておりま

す。折れ線の赤が事業収益、緑が事業費、青が

純損益となります。 

 左のグラフは、令和２年３月の策定当初の見

通しでございまして、右のグラフは、事後検証

結果を踏まえ投資・財政計画を見通した改定案

となります。 

 電気事業の前期は、綾第二発電所大規模改良

事業による発電停止の減収や費用増などによ

り、令和４年度以降は赤字を計上しているもの

の、令和10年度以降は、綾第二発電所がＦＩＴ

運転を開始することから、黒字に転換する見通

しであります。 

 28ページを御覧ください。 

 次に、上段は、工業用水道事業の収益的収支

でございます。同じく右の改定案のグラフです

が、前期は、令和４年の台風災害や昨今の物価

高を除き黒字を計上しており、低廉な料金で安

定的に給水しております。後期は、将来の老朽

化施設の更新や昨今の物価高などに対応するた

め、事業運営手法や料金設定の在り方について

検討を行う必要があります。 

 続きまして、下段、地域振興事業の収益的収

支となります。右の改定案のグラフですが、前

期は、コロナ禍で令和３年度に利用者が増加し

たものの、令和４年度以降、度重なる冠水や記

録的猛暑により利用者が減少し赤字を計上して

おります。後期も指定管理者と連携して運営を

行ってまいります。また、経営状況を見なが

ら、今後の事業の在り方について検討を行いま

す。 

 29ページを御覧ください。 

 ４の経営の基本方針でありますが、先ほどの

事後検証と投資・財政計画の見通しで御説明し

た課題に対する経営の基本方針を右に示してお

ります。電気事業につきましては、老朽化した

発電所の計画的な更新による電力の安定供給と

安定した収益の確保を通じて、持続可能な社会

構築や経済の振興、県民の福祉増進に貢献して

いきます。 

 工業用水道事業につきましては、工業用水を

安定的に供給し、施設の健全性を保ちながら、

県北地域の産業振興を支援するとともに、民間

活力の導入によるコストダウンの検討と併せて

料金改定の検討を行ってまいります。 

 地域振興事業につきましては、県民誰もが快

適にプレーしやすい環境を提供し、健康づく

り・生きがいづくりなどに貢献していくととも

に、経営状況を見ながら今後の事業の在り方に

ついても検討を行ってまいります。 

 なお、経営ビジョン改定の素案とその概要版

をデータでお配りしておりますので、詳細はそ

ちらを御覧ください。 

 最後に、５の今後のスケジュールでございま

すが、３～４月にかけてパブリックコメントを

実施しまして、来年度の５月までに最終案を作

成し、６月の常任委員会に報告後、７月に経営

ビジョンの改定を行うこととしております。 
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○重松委員長  執行部の説明が終了しました。 

 その他報告事項について質疑はありません

か。 

○二見委員  当初の見通しと半期の結果が出た

わけで、トレンドとしては同じように来ている

と思うけれども、ただ、結果的には若干見通し

が甘かったかなという感じもします。それは見

通しと結果だから、仕方のないことだとは思う

ところもあります。 

 公営企業のインフラ更新は、この企業局でも

今やっているところだし、全国的に水道事業、

下水事業とか、かなり大きな国家的な課題にも

なっているみたいです。各自治体、それなりの

対応ができていたのかどうか。新年度予算を見

ていた中でもあったように、いろいろ引当金を

取ったりとかしていたと思うけれども、そこ辺

の今後に対応できるだけの余力がちゃんと確保

できているのかどうか。また、その引当金の積

み方はどのようにされてきたのかというのを教

えていただきたいです。 

○小川総務課長  電気事業に関しては、建設改

良のための積立金等をしてきて、それが使える

ので、綾第二発電所みたいな大規模工事ができ

ています。そういった形で積立て、修繕の引当

てとか、電気事業は完全に出来上がっていま

す。 

 ただ、工業用水道事業については、修繕のた

めの引当金は積んでいるけれども、さらに古い

やつを更新していくとか、そのための積立金と

かはそこまでないので、どうしても今後料金を

値上げして、そのための工事のための費用を

ユーザー、企業に負担していただかないといけ

ないという感覚を持っています。そのために今

後どういった形で事業を推進していくかという

のを検討していくような状況です。 

 地域振興事業については、積立てができない

状態になっていますので、こちらは事業自体を

どうするかという話になろうかと思います。 

○二見委員  利益が出ているときには積み立て

られるけれども、利益がなかったときにはでき

ないというのは、当然です。利益がかなり出た

ときには、大幅に積み立てるというようなやり

方をしてきていたんですか。一定のルールに基

づいて、例えば、何％だけは積み立てるとかい

う、企業局内でのルール、全国的なルールなの

か分かりませんから、そこ辺がどのようになっ

ているのか教えてください。 

○小川総務課長  修繕のための引当金は、修繕

が何年に１回というのが大体見えていますの

で、そのための引当金は、１回修繕が終わった

ら、その次の年から順次、その金額相当の引当

金を積んでいく形にしています。もっと大規模

な改良とかになりますと、非常に大きくなるの

で、事前に利益が出たときとかに積むとか、そ

ういったようなこともしながら積み立てていっ

たという経緯がございます。そういった形で、

大きく積むときもあればという形にはなると思

います。 

○二見委員  そうですよね。ただ、規模や額が

大きいので、想定されている経年劣化の修繕と

かならまだいいにしても、突発的なこととか起

こったりすると思います。そういったことに対

応できるようなものは、特に準備しているわけ

ではないんですか。 

○小川総務課長  突発的なところは、予備費

等々で予算を組んでいるところがあるので、そ

ういったところも使う。あと、企業局の会計に

ついては、流用とか制度的にできるような形に

なっているので、いろんなところから予算を流

用したりとかして、別な経費を減らしながら突
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発的な経費に対応します。 

○二見委員  予備費というのは積み立てていく

わけじゃなくて、毎年度確保する予算ですよ

ね。それで足りるのであれば、問題ないだろう

なと思うけれども、分かりました。 

○下沖副委員長  （３）新たな売電方法への適

切な対応とあるけれども、九州電力との長期基

本契約はいつ終了するのか教えてください。 

○西本経営企画室長  九州電力との基本契約が

令和７年度内で終了いたします。令和８年度か

らは一般競争入札などを通じて新しい契約を予

定しております。 

○下沖副委員長  ほかの自治体で自治体新電力

とか立ち上げたりして、自分たちで売電を行っ

ているけれども、そこら辺もいろいろ調査して

いくのでしょうか。時間がないので、今までど

おり入札するのでしょうか。 

○西本経営企画室長  令和８年度からの売電の

方法につきましては、令和７年度、入札なりし

ていく予定で考えております。 

○下沖副委員長  今までの一般競争入札は、九

州電力以外でどのぐらい業者が入っているので

しょうか。過去の入札者数です。 

○西本経営企画室長  令和７年度まで九州電力

との基本契約の中で行っておりまして、随意契

約ということでやっております。その中で料金

の協議を行いながら金額を決めています。 

○下沖副委員長  今回が初めての一般競争入札

ということでしょうか。 

○西本経営企画室長  宮崎県といたしましては

初めてになりまして、ＦＩＴについては１回だ

け入札しております。結果、九州電力送配電か

なと。 

○下沖副委員長  実際これだけの電力を取り扱

えるところは、九州電力ぐらいしかないのかな

と思います。関西とかからも今回入札に参加す

るのかどうかですね。ＣＯ２削減した環境に優し

い電力になるので、最大限いい値段で売れると

ころを探していただきたいし、売る方法を検討

していただきたいなと思います。 

○児玉副局長（総括）  副委員長が今おっしゃ

っている一般競争入札について、企業局がつく

っている電力を売るというところにつきまして

言いますと、電力自由化という言葉が以前使わ

れていて、今いろんな電力システム改革という

ことでいろんな動きがあるところです。 

 それで、公営の電気事業者は、以前はそれぞ

れの地域の電力──我々は九州電力ですし、例

えば、北陸系だったら北陸電力、関西電力、四

国電力とかで、今までは総括原価方式というこ

とで、電力をつくるために一定のお金がかかり

ます。そこに適正な利益もある中で、総括原価

方式でこれまで売ってきた流れがございまし

た。 

 ただ、それを政府がもっと安く売れというよ

うなところがありまして、一般競争入札への移

行というか、競争性のある売電方式への移行と

いうのを進めてきている中で、徐々に全国的に

言いますと、一般競争入札に移行しておりま

す。 

我々は九州電力との間に16年間売りますよと

いうところの基本協定を結んでいて、それで、

毎年の売電単価というのは、当然、見直してい

く仕組みの中で動いてきていて、それが終わる

のが令和７年度で終わり、その期間が来ていま

す。我々よりも早く終わっているところ──要

は基本協定期間が経過、あるいは事業者によっ

ては途中でそれを破棄して、それで競争入札を

やりますというところも確かにありましたけれ

ども、大体のところは、基本協定期間というの
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が終わった段階で移行してきているところでご

ざいまして、我々はその状況は、情報収集とか

これまでもずっとしてきております。 

 今14の発電所で電力をつくっているけれど

も、中にはＦＩＴで高く売れるようになった部

分もあります。そのＦＩＴとかで売っている以

外については、まだ九州電力との契約が残って

いるので、来年度まではその契約に基づいて九

州電力に売電するけれども、いよいよ競争性の

ある入札とか、いろんな条件をつけて売るとい

うようなことなどが本格的にできるようになる

のが令和８年度からになります。それで令和

７年度に入札というか、公募条件とか整理した

上で、令和７年度に公表して、副委員長がおっ

しゃっていた、一般競争入札というところで

大々的にやるという意味では、令和７年度に公

表するのが初めてということになります。 

○下沖副委員長  今度の一般競争入札に関して

は、契約期間はどのぐらいで考えていますか。 

○児玉副局長（総括）  長期間で設定してしま

うと、その期間に固定されることによって、

我々の電気をきちんとした値段で買っていただ

けない可能性も出てまいります。ただ、あまり

にも短期間でやると、またよろしくない状況が

あるかもしれませんので、実はその辺の状況を

今調べているところでございます。今委託して

いろいろ調査していますし、あと委託業者を通

じてヒアリング等もやっているところでありま

す。どの条件だと我々が求めるような価格で購

入していただけるのかといったところの条件整

理をしているところでございます。 

○下沖副委員長  この水力発電は県民の財産で

もありますので、最大限いい値段で売れるよう

に頑張っていただきたいと思います。 

○西本経営企画室長  ＦＩＴは原則といたしま

して、九州電力送配電との随意契約となってお

ります。 

○武田委員  地域振興事業について、県民誰も

が快適にプレーしやすい環境を提供し、健康づ

くり・生きがいづくりなどに貢献という、当た

り前のことが書いてあるけれども、県民誰もが

利用できないというか、県西・県北・県南にゴ

ルフ場があれば、県民誰もがという話になりま

す。当時は、ゴルフというスポーツが、県民が

ある程度愛せるスポーツだったと思います。局

長からも前回から将来についてもいろいろ考え

ていくときに来ているという話があったので例

えば、グラウンドゴルフ設備であるとか、ス

ケートボードはオリンピック種目にもなって人

気が出てきて、あと10年、20年すると、50代、

60代の方もスケボーする世代がそのまま上がっ

てくるのかなと思ったりもします。県内では、

子供たちがどこかの広場とか、夜外灯もないよ

うなところでやっていたりします。来年、再来

年という話ではなくて、将来、今の若者、若い

世代が楽しめる、企業局だけではなくて県の問

題として、移住者、若者、子育て世代を考えた

ときに、そういうところにも目を向けて今後の

地域振興事業をしていただきたいという思いが

あるんですが、そのあたりの考え方はどうでし

ょうか。 

○松浦企業局長  ビジョンに書いてあります地

域振興事業は、一つの事業として企業局が立て

て実施しているということになりますので、そ

のものの形態で続けようとすると、どうしても

採算性というのが問われてくるということにな

ります。そこを外そうとしたときには、例え

ば、市町村、知事部局とかに主力になってもら

わないといけないようなことになるのではない

かと思っています。どのようなニーズがあるの



令和７年３月11日(火) 

 - 30 -

かも含めて考えた上で、必要であればそういっ

たことも検討する必要があると思っております

ので、いずれにしろ我々がやらなきゃいけない

のは、このゴルフ場をしっかり立て直せるのか

どうか。立て直そうということで頑張らなきゃ

いけないけれども、その上での線引きをしっか

りした上で、そこがなかなか難しいよというこ

とになったときに、次どのように活用の仕方が

あるのだろうかというようなことも考えていく

段階になると思うので、まずはその前段のとこ

ろを頑張りたいと思います。 

○武田委員  地方というか、郡部に住む私たち

としては、どうしても県立図書館、こういうゴ

ルフ場にしても、中心地に─都城市に陸上競

技場、延岡市に体育館があり、分散されている

ので、そこは十分理解しているけれども、恩恵

を受けていないところがどうしてもあります。

そこらも勘案しながら、今後、宮崎県の中でも

地方分散して、県民が本当に快適に暮らせる環

境というか、健康づくり・生きがいづくりなど

に今後とも貢献していただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○二見委員  新規事業の話を前からずっとして

いたけれども、結局今回のビジョンも、今まで

あるものをどうやって維持していくかというと

ころです。経営を継続するのであれば、発展的

な発想はないのかなというのがどうしてもいつ

も思うけれども、もちろんここにもそういうの

がないです。発電量にしても、今までの水力を

維持していくだけではなく、リニューアルする

ときによくなったりはするでしょうけれども、

先ほども小水力の開発の手助けだったりとかは

あるにしても、ほかの発電事業だったり、検討

していくことというのはないのかなとどうして

も思います。企業局でそういう考え方を持つと

いうのは難しいですかね。 

○松浦企業局長  おっしゃっている意味につい

ては、私はよく分かります。今の企業局の立ち

位置といいますか、これは私の個人的に感じて

いることですけれども、いろんな社会状況が変

わってきている中で、当面処理しなきゃいけな

い課題が結構あるように思います。委員の皆様

もそのあたりのところは感じていただけている

のかなと思います。まず、そこをしっかり処理

しないと、次のステップを自由に検討するとい

う段階に入っていけない状況にあると私は思っ

ています。今一生懸命課題を取り除こうという

動きをしております。その次の段階としては、

当然、新しい時代の流れの中でどんな役割を担

っていけるのかということは考えていく必要が

あるし、そういうことを考えたいと思っている

職員もたくさんいますので、そういう流れに持

っていくためにも、今直面している課題を一つ

一つ確実に解消していきたい。そこに今注力し

ているということで御理解いただければと思い

ます。 

○二見委員  民間の場合は、両方で攻めていか

ないと絶対に無理ですよ。だから、そういう意

味も込めて質問したわけですけれども、今やら

ないといけないことをおろそかにしては絶対い

けない。かといって、それだけでいいかといっ

たら、やっぱりよくないと思う。先を見越して

始めるのであれば、今やらなければならないこ

とがあります。そのときが来たときに何しよう

ではなくて、物事には準備が要るわけなので、

こういう改修にしてもそうです。だからこそ長

期的な計画を見通すにおいても、その更新があ

る程度めどがつくのがいつだったら、今、それ

までにやっておかなければいけない準備は何な

のかというところをしてほしいです。 
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○福田委員  私も要望になるかも分かりません

けれども、局長は自分の考えはこうだよとおっ

しゃる中に、今もあったように、どうしてもそ

こに入れない。私たちは多くの提案をしている

けれども、入れないような壁がある感じに聞こ

えたんです。例えば、地域振興事業で、毎年冠

水被害があるという課題があり、その課題につ

いて、どういった基本方針でやるというところ

は、県民誰もが快適にプレーしやすい環境とか

にしているけれども、実際、毎年冠水が出てい

ます。これに対して、まずこういう手を打ちた

いということは一切出てこないんです。そこら

辺に簡単に入れない何か問題があるんですか。 

 こういう対策を考えているというのを出せな

いのかなと思うんですけれども、いかがでしょ

う。 

○松浦企業局長  そこが非常に難しいところで

して、今例示いただきました冠水被害について

言いますと、打つ手は基本的にはないと思って

おります。台風が来て増水をしてしまうと水か

さが上がりますので、ここを止めるのはないと

思っております。そういうもろもろの条件の中

で今どうするべきなのかということになってく

ると、被害があっても利用者数が増えて、そう

でない時期に増えて経営が成り立つという形を

つくっていくか、もうこれは無理だということ

になってくると、ここは諦めるかという選択を

しなければならない時期に今あるんだろうと思

います。そういう意味での課題がそれぞれある

ということで申し上げたつもりです。 

○重松委員長  ほかの質疑は、よろしいでしょ

うか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  その他の報告事項は、以上で終

了いたします。 

 最後に、その他で何かありますか。よろしい

でしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、以上をもって企業局

を終了いたします。執行部の皆さんお疲れさま

でした。 

 暫時休憩いたします。 

   午後２時３分休憩 

───────────────────── 

   午後２時５分再開 

○重松委員長  委員会を再開します。 

 明日の委員会は午前10時に再開し、教育委員

会の審査を行うこととしますが、よろしいでし

ょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、以上で本日の委員会を終了いたしま

す。委員の皆さん、お疲れさまでした。 

   午後２時６分閉会 
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令和７年３月12日（水曜日） 

───────────────────── 

   午前９時56分再開 

──────────────── 

出席委員（７人） 

  委 員 長   重 松 幸次郎 

  副 委 員 長   下 沖 篤 史 

  委      員   二 見 康 之 

  委      員   武 田 浩 一 

  委      員   福 田 新 一 

  委      員   前屋敷 恵 美 

  委      員   図 師 博 規 

欠席委員（なし） 

委員外議員（１人） 本 田 利 弘 

──────────────── 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

  教 育 長   黒 木 淳一郎 

  副 教 育 長   大 東   収 

  教 育 次 長 
             吉 玉   拓 
  （教育政策担当） 

  教 育 次 長 
             北 林 克 彦 
  （教育振興担当） 

  教 育 政 策 課 長   佐 藤 雅 宏 

  財 務 福 利 課 長   畑 中 道 一 

  育 英 資 金 室 長   上 田 浩 司 

  高 校 教 育 課 長   間 曽 妙 子 

  義 務 教 育 課 長   田 中 幸 一 

  特別支援教育課長   山之口 義 弘 

  教 職 員 課 長   菊 池 武 司 

  参事兼生涯学習課長   猪 野 貴 一 

  スポーツ振興課長   田 中 裕 久 

  参事兼文化財課長   長 友 由美子 

  人権同和教育課長   川 越 政 紀 

  図 書 館 長   平 山 文 春 

  美 術 館 副 館 長   梅 田 一 明 

  総合博物館館長   松 野 義 直 

──────────────── 

事務局職員出席者 

  議 事 課 主 事   黒 木 燿一朗 

  政策調査課主任主事   岩 倉 有 希 

───────────────────── 

○重松委員長  委員会を再開します。 

 それでは、本委員会に付託されました議案等

について、教育長の概要説明を求めます。 

○黒木教育長  それでは、今回の委員会で御審

議いただきます教育委員会所管の議案等につき

まして、その概要を御説明申し上げます。 

 文教警察企業常任委員会資料の２ページの目

次を御覧ください。 

 今回御審議いただきます議案は、予算議案と

いたしまして、議案第１号「令和７年度宮崎県

一般会計予算」、議案第15号「令和７年度宮崎

県立学校実習事業特別会計予算」、議案第16号

「令和７年度宮崎県育英資金特別会計予算」、

特別議案といたしまして、議案第29号「教育関

係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する

条例」、議案第32号「市町村立学校職員の給与

等に関する条例の一部を改正する条例」、議案

第35号「教育関係の公の施設に関する条例の一

部を改正する条例」の６件でございます。 

 次に、その他報告事項といたしまして、

（１）令和７年度宮崎県教育委員会事務局組織

改正案について、（２）「宮崎県立高等学校教

育整備基本方針」の改定（最終案）につい

て、２件、御報告をさせていただきます。 

 それでは、３ページを御覧ください。 

 教育委員会に係る令和７年度宮崎県一般会計

予算、令和７年度宮崎県立学校実習事業特別会

計予算、並びに、令和７年度宮崎県育英資金特

別会計予算について、各課別に一覧にしており
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ます。 

 令和７年度の当初予算額でありますが、表の

下から５段目の太枠の合計の欄を御覧くださ

い。 

 一般会計の合計は、1,188億8,858万7,000円で

あります。 

 また、下から２段目の太枠の合計の欄を御覧

ください。 

 特別会計の合計は、57億6,611万6,000円であ

りまして、総計は一番下の欄1,246億5,470万

3,000円であります。 

 ２つ右の欄に令和６年度当初予算額からの増

減額を示しておりますが、50億4,773万8,000円

の増、率にしまして前年度比104.2％となってお

ります。 

 次に、４ページを御覧ください。 

 そちらに記載のとおり、「高等特別支援学校

整備事業」におきまして、新校舎の建設工事等

が始まることから債務負担行為の設定をお願い

するものであります。 

 続きまして、５～６ページを御覧ください。 

 令和７年度の教育委員会の新規・改善事業等

の一覧をお示ししたものであります。 

 令和７年度当初予算における新規・改善重点

事業等の詳細につきましては、引き続き、担当

課長等から説明させていただきますので御審議

のほどよろしくお願い申し上げます。 

○重松委員長  教育長の概要説明が終了しまし

た。引き続き説明をお願いしますが、歳出予算

の説明については重点事業、新規事業を中心に

簡潔明瞭に行い、併せて決算における指摘、要

望事項に関わる対応状況について、説明をお願

いします。 

 また、予算議案のみ２班に分けて審査を行

い、その後、特別議案等の審査、その他報告事

項の説明を受けまして、最後に総括質疑を行う

こととしますので、執行部の皆様の御協力をお

願いいたします。 

 まず第１班として、教育政策課、財務福利

課、高校教育課、義務教育課、特別支援教育課

の予算議案に係る審査を行いますので、順次議

案の説明をお願いいたします。 

 なお、委員の質疑は全ての課の説明が終了し

た後にお願いいたします。 

○佐藤教育政策課長  当課の予算の説明をする

前に全庁的に取り組んでおります「日本一挑戦

プロジェクト」について、子ども・若者プロジ

ェクトの中で、教育委員会が関係する事業の概

要を御説明させていただきます。 

 最初に資料の７ページを御覧ください。 

 左側の下の段、赤枠で、子ども・若者プロジ

ェクトの今年度の主な取組状況を記載しており

ますが、教育委員会では今年度、上から３つ目

の丸になります県教育支援センター「コネク

ト」を設置いたしました。 

 続きまして、８ページを御覧ください。 

 子ども・若者プロジェクトの新たな展開につ

いてであります。資料左側の赤枠、下から２番

目の二重丸の部分ですが、赤字でお示ししてお

りますが、本県の社会動態を社会減ゼロまで改

善するためには、進学や就職等に伴います県外

流出が著しい若者、女性の定着を図ることが重

要であります。このため、次年度から、新たな

施策として資料の右下、赤枠部分でございます

が、若者・女性が生き生きと活躍できる宮崎づ

くりに取り組みます。 

 続きまして９ページを御覧ください。 

 こちらのほう、資料の中央右側、３、若者・

女性のチャレンジ応援といたしまして３つの取

組を記載しております。そのうち一番下の二重
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丸のところ、中高生が県内企業の魅力に触れる

機会の拡大に取り組みます。 

 続きまして、10ページを御覧ください。 

 こちら、参考といたしまして、子ども・若者

プロジェクトの自然減対策に関する主な事業を

記載しております。新規事業といたしまして、

「小中高の教育段階ごとの科学人材の育成」及

び「ＡＩ教材を活用した児童生徒の学力向

上」、改善事業といたしまして、「不登校等支

援の強化」に取り組みます。 

 11ページを御覧ください。 

 こちらは社会減対策に関する主な事業を記載

しております。中高生と表記してある部分です

が、９ページの御説明で申し上げました中高生

が県内企業の魅力に触れる機会の拡大を図るた

め、改善事業として、「中学生の産業教育・職

業体験機会を充実」及び「工業系高校の企業見

学・デュアル教育システムの強化」に取り組み

ます。 

 プロジェクトの概要の説明は以上ですが、御

説明した各事業の詳細につきましては後ほど担

当課長から御説明いたします。 

 それでは、教育政策課の令和７年度当初予算

につきまして御説明いたします。資料の12ペー

ジを御覧ください。 

 表の左から２列目、令和７年度の当初予算額

は一般会計54億6,691万2,000円をお願いしてお

ります。以下主なものにつきまして、御説明い

たします。 

 13ページを御覧ください。 

 まず、左から３列目、事項名の欄、上か

ら３段目の（事項）職員費の17億215万4,000円

であります。これは教育委員会事務局職員の人

件費でございます。 

 次に、その下、（事項）一般運営費の１億

3,205万6,000円であります。これは本庁及び教

育事務所の運営に要する経費であります。 

 次に、その４行下、（事項）宮崎県公立学校

情報機器整備基金事業費の22億3,467万4,000円

であります。これは市町村が実施いたします

１人１台端末の更新に係る経費に対しまし

て、３分の２の費用を補助するためのものであ

ります。令和７年度は宮崎市の３万1,000台を始

め、県内19市町村で合計約６万台の更新を予定

しております。 

 続きまして、その下の（事項）教育研修セン

ター費の8,380万2,000円であります。これは教

育研修センターの管理運営等に要する経費であ

ります。 

 14ページを御覧ください。 

 （目）社会教育総務費、（事項）職員費の10

億1,464万9,000円。 

 その下の段になります。（目）保健体育総務

費の（事項）職員費の２億5,742万8,000円であ

ります。これは事務局職員のうち、社会教育及

び保健体育関係職員の人件費でございます。 

○畑中財務福利課長  財務福利課の令和７年度

当初予算につきまして、御説明いたします。 

 資料の15ページを御覧ください。 

 左から２列目、令和７年度当初予算は、総額

122億3,790万5,000円をお願いしております。予

算の内訳は一段下にあります、一般会計が64億

7,178万9,000円、次のページに移りまして16

ページの上から一段目、特別会計が57億6,611万

6,000円であります。 

 以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。 

 17ページを御覧ください。 

 一般会計についてであります。まず、左か

ら３列目、事項名の欄、上から２段目の（事
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項）維持管理費の35億6,069万3,000円でありま

す。 

 このうち、一番右の説明及び事業名欄の１、

営繕費20億8,505万4,000円を計上しておりま

す。これは県立学校の空調設備の整備や校内照

明のＬＥＤ化等に要する経費であります。ま

た、６、「県立学校老朽化対策事業」に13億

9,217万1,000円を計上しております。これは県

立学校施設の老朽化対策として建物の劣化を抑

制するために外壁や屋根防水等の改修工事を行

うものであります。 

 次に、その３つ下の段の（事項）教職員福利

厚生費の8,306万円であります。これは教職員の

定期健康診断やストレスチェック、各種研修、

相談事業などの実施に要する経費であります。 

 18ページを御覧ください。 

 上から２段目の（事項）一般運営費（高等学

校）の18億6,764万7,000円であります。これは

高等学校などにおける光熱水費や消耗品及び教

材教具の整備などの経費であります。 

 次に、その１つ下の段の（事項）海洋高校実

習船費の１億9,462万3,000円であります。これ

は宮崎海洋高校の実習船「進洋丸」の運用に要

する経費であります。 

 次に、その２つ下の段の（事項）一般運営費

（特別支援学校）の３億2,146万8,000円であり

ます。これは特別支援学校における光熱水費や

消耗品及び教材教具の整備などの経費でありま

す。 

 次に、その１つ下の段の（事項）学校給食運

営管理費の２億3,134万8,000円であります。こ

れは特別支援学校等の給食調理業務委託に要す

る経費や給食調理施設の整備に要する経費であ

ります。 

 次に、一番下の段、（事項）文教施設災害復

旧費の9,270万円であります。これは県立学校施

設等の災害復旧に備えるための経費でありま

す。 

 19ページを御覧ください。 

 特別会計についてであります。 

 まず、県立学校実習事業特別会計につきまし

て、上から１段目の（事項）高等学校実習費

の２億4,015万1,000円であります。これは農業

系の高校７校における農業実習等に要する経費

であり、生産実習に必要な備品や材料の購入等

を行うものであります。なお、財源の内訳は生

産物売払収入などの財産収入や繰越金などであ

ります。 

 次に、育英資金特別会計につきまして、上か

ら２段目の（事項）育英事業費の55億2,596万

5,000円であります。これは高校生や大学生等に

対する育英資金の貸与やその後の返還業務を行

うための経費であり、説明及び事業名欄の１、

「育英資金貸与事業」に３億2,452万8,000円を

計上しております。 

 また、同じ欄の５、育英資金貸付準備金に51

億3,050万3,000円を計上しております。これは

国交付の奨学資金の返還に備えて持ち越してい

る準備金であります。準備金は育英資金の貸付

について、社会情勢の変化等により貸与希望者

が想定を大幅に上回った場合などに備えるため

の経費でもあります。なお、財源の内訳は繰越

金や返還金などの諸収入であります。 

○間曽高校教育課長  高校教育課の令和７年度

当初予算につきまして御説明をいたします。資

料の20ページを御覧ください。 

 左から２列目、令和７年度当初予算額は、一

般会計40億6,453万円をお願いしております。 

 以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。21ページを御覧ください。 
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 左から３列目、（事項）上から３段目、事項

名、高等学校就学支援事業費の28億4,098万

5,000円であります。説明及び事業名欄の１、就

学支援金23億47万4,000円は、県立高校の生徒へ

授業料相当額を支援するため、３の奨学のため

の給付金５億631万8,000円は授業料以外の教育

費の負担軽減を図るため、世帯の所得に応じて

一定額を支援するものであります。 

 次に、２つ下の（事項）学力向上推進費の

５億4,675万7,000円であります。このうち、説

明及び事業名欄の11、改善事業「新たな時代を

切り拓く学力向上事業」につきましては後ほど

御説明いたします。 

 22ページを御覧ください。 

 左から３列目、事項名の欄、上から２段目、

（事項）就職支援活動促進費の7,763万8,000円

であります。この改善事業「県内就職促進パ

ワーアップ事業」につきましては、後ほど御説

明をいたします。 

 それでは24ページを御覧ください。 

 改善事業「新たな時代を切り拓く学力向上事

業」であります。予算額は285万5,000円であり

ます。 

 事業の目的は、高い志を持った高校生に対し

まして、レベルアップセミナーを実施するほ

か、県立高校５校を学力向上実践研究校に指定

し、県内高校生の学力向上と教員の指導力向上

を図ることであります。 

 次に、事業の概要についてであります。 

 （１）事業内容の①みやざきレベルアップセ

ミナーでありますが、夏と冬の長期休業中に難

関大学を志望する県内の高校生を集め、県内の

優れた指導力を持つ教員や、難関大学の指導経

験を持つ教員を講師としまして、学力向上に向

けたセミナーを開催するものであります。 

 具体的には、国語、数学、理科、英語の４教

科を中心に新傾向の問題の解説や難関大学の出

題傾向の解説などを行います。他校の生徒と切

磋琢磨することで、生徒の刺激にもつながり、

また講師となって授業する教員にとっては自分

自身の教材の研究、教科指導力の向上など、資

質向上につながるものであると考えておりま

す。 

 また、この様子はオンラインで配信し、遠隔

地の高校生も受講できるよう配慮いたします。 

 また、教員相互の研修の機会にも活用できる

ものと考えております。 

 次に、②みやざき学力向上実践校の指定であ

りますが、県内の５校を指定校といたしまし

て、宮崎大学とも連携し、個別最適な学びと協

働的な学びの一体的な充実に取り組んでまいり

ます。 

 また、その取組の成果として、年に一度、そ

れぞれの指定校で授業公開を行い、他校の教員

に参観してもらうことといたします。教員の研

修の場として活用することで、教員の資質向

上、生徒の学力向上も兼ねた取組といたしま

す。 

 （３）の成果指標でありますが、生徒の学力

向上の指標といたしまして、国公立大学の合格

者の割合を現在の21.1％から23％まで引き上げ

たいと考えております。 

 また、難関10大学、いわゆる東京大学や京都

大学などでございますが、こちらの合格者数が

現在の83人から100人以上に、また、授業公開に

参加した教員の満足度を100％といたします。 

 続きまして、25ページを御覧ください。 

 改善事業「県内就職促進パワーアップ事業」

であります。予算額は7,763万8,000円でありま

す。この事業は令和５年度から実施しておりま
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す、「みやざきで活躍！高校生県内就職促進事

業」の改善事業であります。事業の背景です

が、これまで県内７地区に就職支援エリアコー

ディネーターを配置し、雇用労働政策課や労働

局等の関係機関とも連携して、企業見学会や職

業講話などを実施いたしまして、県内就職率の

向上を図ってまいりました。 

 しかしながら、全国的な人口減少の中、高校

生に対する県外企業からの求人の活発化が予想

されますことから、これまで以上に県内企業の

魅力を伝える取組が必要となります。 

 また、県内就職率の低い工業系高校へ県内企

業の魅力に触れる機会を大幅に増加させまし

て、中学生が技術体験を通して製造業への興味

関心を高めるなど、本事業により、これまで以

上に中高生と県内企業とのつながりをつくって

まいります。 

 次に、事業の概要についてであります。 

 （１）事業内容といたしましては、まず①で

は、これまで産業系学科を対象として行ってお

りました企業見学を、普通科系学科の生徒や保

護者、職員へと対象を広げてまいります。 

 また、中学生を対象といたしました技術体験

を工業系高校で実施したり、地元企業をより多

く知ってもらうために、従来の事業では対応で

きていなかった県立高校生のインターンシップ

への生徒補助を行ったりいたします。 

 次に、②では、学校での事業と職場での職業

体験を同時に行います、デュアル教育システム

につきまして、学年全体で行うなど、対象者を

拡充しまして、地元で活躍する人材の育成を図

ってまいります。 

 最後に、③では、これまでと同じように就職

支援エリアコーディネーターを７地区に配置し

ながら、新たに同窓会への協力を仰ぎ、県外企

業を離職した卒業生に対する県内企業への再就

職支援にも取り組んでまいります。 

 （３）の成果指標でありますが、現在の県内

就職率63.4％から令和10年３月には70％にいた

します。 

○田中義務教育課長  義務教育課の令和７年度

当初予算につきまして御説明いたします。資料

の26ページを御覧ください。 

 左から２列目、令和７年度当初予算額は一般

会計２億933万8,000円をお願いしております。 

 以下、主な内容について御説明いたします。

27ページを御覧ください。 

 まず、上から２段目の（目）教育指導費の左

から３列目、（事項）学力向上推進費が１億666

万円であります。このうち、説明及び事項名

欄、１の「未来へつなげ、学びのバトン！みや

ざきの授業改善推進事業」は、2,291万1,000円

であります。これは教職員の授業改善と児童生

徒の学力向上を図るため、県独自の学力調査の

実施や研究指定校への支援等に要する経費であ

ります。 

 ２の「帰国・外国人児童生徒に対する学習支

援事業」は1,723万6,000円であります。これは

日本語指導が必要な児童生徒への指導・支援体

制の整備に要する経費及び日本語教育サポー

ターを配置する市町村に対して事業費の補助を

行う経費であります。 

 ３と４の新規事業につきましては、後ほど御

説明いたします。 

 次の（事項）指導者養成費が9,369万9,000円

であります。こちらは、教職員の資質向上を図

るため、各種研修などを実施するための経費で

あります。 

 主に新規採用教職員の初期研修に係る会計年

度任用職員の人件費であります。 
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 一番下の（事項）研究奨励費は424万3,000円

であります。こちらは「循環型社会を実現する

環境教育推進事業」として、環境教育推進リー

ダー養成のための研修会の実施や派遣研修及び

小中学校12校、高等学校２校の研究指定校への

支援に要する経費であります。 

 それでは、新規事業の説明をいたします。資

料の28ページを御覧ください。 

 新規事業「科学で切り拓く未来みやざき人財

創出事業」3,224万2,000円であります。本事業

の目的は、これまでの科学教育充実の取組に加

え、初等中等教育段階から体系的に科学への興

味・関心を持たせるイベントや最先端の科学を

学ぶ機会を通して科学の芽を育み、宮崎の未来

を切り拓く次世代の人材を輩出することであり

ます。 

 次に、事業概要の（１）事業内容①の次世代

人材育成のための機会の創出において、派遣研

修では、各種大会の上位入賞者や選考による児

童生徒を、国内外の研究機関に派遣し、最先端

の科学技術に触れる機会を創出します。 

 海外への進学等セミナーでは、海外大学進学

に関する講演会等を開催し、海外大学進学への

機運醸成を図ります。 

 事業内容②の科学の芽を育む場所の創出にお

いて、アの「ひなたサイエンスフェス」では、

小学校の低学年から気軽に参加できる体験型科

学イベントを開催いたします。 

 イの「ひなたサイエンスキャラバン」では、

希望した市町村の小学校において移動式の実

験・観察教室等を実施し、科学に興味を持つき

っかけをつくります。 

 ウの「ひなたアドベンチャーツアー」では、

小中学生で編成したグループで県外の科学技術

施設等を見学することで、科学への興味・関心

をより一層広げる機会をつくります。 

 （３）の成果指標につきましては、科学の甲

子園ジュニア参加者数及び科学オリンピック本

選出場者数を増やすこととしております。 

 事業の期間は令和７年度と令和８年度の２年

間であります。 

 続きまして、資料の29ページを御覧くださ

い。 

 新規事業「学びに向かう力を育むＡＩ教材活

用事業」3,135万円であります。 

 事業の目的は、一人一人の学習の状況に応じ

る新たな学習環境としてＡＩ教材を導入し、効

果的に活用することにより、児童生徒の学びに

向かう力を育むことであります。 

 次に、事業概要の（１）事業内容①の自分の

学びを調整していく力が身に付くＡＩ教材の導

入につきまして、今回導入するＡＩ教材は、Ｇ

ＩＧＡスクール構想で整備された児童生徒が持

つタブレット上で実施する学習確認テストとそ

のテストと連動したデジタルドリルでありま

す。 

 アの学習確認テストは、自動採点やＡＩによ

る結果分析を行います。子供はテストの結果を

すぐに確認することができ、間違った問題につ

いて学び直しをすることができます。 

 また、教師はＡＩによる学級全体や個別の分

析結果を活用することにより、日々の授業改善

にもつながっていくと考えております。 

 イのデジタルドリルは、アのテスト結果に応

じて個別にＡＩによる補充問題や発展問題の提

供が可能となり、子供たちの学びに向かう力を

高めることができ、学力の定着にも効果的であ

ると考えております。 

 これらの教材を学習が高度化する小学校５年

生と専門的な内容が増える中学校２年生に導入
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することとしています。 

 事業内容②の教職員専用のホームページの開

設につきましては、教職員が効果的な活用方法

や好事例をいつでも確認できるように、ホーム

ページ上に情報を提供していきます。 

 （３）の成果指標につきましては、全国学

力・学習状況調査における、学びに向かう力に

関する意識調査について、肯定的な回答の割合

及び教科に関する調査の平均正答数の割合を全

国トップレベルまで引き上げることとしており

ます。 

 事業の期間は、令和７年度と令和８年度

の２年間であります。 

○山之口特別支援教育課長  特別支援教育課の

令和７年度当初予算につきまして御説明いたし

ます。資料の30ページを御覧ください。 

 左から２列目、令和７年度当初予算額は一般

会計39億645万7,000円をお願いしております。 

 以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。31ページを御覧ください。 

 左から３列目、事項名の欄、上から１段目、

（事項）県立特別支援学校整備費に32億6,438万

2,000円を計上しておりますが、後ほど、概説書

で説明いたします。 

 次に、上から２段目、（事項）特別支援教育

振興費に２億5,871万7,000円を計上しておりま

す。このうち、右の説明及び事業名欄の４、

「特別支援学校医療的ケア実施事業」に１億

6,214万9,000円を計上しております。 

 これは、特別支援学校において、常時、医療

的ケアを必要とする児童生徒が在籍する学校に

看護師を配置するものであります。 

 次に、上から３段目の（事項）一般運営費

（特別支援学校）に、２億518万4,000円を計上

しております。これは、特別支援学校において

運行しているスクールバスの運行経費や県有バ

スの管理費等であります。 

 次に、下から２段目の（事項）就学奨励費

（特別支援学校）に１億7,663万3,000円を計上

しております。これは、特別支援学校に就学す

る幼児児童生徒の保護者の経済的な負担の軽減

を図るために、就学に必要な学用品等の経費を

補助するものであります。 

 次に、32ページを御覧ください。 

 「未来を創る！高等特別支援学校整備事業」 

につきまして御説明いたします。この事業は、

県内初となる高等特別支援学校の設置に向け

て、令和５年度から取り組んでおりますが、令

和７年度から校舎等の建設が始まりますことか

ら改めて説明させていただくものです。予算

は、32億6,438万2,000円になります。 

 事業の概要でございますが、（１）事業内容

を御覧ください。 

 県央地区の新設校の校舎の建設工事費や米印

のところにありますように、みやざき中央支援

学校と明星視覚支援学校の寄宿舎を明星視覚支

援学校内に新設しますが、この２つの建設工事

費が主なものになります。 

 また、新校舎建設に伴う仮設校舎のリース料

や併設校３校の開校準備に係る経費も計上いた

しております。 

 （３）の成果指標につきましては、高等特別

支援学校は就職率100％を目指す学校として開校

しますが、既存の特別支援学校高等部も含む特

別支援学校全体の就職率を令和11年には45％と

しております。 

 次に、33ページを御覧ください。 

 改善事業「特別支援学校専門性向上事業」に

つきまして御説明いたします。予算は280万円を

計上しております。 



令和７年３月12日(水) 

 - 40 -

 事業の目的でございますが、特別支援学校に

おける教員の専門性を高めることで、児童生徒

の障がいの重度重複化、多様化に対応すること

ができる人材の育成を図るものであります。 

 事業の概要でございますが、（１）の事業内

容を御覧ください。 

 まず、①にありますように、外部専門家を活

用した研修を実施します。 

 次に、②にありますように、重度重複障がい

のある児童への視線入力装置を使用した学習の

充実を図ります。視線入力に必要なパソコンを

購入することで、充実した授業を実施できる環

境を整え、また、視線入力を活用するための研

修を実施することで教員の専門性を図ります。 

 最後に、③にありますように指導教諭による

授業公開の実施や授業動画コンテンツを作成す

ることにより、教員の指導力の向上を図りま

す。 

 各種研修等を充実させることで、特別支援学

校における教員のＩＣＴを活用して指導する能

力に関する項目の数値が向上すると考えており

ます。 

○重松委員長  執行部の説明が終了しました。

予算議案について、質疑がありましたらお願 

いします。 

○福田委員  資料24ページ、「新たな時代を切

り拓く学力向上事業」について、県立高校５校

は、具体的にどこでしょうか。 

○間曽高校教育課長  今まさに検討中でござい

まして、まず考えておりますのは、指導力の高

い指導教諭が配置されている学校でありますと

か、あとは地域、教科のバランス等を考えなが

ら検討しているところです。 

○福田委員  （３）成果指標で一番下の研究事

業及び公開事業に参加した教員の満足度100％と

あるけれども、この教員の満足度というのはど

のように評価するんでしょうか。 

○間曽高校教育課長  この研修会は今も実施し

ているところがありまして、そちらに参加した

先生方にアンケートを取って、満足度等を測っ

ているところです。現在も非常に高い満足度を

いただいておりますけれども、それを100％、参

加してくださった先生方全ての方に御満足いた

だけるように、しっかり検証していきたいと考

えているところでございます。 

○福田委員  25ページ、「県内就職促進パワー

アップ事業」について、地元企業で成長するこ

とでデュアル教育があるけれども、具体的にお

聞きしたいです。 

○間曽高校教育課長  例えば、工業高校で機械

等について勉強したり、電気について学んだり

する生徒がおりますけれども、その生徒たちが

学校で学んだことを、実際に県内の企業様のほ

うにお邪魔をさせていただきまして、大体年間

10日ぐらい、その企業で実際に学校で学んだこ

とを生かしていく。そういう学びをしていくの

がデュアル教育システムでございます。 

○福田委員  工業高校を例にしましたけれど

も、農業高校は考えていないですか。 

○間曽高校教育課長  今のところ本事業におき

ましては、農業高校はしておりませんけれど

も、例えば、生活文化科でありましたら保育園

等に行くなど、それぞれ専門系の学びを生かし

てやっている学校は多数ございます。 

○福田委員  私はこのデュアル教育は非常に大

事だと思います。教科書で出てくる言葉そのも

のと、現場が分かって就職していくのは全然違

うと思います。 

○二見委員  資料24ページ、難関大学10大学は

どこですか。 
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○間曽高校教育課長  東京大学、京都大学、名

古屋大学、北海道大学、東北大学、大阪大学、

九州大学、東京工業大学と今まで言っておりま

したが、名前が変わりまして東京科学大学、そ

して神戸大学と最後が一橋大学でございます。 

○二見委員  有名な大学が出てきており、こう

いう一つの目標を立てるというのは大事なこと

だなとも思うけれども、最近よくお話しする中

で、それぞれの専門性、得意分野を伸ばしてい

く教育をやっていこうといったときに、大学は

１つの箱物です。その中でいろいろな教授とか

が、専門的なところを研究されていて、大学で

すごく特色、興味ある研究をされていたりする

わけです。ハイレベルなものをやるにしても、

まず箱が決まってしまうというのもどうなのか

なと思います。逆にお聞きしますけれども、こ

の中で、どの大学、学部、学科でもいいという

ことで、出していらっしゃるわけでしょう。今

からの子供たちの自己実現のために必要なもの

を学べる場所であればそれでいいと思うんだけ

れども、そこら辺の考え方は、どういう認識で

いらっしゃるんですか。 

○間曽高校教育課長  まさしく御指摘のとおり

だと思っております。私どもはこれを１つの指

標として難関10大学を出させていただきました

けれども、大事なのは、今委員御指摘のとお

り、それぞれの子供たちが行きたいところ、学

びたいこと、これをしっかりと実現できるよう

な学力をつけたいということでの事業でござい

ます。指標としてはこちらの10大学を出させて

いただいていますけれども、一番は子供たちが

行きたいところに行ける、そういう学力をつけ

たいという思いで作った事業でございます。 

○二見委員  例えば、理系、文系にしろ、それ

ぞれのテーマがあって、そのテーマに沿った学

び舎があって、そこを目指して頑張ることが大

事であって、それがこの10大学に全て直結して

いるのかというところです。 

 例えば、近畿大学はマグロ研究だったり、ハ

イレベルな最先端の研究をしていたりしていま

す。ほかの学校でも東京農業大学は醸造発酵と

かの研究もされていたりします。宮崎県は、焼

酎文化もあるわけですから、醸造というのもす

ごく大事な分野でもあるわけですよね。そうい

ったものに子供たちが興味を持って、学びたい

と思った子供たちは、こういう分野から外れる

んじゃないかなと思います。何が教育の現場で

大事かといったら、子供たちのやる気、目標設

定、そしてそこに向かう努力、そこら辺をうま

く引き出していくことができないといけないと

思います。 

 そう思うと、やっぱり最終的にその指標で数

字的に見ていかれるでしょうけれども、やって

いることと目的と結果がうまくつながっている

ということが見えないといけないじゃないかな

と思うんです。だから、事業を立ち上げるので

あれば、うまくつながっているところがよく分

かるような表現、内容になっていないといけな

いと思うけれども、いかがでしょうか。 

○間曽高校教育課長  先ほど申し上げましたと

おり、これは１つの指標として示しておりまし

て、今、県教育委員会ではひなたの学びを推進

しております。子供たちが通常の学びの中で、

学びに向かう力、まさしくどこに行きたい、ど

んな学びをしたい、将来どういう職業に就きた

い、だから今これが必要だ、だから学ぶんだと

いったような学びに向かう力も育成しようとし

ております。そういったものも合わせながら、

しっかりと事業を進めていきたいと考えており

ます。 
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○二見委員  いろんな子供たちプラス保護者、

地域社会の評価とかもあるでしょうから、全く

無駄ではないとは思うけれども、ちょっとそこ

は気になったのでお聞きしました。 

○武田委員  資料24ページ、みやざきレベルア

ップセミナーの実施の説明について確認ですけ

れども、県内どこにいてもネットを通して、ど

の高校生でも学べるということですよね。 

○間曽高校教育課長  参集型は100名程度を考え

ておりますけれども、オンラインで配信いたし

まして、どの地区の生徒たちも受講できるよう

に工夫してまいりたいと考えております。 

○武田委員  県立高校の５校指定ですけれど

も、私たちは、いつも高校存続で動いているん

です。５校指定を示されると、そこに誘導され

るような気がしないでもないけれども、そこら

辺はどのように考えているんでしょうか。 

○間曽高校教育課長  これは研究をしていただ

くのが５校でございまして、年に一度ここに先

生方にも来ていただきまして、そこでの成果を

みんなで共有したりすることで、県内全域にし

っかりとその成果を広めていきたいと考えてお

ります。決して１校で終わることがないように

工夫していきたいと考えております。 

○武田委員  専門の先生と地域性も考えてとい

うことでしたので、期待しています。３年間の

事業ですので、先生が変わるとまた指定が変わ

ったりするのかなと思っていますけれども、柔

軟に対応していただきたいなと思っておりま

す。 

 それと、資料25ページの「県内就職促進パ

ワーアップ事業」ですけれども、これは予算が

約7,700万円です。改善事業ということですの

で、就職支援エリアコーディネーターが配置さ

れて、コロナもあって一時期県内就職というの

がありました。改善前のコーディネーターの方

と１回話して、一生懸命頑張られているなとい

う記憶があります。令和６年度までの実績とい

うか、何回行ったとかではなくて、県内就職が

良くなってきたのかどうか。それと、どこの点

が不満だったので、改善されたのか教えてくだ

さい。 

○間曽高校教育課長  就職支援エリアコーディ

ネーターの方ですけれども、県内７地区に配置

しておりまして、コロナの時期には訪問先の企

業様のところにお伺いできなかったり、件数が

減った時期もございましたけれども、昨年度か

ら随分と盛り返してきまして、大体2,000件を超

える企業様に訪問させていただいて、お話をい

ただいています。 

 また、就職先を検討するにあたりまして、生

徒や保護者の皆さんとの面談に教員と一緒に入

ってアドバイスをいただいたりすることを行っ

ておりまして、県内就職が平成27年に非常に落

ち込んだ時期がございましたけれども、就職支

援エリアコーディネーターの方の御尽力であっ

たり、あるいは進路指導、キャリア教育等々、

諸々効果が出てきておりまして、今63％台まで

大きく、着実に伸びてきているところです。 

 また、改善点ということですけれども、まず

１つは地元企業を知るというところで、企業見

学になります。この企業見学は、子供たちが就

職先を選ぶのに役に立ったと答える子供たち

が３割を超えております。そこで、この企業見

学、これまで産業系学科の子供たちを中心に組

んでおりましたけれども、そこに今回普通科で

あったり、工業系も１年生、２年生を対象にし

たり、また保護者、職員の方も対象にしたバス

代をしっかりと付けさせていただきたいと考え

ているところです。 
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 ポイントとしましては、全体的に普通科系に

も広げ、また工業系をしっかりと、県内企業の

魅力をしっかり知ってもらうような取組を行っ

ていくところが大きな改善点であると考えてお

ります。 

○武田委員  コーディネーターの方、７地区で

結構人数もいらっしゃいます。この予算の何％

ぐらいがこのコーディネーターの人件費という

か、人件費プラス活動費ぐらいになっているん

ですか。 

○間曽高校教育課長  後ほどお答えさせていた

だきます。 

○二見委員  先ほどの大学の関連で、難関大学

でいいですけれども、宮崎県の１つの課題とし

て、医師不足があります。福祉保健部で医学部

に宮崎県の地域枠を作って、地域に定着する医

者を輩出していきたいという考えがあるけれど

も、教育委員会はその視点からやっていること

はないんですか。難関大学というより、医学部

は基本的に難しいです。そこに行きたいという

子供たちがいて、行けるようなレベルまでサ

ポートできるのが県内高校教育の中にあるのか

というところをお聞きしたいです。そういう事

業が出てこないというのが気になりました。宮

崎大学は、特に母子医療について、周産期医療

は全国屈指のものを作っているわけです。だか

ら、そういった環境があるのに、県として教育

委員会から人材育成に働きかけているのか、お

聞きしたいです。 

○間曽高校教育課長  「翔け！未来の科学者育

成事業」を現在行っておりますけれども、科学

どっぷり合宿で、二泊三日研修を行っておりま

す。 

その行き先は、宮崎大学農学部、工学部、そ

して医学部に、中高校生を派遣して、専門的な

学びに触れて、例えば、そこで医学の道に進み

たいと思うような子供たちを育成しようという

取組を行っております。 

○二見委員  今、宮崎県内の高校３年生が医学

部を志望するのは、毎年何人ぐらいいるのです

か。 

○間曽高校教育課長  具体的な数字は、把握は

しておりませんので、しばらくお待ちいただけ

ますでしょうか。 

○二見委員  後ほど教えてほしいけれども、僕

が高校にいたとき、現役で医学部を通った同じ

高校の同級生はゼロでした。留年した人数

が２～３人はいました。医学部を志望していた

のは、やっぱりいたわけです。だから、宮崎県

だけに限ることなく、防衛医科大、長崎県、鹿

児島県とか、いろんなところに行っているわけ

です。 

 要するに、宮崎県政における一つの大きな課

題に対して、教育委員会からアプローチしてい

る部分があるのかなというところをお聞きした

いです。 

 特に一番疑問なのは、例えば、奨学金をもら

いながら、返還に関する免除規定があるわけで

す。それを理解できていない子たちがいるわけ

です。福祉保健部はちゃんと説明するけれど

も、理解できなかった。学校から情報提供とい

うか、サポートというのはしっかりできないん

じゃないのかというのも思います。だから、教

育委員会として、自分たちのところだけではな

くて、県政の大きな課題であるわけなので、し

っかり認識を持ってほしいなと思います。 

 医学部を志望していて、いけるかいけないか

というのは、受験してみないと分からないし、

国家資格試験に通らないとダメなわけだけれど

も、そういったところまで、生徒たちの能力を
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引き出してあげられるのかどうか、先生方には

そういう視点を持ってもらわないと困るなと思

います。 

○黒木教育長  御指摘ありがとうございます。

ここに難関10大学が指標として出ているもので

すから、どうしてもそこに今御質問が集中して

いただけているのかなと思います。実は、この

難関10大学のレベルは国公立大学の医学部、医

学科のレベルとほぼ一緒でございまして、ここ

でレベルアップセミナーを受講しに来る、ある

いはオンラインでもそうですが、受講していた

だける理系の子供たちは、医学科志望が少なか

らずおりまして、例年ですと、これは数が違っ

ているかもしれませんけれども、宮崎県は、100

名程度は、医学科志望がもともといます。宮崎

大学の医学科、地域枠もいただいておりますけ

れども、そちらに進学をする宮崎県出身者が

５割前後に今もうなってきているという認識

が、校長のときの認識ですけれどもあります。 

医学科志望の子たちはこの理系を受けさせよ

うとしておりましたし、レベルが一緒でござい

ますので、その子たちも一緒に受講する。特

に、先ほどの難関大学もそうですが、例えば、

メディカルサイエンス、理数科とか、そういっ

たところに集まりがちですけれども、実際には

いろんな学校にそういう子供たちはおりまし

て、宮崎県内にいてくれるのはありがたいこと

で、その子たちが一緒に切磋琢磨する場が、そ

の学校や学科を志望している子が少ない場合に

はなかなかできないです。そのためにも、地方

の高校にいるこういった子たちもここに行っ

て、そういう一緒の大学を目指す、医学科を目

指す子供たちと切磋琢磨してきなさいという感

じで送り出しておりましたので、そういったこ

のセミナーの役割はあるかなと思っておりま

す。 

○二見委員  いろんな学校で、医学、難関大学

レベルのところまで先生方は指導できますか。

逆に言うと、もう先生たちが教えられるぐらい

の子供なんじゃないかなというところがありま

す。理系、文系にしろ、高い目標を持っている

子供たちが、ちゃんと教育を受けられる状況が

つくれるのかなと思います。究極的には本人が

頑張るしかないので、横並びの切磋琢磨できる

離れたところの仲間づくり、同志をつくって高

め合うということも非常に大事だなと思いま

す。先生方の対応サポートの状況はどうです

か。 

 今はいろんな通信技術も増えてきているわけ

なので、そういったものを活用したハイレベル

な進学を目指す子たちの学びの場所をつくると

か、何か考えていかなければならないかなと思

います。人口が少ない本県にとっては、人材は

大きな財産です。ましてや、子供たち一人一人

の自己実現のためには大事な過程だと思うの

で、そういった観点からの取組というのも今後

必要かなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○間曽高校教育課長  それぞれ教科で部会等も

あります。そちらのほうでもしっかりと教科研

究されており、また、これまでも継続的に行っ

てきた学力向上の研修ですけれども、最近では

ＩＣＴ機器を活用した問題、また、最近新学習

指導要領になりまして、より思考力が問われる

問題になってきております。そういった問題に

対する対応についてもこれまでも研究を進めて

きましたので、先生方にはそういう力がついて

きていると考えておりますし、またそれを研修

会等でしっかり横展開していく。そういうこと

で、県内の先生方が一定レベル以上の力をつけ

られる事業構築をしっかりと進めていきたいと
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考えております。 

○二見委員  都市部に比べて、宮崎県はいろい

ろな意味で経済力、民間活力、学習塾も含め、

難しいところに行こうという子は遠くの民間の

塾に行ったりする子たちが多いです。でも、そ

ういうところに通える子たちというのは経済力

がないとできない。そうではなくて宮崎県でも

学べる環境があるのは、公立でしっかり対応し

なければならないと思います。学校が１か所あ

るだけではなくて、全体的なところから集中

的、物理的に集まらなくてもできるようなもの

は、宮崎県の教育委員会でもできるんじゃない

かなと思います。今後の検討課題にしていただ

ければなと思います。 

○間曽高校教育課長  先ほど二見委員からの御

質問の医学部の合格者ですけれども、毎年度100

名程度出ております。 

 また、武田委員からの御質問がありました。

コーディネーターの人件費の割合でございます

けれども、事業費予算の38.4％がこのコーディ

ネーターの人件費の割合となっております。 

○前屋敷委員  資料13ページについて、１人

１台端末の予算で、６万台を予定しているとい

うことですが、これは全て県単ですか。国も出

しているのでしょうか。 

○佐藤教育政策課長  こちらの経費につきまし

ては、国から３分の２が補助されており、こち

らを県の基金で積み上げまして、市町村に分配

する場合、１人当たりの基準額は５万5,000円で

決まっておりますので、その３分の２を補助す

る。残りの３分の１を各市町村が、県立学校の

場合は県が補助するということでなっておりま

す。 

○前屋敷委員  小中学校は市町村が３分の１、

県立については県が３分の１ということです

ね。 

○佐藤教育政策課長  そのとおりです。 

○前屋敷委員  資料17ページについて、営繕費

ですけれども、冷房施設整備事業費で、教室に

はほとんど冷房が完備されて、これは主に体育

館が対象になっているのか。どういう状況で冷

房施設の整備がなされるのか。それと併せて、

負担の割合ですけれども、この説明をお願いし

ます。 

○畑中財務福利課長  この営繕費の（３）指定

営繕費、その中の冷房施設整備事業費について

のことだと思うんですけれども、この事業につ

きましては、いろいろと補助が関わっている冷

房施設──防衛省とか、特別支援学校は国庫補

助がありますので、そういった冷房施設整備が

ございます。 

 体育館かどうかにつきましては、この事業に

ついては、普通の教室と、特別教室も含めた通

常の教室の更新とか、新しく設置するとかで組

んでいる事業でございます。特別教室は、県立

学校は大体50％強の設置状況ですので、鋭意進

めているということでございます。 

それから、この国庫の割合ですけれども、10

分の6.5が、防衛省の国庫補助でございます。ま

た、国２分の１、国３分の１という補助もござ

いますけれども、国２分の１については、北諸

地区、西諸地区とかで該当する学校には２分の

１の補助があります。あと、国の３分の１につ

きましては、特別支援学校の※小中学部について 

は国庫補助が適用されますので、この分が３分

の１ということでございます。 

○前屋敷委員  資料19ページ、育英資金につい

て、育英資金の貸与事業が昨年度と比較すると

１億円ほど減額になっているけれども、準備金 

※50ページに訂正発言あり 
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としてはかなり増やされています。令和７年度

は令和６年度よりも少なく見積もっていらっし

ゃるのか、状況を教えてください。 

○上田育英資金室長  令和７年度の人数でござ

いますけれども、令和６年度の当初予算との比

較で申し上げますと、令和６年度が1,268名ほど

当初予算時に予定しておりましたので、今回令

和７年度は960名ほどで、300名余の減少という

ことを見込んでいるところでございます。 

○前屋敷委員  その減少ですけれども、どのよ

うに把握されたのでしょうか。 

○上田育英資金室長  近年、高等学校等の就学

支援等の給付事業等もございまして、ずっと減

少傾向が続いておりました。それらの過去の傾

向を勘案しまして、今回も減少であろうという

ことで見込んだところでございます。 

○図師委員  資料29ページ、全国初の「学びに

向かう力を育むＡＩ教材活用事業」について、

成果指標に出ているような結果が出てくればい

いですけれども、ＡＩ教材の導入が果たして子

供たちの考える力とか、工夫する力の向上につ

ながるのか。この内容を見ますと、自己採点や

分析をＡＩがしてくれるということですけれど

も、答えを聞けばすぐにＡＩが答えてくれるの

で、安直な使い方にならなければいいなという

危惧もあります。具体的な事業内容について説

明をお願いします。 

○田中義務教育課長  議員御指摘の部分も十分

受け止めて、この事業を構築したところですけ

れども、そもそもテストというのは通常授業の

延長にあるものです。二見委員から、教育にと

って大切なことというところで、やる気である

とか目標設定という言葉がありましたけれど

も、まさにテストがその役割を担っていると思

っております。ですから、日常の授業の学びが

どうだったのかというものを確認するものがテ

ストです。学習の内容の理解度や定着度は、先

生にとっては自分の授業を振り返ることになり

ますし、子供も自分の学びがどうだったのかと

いうのを確認することになります。本来、子供

が自ら学習を振り返り、次の学習に向かうこと

ができるようにすることが重要ですけれども、

そのために先生方は現在テストが終えました

ら、採点、集計、分析します。分析結果に応じ

た個別指導、さらに授業改善という過程を踏む

必要があります。しかしながら、その業務に追

われて、そこが十分できていないところがあり

ます。ですから、その部分をＡＩ導入すること

によって大幅な業務改善が図られる。そうなり

ますと、本来の事業目的である子供の学び直し

であるとか、先生方の授業改善への取組が進む

と考えております。 

 このＡＩが入ることによって、ＡＩ任せにす

るのではなく、その結果を先生方も確認するこ

とができますので、それぞれの子供が結果をど

う捉えて、どのように課題解決、発展学習に向

かっているのか、それに対して先生方が適切に

指導に入る流れが新たにできると考えておりま

す。 

○図師委員  説明は分かりました。これは子供

たちがタブレット上に出てくる問題を解く、そ

れをＡＩが回答を出して、ここ間違っています

よ、こういう傾向がありますよということを子

供が自主的に確認するのではなくて、あくまで

先生が、子供たちのテスト結果分析をＡＩとと

もにやりつつ、次の授業、テストに生かしてい

く。子供たちは直接このＡＩの教材を活用する

ということではないんですね。 

○田中義務教育課長  子供たちも直接活用する

ことができます。今考えている仕様は、小学校
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ですと30分ぐらいでできるものになりますの

で、１時間の授業の中で、テストをやり、採点

結果が出ます。そして時間があればやり直し問

題も解くことができる。この一連の流れを１時

間の中でクリアできるようなものを考えており

ます。 

 ですから、子供も先生方も結果が分かるとい

うものになっております。 

○図師委員  スピード感は出てくると思います

けれども、それが学力向上につながれば幸いと

思います。この事業期間が２か年で、また事業

評価すると思うんですけれども、おそらくこれ

も全校一斉ではなく、指定校を幾つかつくられ

るのではないかなと思うんです。この結果次第

によっては、改善事業とか、県単事業で継続さ

れていくようなビジョンをお持ちでしょうか。 

○田中義務教育課長  この事業は小学校５年生

と中学校２年生全員を対象としています。希望

があれば、特別支援学校の児童生徒も対象とし

ております。 

 現在この単元テストは、小学校は紙で既に導

入してやっているのが根付いております。 

 一方、中学校は単元テストの内容や実施は

様々です。一方で、市町村においてはＧＩＧＡ

スクールでいろんなドリルを活用しているとい

う状況もございます。この事業の目的、あるい

は効果を丁寧に説明しながら、紙がいいのか、

ＡＩがいいのかということを検証する機会にも

してほしいと思っております。ですから、こ

の２年間は県が予算を確保してやりますけれど

も、この事業の終期を迎えた後につきましては

市町村あるいは学校が判断をして、ＡＩにする

のか、紙にするのかということを判断していく

ことになろうかと考えております。 

 なお、参考ですけれども、今の小学校の紙の

テストというのが１教科あたり３学期で大体

1,000円です。これを４教科ですから4,000円に

なります。今、考えているＡＩ教材につきまし

ては、ドリルとセットで大体1,500円になります

ので、保護者の負担軽減にもつながるのかなと

いうことで、それも１つの視点として検証して

まいりたいと考えております。 

○図師委員  保護者の負担軽減にもつながれば

いいと思いますし、また事業成果を見守ってい

きたいと思います。 

 資料32ページについて、箱物は十分立派なも

のができると思うけれども、あとは生徒数がど

れくらいになるのかです。今の特別支援学校の

中等部にいる子たちの中でも、かなりレベルの

高い子がここに進学していくと思うんです。大

体４校で何人程度進学する予定なのかと、ここ

での教育体制、先生方の配置状況、支援員の配

置予定とか、先生方も特別支援の教員免許を持

たれている方が100％配置になるのかとか、その

辺りをお聞かせください。 

○山之口特別支援教育課長  高等特別支援学校

は、県内４地区に設置しますけれども、全て合

わせると各学年全てで７学級になります。１学

級８人ですので、１学年が56人、３学年揃うと

きには168人になります。 

 高等学校との連携というところですが、もち

ろん特別支援学校ですので、教員は特別支援の

免許を持った人間になりますけれども、このほ

か、協力校や併設校、高校がございますので、

例えば、先生方の専門性を生かして、農業、福

祉、そういったところと一緒に合同授業という

形も考えており、そういった学校、高校との連

携をしっかりとやっていきたいと思っておりま

す。 

○図師委員  また機会を見て見学とか行かせて
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もらえればと思います。 

○二見委員  このタブレットとか、機器材を使

うことがかなり増えてきている中で、ブルーラ

イトカット仕様とかになっているんですか。白

内障が増えてきているというのもあるみたいな

ので、そういったところの対応はされているの

でしょうか。 

○佐藤教育政策課長  １台端末のことになりま

すけれども、整備する際は、例えば、ブルーラ

イトカットした機種、機材とか、後付けでつけ

る。そういった補助の対象となっております。

そういったことで市町村において、整備を進め

ているところであります。 

○二見委員  補助の対象になっているけれど

も、実際に導入したかどうか分からないという

ことですか。 

○佐藤教育政策課長  先ほど補助の関係ですけ

れども、多くの自治体でブルーライトの保護

シールも備えたような形での端末ということで

整備を進めているとお聞きしております。 

○下沖副委員長  資料22ページの「県立高校等

入試関連事業」について、説明がなかったの

で、説明してもらってもよろしいでしょうか。 

○間曽高校教育課長  県立高等学校の追検査を

今年度から実施することといたしました。その

問題作成、印刷等にかかる費用を事業化させて

いただいたところでございます。 

○下沖副委員長  追加入試は何名受けられたの

ですか。 

○間曽高校教育課長  ７名受験しました。 

○下沖副委員長  資料22ページについて、夜間

定時制高校夜食費は、どういうものなのか教え

てください。 

○間曽高校教育課長  こちらは夜間定時制の家

庭──今は定時制の夜間部に在学している生徒

に対する夜食費の補助になります。現在、宮崎

東高校の定時制夜間部の生徒に対しまして補助

をしているところでございます。宮崎東高校は

５時過ぎから給食を子供たちが食べて、それか

ら授業に臨んでいきます。そちらのほうで大体

１人78円ちょっと補助させていただいていると

ころです。 

 ただ、こちらも例えば、有職者、年間90日以

上働いている方、または働く意欲があって働け

ない方も対象になりますけれども、そういう方

に補助しているところでございます。 

○下沖副委員長  資料21ページ、高校教育と義

務教育の帰国・外国人児童生徒に対する学習支

援の現状を教えてください。 

○田中義務教育課長  この対象となる児童生徒

ですけれども、小中学校段階では昨年度が63名

ほどおりました。年度の中で帰国したりするこ

とがありますので、今年度が、今のところ88名

ほどいるということで、年々増加傾向にござい

ます。 

○間曽高校教育課長  高等学校ではエリア生活

サポーター、例えば、外国籍の方で日本語を使

うのにはそれほどお困りではないけれども、ル

ビが必要であるとか、そういった方に対しまし

てサポートをするエリア生活サポーターの方

や、あとは、令和５年４月から日本語の指導と

いうのが単位として21単位まで認められること

となりました。現在この指導を受けている生徒

の対象者は１名ございますけれども、この１名

に対して日本語教育指導員を配置しております

ので、今そういう状況です。 

○下沖副委員長  続いて資料32ページの特別支

援学校ですけれども、こちらの学科はどのよう

になる予定なのか教えていただけますか。 

○山之口特別支援教育課長  特別支援学校の学
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習指導要領の中の、高等部の職業学科の教育課

程に準じて行うことにしておりまして、内容的

には農業、流通サービス、福祉、この３つの専

門教科を専門教科とします。 

あと、通常の教科で、国語、社会、数学、理

科、音楽、美術、保健体育、外国語、情報、こ

ういったものも取り扱う。今までの特別支援学

校の高等部は、外国語、情報、社会、理科、こ

ういったことについては取り扱わなかったんで

すけれども、取り扱わないというのは、教科と

して取り扱わないということですが、教科別の

時間を設けて取り扱わないということですけれ

ども、今回の高等特別支援学校は、そういった

通常の教科についても時間を設けて取り扱うと

いうことにしております。 

○下沖副委員長  これもカリキュラムの中で

は、これからまたやっていく中でニーズが多い

ものがあったら、コースに入れたりする感じで

すか。東京都とか事務補助とか、結構そういう

ニーズが高く、そういうのを強化していたの

で、今後どうなるのでしょうか。 

○山之口特別支援教育課長  現在、特別支援学

校は、県西、県南、県北、県央ありますけれど

も、地区別に見て、雇用状況とか、そういった

ものも勘案して、県内の雇用とか、それから協

力校との協力体制を考えたときに、農業、流通

サービス、福祉の３つで行うんですけれども、

このほか、確かに、学習指導要領では工業と

か、そういったものもございます。 

 ただ、先ほど副委員長おっしゃいました事務

サービス、これにつきましては、流通サービス

の中で取り扱うということになっております。 

○重松委員長  関連で特別支援学校について、

例えば、農業、商業とか、学校に入りますけれ

ども、部活動は入部できるものですか。 

○山之口特別支援教育課長  特別支援学校の教

員、教頭、校長、それから高校の教員、教頭、

校長も含めて、作業部会というのと準備委員会

というのを立ち上げておりまして、その作業部

会の中でどういうところを一緒にしようかとい

うようなことも話し合っております。合同授業

のほかにそういった部活動であったりとか、学

校行事であったりとか、そういったところも一

緒にしていこうというようなところで話し合い

が続いております。次年度しっかりまとめるこ

とになると思いますけれども、方向的にはそう

いうような方向になるのではないかと思ってお

ります。 

○重松委員長  そこも含めまして、インクルー

シブです。しっかり進めていただきたいと思い

ます。 

○福田委員  今の高等特別支援学校について、

事業の期間が令和５～８年度となっています。

成果指標は、令和３～11年度にしてある理由は

なんですか。 

○山之口特別支援教育課長  この令和３年度と

いうのは、特別支援学校の整備方針を出したと

きが令和４年度ですけれども、卒業的には令

和３年度の卒業生が参考になるということで令

和３年度ということにしてあります。 

 令和11年度のほうは、県央地区、最後にそろ

いますけれども、３学年そろうのが令和11年度

の卒業ということになりますので、成果指標と

しては令和11年度を見ることにしております。 

○福田委員  事業の目的で、知的障害の程度に

応じた職業教育を充実することにより、就職率

の向上、地域就労の促進及び共生社会の実現を

図るとあります。例えば、この就職率を考える

と、令和11年度は約２倍になって非常にアップ

すると分かるんです。職業教育の充実とか、そ
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ういうのは分かるんです。例えば、この共生社

会の実現とかいうのを考えたときに、この就職

率の向上とかいうのは、どういうことであれば

このようになると考えていますか。 

○山之口特別支援教育課長  学校にいるときに

は特別支援学校、高校に併設しますので、例え

ば延岡市であれば、延岡商業高校内に併設し

て、延岡商業高校だけでなく、門川高校とも合

同授業など協力校の体制ができます。 

 あと、先ほど高校で、デュアル教育システム

がありましたけれども、そういったものも取り

入れて、地域との関係性も作っていこうと思っ

ておりますし、そういった形で地域に広く発信

していきたいなと思っております。 

○福田委員  地域とともにとおっしゃったけれ

ども、就職率が非常に低いですよね。普通の値

から考えると、例えば、その仕事に行く場所へ

の通勤状況とか支援分野が違うんですか。 

○山之口特別支援教育課長  企業の方々とお話

をしますと、仕事ができるということもありま

すけれども、そういうコミュニケーションもあ

りますが、通勤、衣食住、自分で食べるとか、

自分で生活ができる。そういったことができな

くて離職をするというようなこともあるので、

企業に就職する際にはそういったところも、し

っかりと身につけてほしいというようなことは

言われております。そういったところはやはり

特別支援学校の教育課程の中でしっかりやって

いかなくてはいけないところですので、今委員

おっしゃったところはしっかり抑えていきたい

と思っております。 

○福田委員  例えば、就職先の企業に対して、

採用していただいた方に対してのバックアップ

はないんですか。 

○山之口特別支援教育課長  バックアップと申

しますか、福祉サイドで企業へのサービスと手

当というか、そういったものはあると聞いてお

りますけれども、学校のほうからは特にありま

せん。 

○前屋敷委員  先ほど夜間定時制の夜食につい

て、僅かな金額が予定されており、宮崎東高校

と言われたんですけれども、延岡市の高校は、

そういう生徒さんは今いらっしゃらない、対象

にはなってないんですか。 

○間曽高校教育課長  延岡市、第二高校と言っ

ておりましたが、当時、勤務しておりました。

そこでは、定時制夜間部がございましたけれど

も、当時は給食ではなくてパンと牛乳を支給し

ておりました。しかしながら、この時代の流れ

の中、随分と残す生徒も多くなっておりまし

た。夜間部、ほかにも宮崎工業高校等もござい

ますけれども、現在この給食を提供しているの

が宮崎東高校のみということでございます。 

○畑中財務福利課長  先ほど答弁しました中

で、１点訂正をさせていただきたいと思いま

す。 

 17ページの冷房施設の国庫補助３分の１につ

きましては、特別支援学校の小中学部と申し上

げましたが、高等部も適用するということで。

特別支援学校については全て３分の１適用とい

うことでございます。訂正させていただきま

す。 

○重松委員長  その他で何かありますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長 それでは以上で、第１班の予算

議案の審査を終了いたします。 

 ここで、委員の皆さんにお諮りいたします。

第２班の説明は午後１時10分からにしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○重松委員長  それでは、そのようにさせてい

ただきます。 

 暫時休憩します。 

   午前11時34分休憩 

───────────────────── 

   午後１時８分再開 

○重松委員長  委員会を再開します。 

 傍聴をされる方にお願いいたします。傍聴人

は受付の際にお渡ししました傍聴人の守るべき

事項にありますとおり、声を出したり拍手をし

たりすることはできません。当委員会の審査を

円滑に進めるため、静かに傍聴してください。

また、傍聴に関する指示には速やかに従ってい

ただきますよう、お願いいたします。 

 では第２班として教職員課、生涯学習課、ス

ポーツ振興課、文化財課、人権同和教育課の予

算議案に関わる審査を行いますので、順次議案

の説明をお願いいたします。 

 なお、委員の質疑は全ての課の説明が終了し

た後にお願いいたします。 

○菊池教職員課長  教職員課の令和７年度当初

予算につきまして御説明いたします。34ページ

を御覧ください。 

 右から２列目、令和７年度当初予算額は一般

会計942億2,088万4,000円をお願いしておりま

す。 

 35ページを御覧ください。 

 主な事業について御説明いたします。最初の

（事項）教職員人事費は14億4,200万2,000円を

計上しております。このうち、説明及び事業名

欄の２、学校会計年度任用職員の配置に要する

経費につきましては、会計年度任用職員の報酬

や費用弁償等の経費といたしまして、12億5,909

万7,000円を計上しております。 

 また、その下の３、「スクール・サポート・

スタッフ配置事業」につきましては、市町村立

小中学校への配置に対する補助金といたしまし

て、１億400万円を計上しております。 

 次に、３つ下の（事項）退職手当費は教職員

の退職手当の支給に要する経費といたしまし

て、68億3,474万7,000円を計上しております。 

 次は、学校種ごとの職員費及び旅費でござい

ますが、いずれも学校教職員に係る給与や職員

手当、旅費でございます。 

 一番左の欄の（目）教職員費は２つあります

が、上の段は小学校費であります。このうち、

（事項）職員費は348億6,351万4,000円を、その

下の事項（事項）旅費につきましては１億4,658

万8,000円を計上しております。 

 ２つ目の（目）教職員費は中学校費でござい

ます。このうち（事項）職員費は228億3,729万

4,000円を、その下の（事項）旅費につきまして

は１億4,923万8,000円を計上しております。 

 36ページを御覧ください。 

 （目）高等学校総務費でございますが、この

うち（事項）職員費につきましては189億1,569

万3,000円を、その下の（事項）旅費は１億

8,402万1,000円を計上しております。 

 最後の（目）特別支援学校費でございます

が、（事項）職員費は87億8,817万6,000円を、

その下の（事項）旅費につきましては5,112万

7,000円を計上しております。 

○猪野生涯学習課長  生涯学習課の令和７年度

当初予算につきまして御説明いたします。 

資料の37ページを御覧ください。 

 左から２列目、令和７年度当初予算額は一般

会計10億5,790万9,000円をお願いしておりま

す。 

 それでは主なものにつきまして、御説明いた

します。 
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38ページを御覧ください。 

 事項名の欄、上から２段目の（事項）成人青

少年教育費の6,868万4,000円であります。この

うち説明及び事業名欄の６、「地域と学校の連

携・協働「絆」体制構築事業」に4,907万9,000

円を計上しております。これはコミュニティ・

スクールと地域学校協働本部が一体的に機能す

る体制を全県下に整備・確立し、地域と学校が

連携・協働した活動の推進を図るものでありま

す。 

 次に、一番下の段、（事項）図書館費の２億

5,556万6,000円であります。このうち、説明及

び事業名欄の３、「県立図書館老朽化対策事

業」に１億6,386万4,000円を計上しておりま

す。これは中央監視装置改修工事等を行うもの

であります。 

 続きまして、39ページを御覧ください。 

 一番上の段、（事項）図書館サービス推進費

の１億8,864万1,000円であります。このうち、

説明及び事業名欄の２、図書館サービス費に

１億1,647万2,000円を計上しております。これ

は館内サービス等に要するシステムのリース料

や会計年度任用職員の人件費などであります。 

 最後に、上から３段目、（事項）美術館費の

４億2,530万4,000円であります。このうち説明

及び事業名欄の４、「県立美術館老朽化対策事

業」に２億861万3,000円を計上しております。

これは空調設備改修工事等を行うものでありま

す。 

○田中スポーツ振興課長  スポーツ振興課の当

初予算につきまして御説明いたします。 

40ページを御覧ください。 

 左から２列目、令和７年度当初予算額は一般

会計23億403万3,000円をお願いしております。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。 

41ページを御覧ください。 

 一番上の（事項）国民スポーツ大会事業費

の３億2,670万8,000円であります。これはＰＦ

Ｉ事業者であるひなたメドレー株式会社に分割

で支払う県プール整備に係る経費であります。 

 次に、その下の段の（事項）学校体育指導費

の１億9,376万3,000円であります。このうち、

説明及び事業名欄２の改善事業、ひなた部活動

改革推進プロジェクトにつきましては、後ほど

御説明させていただきます。 

 その下、３の「子どもの運動習慣定着サポー

ト事業」につきましては、児童生徒の運動・ス

ポーツに親しむ機会を増やし、教師の指導力向

上のための研修等を充実させることで、運動好

きな児童生徒を育成し、運動習慣を定着させる

ことで児童生徒の体力アップにつなげ、健康の

保持増進を図るものであります。 

 次に、一番下の段の（事項）スポーツ施設管

理費の11億462万8,000円であります。その中の

説明及び事業名欄１の施設管理運営費（指定管

理者）につきましては、県プール、県山之口陸

上競技場、県総合運動公園有料公園施設、新県

体育館等の管理運営を、指定管理者へ委託する

ために必要な経費であります。 

 42ページを御覧ください。 

 上から３段目の（事項）学校安全推進費の

１億9,327万1,000円でありますが、これは学校

管理下で児童生徒が病気やけがを負ったときに

など、医療費給付等を行うために要する経費で

あります。 

 43ページを御覧ください。 

 一番上の（事項）競技力向上推進事業の２億

6,580万8,000円であります。これは宮崎国スポ

での天皇杯獲得を目指しての施設整備等に要す
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る経費であります。 

 歳出予算説明書については以上であります。 

 次に、新規・改善事業について御説明いたし

ます。 

44ページを御覧ください。 

 改善事業「ひなた部活動改革推進プロジェク

ト」であります。まず、部活動改革という言葉

を使用しておりますが、この考え方について少

し御説明いたします。 

 ここ数年、土日の部活動の地域移行のみが先

行して話題となっておりますが、今後取り組ん

でいく部活動改革につきましては、部活動の地

域移行だけでなく、地域連携という考え方も取

り入れてまいります。 

 地域連携とは、既存の部活動を生かし、その

指導者に地域の人材を積極的に活用していくこ

とや競技ごとの、また活動ごとの拠点校を増や

していくこと。例えば、野球であればこの市内

でＡ校とＢ校だけが野球を実施します。Ｃ校と

Ｄ校は吹奏楽部を行いますというような形にな

ろうかと思います。その競技活動を希望する生

徒はその学校に転校せずに活動だけそこに通う

というような形になります。これは国の動きに

沿うものでありますけれども、県として地域移

行と地域連携の考え方を合わせた部活動改革を

推進していきたいと考えております。 

 さて、事業の目的でありますが、地域の子供

たちは学校を含めた地域で育てるという意識の

もと、地域の実情に応じ、子供たちが将来にわ

たりスポーツ・文化芸術に継続して親しむこと

ができる機会を確保するとともに、学校の働き

方改革を推進するものであります。 

 次に、事業内容につきましては、まず（１）

の①のアにありますように、コーディネーター

の配置や人材バンクの整備を進めてまいりま

す。特に、各市町村のコーディネーターの存在

が事業を進めていく上で、非常に重要であると

考えており、積極的に推進してまいりたいと考

えております。 

 次に、イにありますように、部活動指導員の

配置に係る経費の補助を行います。これが地域

連携に関わるものでありまして、学校への部活

動指導員の配置を現在以上に進めたいと考えて

おります。 

 次に、（１）の②にありますように、県の検

討委員会やコーディネーター等の研修会を開催

することにより、県の方針等の策定や市町村の

コーディネーターとなる人材の育成を図り、ま

た市町村が開催する協議会や研修会等に係る経

費の補助を行います。 

（３）成果指標としましては、市町村コーデ

ィネーター配置を100％、休日の地域連携・地域

移行を100％としております。都市部と中山間地

域など、地域によって実態が異なることから、

各市町村と連携を図りながら本県の実情に合っ

た部活動改革に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

○長友文化財課長  文化財課の令和７年度当初

予算につきまして御説明いたします。 

 資料45ページを御覧ください。 

 左から２列目、令和７年度当初予算額は一般

会計８億3,639万8,000円をお願いしておりま

す。 

 以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。 

資料46ページを御覧ください。 

 一番上の段の（事項）文化財保護顕彰費の

7,220万5,000円であります。主なものとしまし

ては、説明及び事業名の欄４の「特別史跡西都

原古墳群保存整備事業」に2,203万3,000円を計
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上しております。この事業は西都原古墳群の草

刈り管理、遺構展示施設の維持管理等を行うも

のであります。 

 続きまして下から２段目の（事項）埋蔵文化

財保護対策費の２億5,174万円であります。主な

ものとしましては、説明及び事業面の欄３の埋

蔵文化財発掘調査に２億3,737万7,000円を計上

しております。この事業は、国土交通省等から

委託を受け、発掘調査や報告書の作成を行うも

のであります。 

 続きまして、一番下の段の（事項）埋蔵文化

財センター費の5,294万1,000円であります。主

なものとしましては、説明及び事業面の欄５の

触れて学ぶふるさとの遺跡再発見に652万4,000

円を計上しております。これは出前講座・移動

展示会の実施と地域遺物解説セットの作成及び

貸し出し等を行うものであります。 

 次に、資料47ページを御覧ください。 

 一番上の段の（事項）博物館費の１億7,412万

3,000円であります。主なものとしましては、説

明及び事業面の欄２の管理運営費に１億7,371万

3,000円を計上しております。これは総合博物館

の施設維持管理等を行うものであります。 

 次に、上から２段目の（事項）博物館教育普

及費の2,431万6,000円であります。主なものと

しましては、説明及び事業面の欄１の特別展費

に2,353万4,000円を計上しております。これは

宮崎県の自然・歴史・民俗や国内外の多様な情

報を提供する特別展を実施するものでありま

す。 

 次に下から３段目の（事項）考古博物館費の

１億9,678万1,000円であります。主なものとし

ましては説明及び事業名の欄２の「西都原考古

博物館老朽化対策事業」に6,210万円を計上して

おります。これは空調設備改修工事設計委託、

中央監視装置改修工事を行うものであります。 

○川越人権同和教育課長  人権同和教育課の令

和７年度当初予算につきまして御説明いたしま

す。 

 資料48ページを御覧ください。 

 左から２列目、令和７年度当初予算額は一般

会計３億5,033万7,000円をお願いしておりま

す。 

 以下、主なものについて御説明いたします。 

 資料49ページを御覧ください。 

 まず、左から３列目、事項名の欄、上から

１段目、（事項）人権教育総合企画費、950万

7,000円であります。このうち、説明及び事業名

欄１の（１）「人権啓発資料作成事業」に388万

9,000円を計上しております。これは児童生徒が

学校や家庭において人権尊重の大切さについて

学ぶための資料を作成するものであります。 

 次の（２）「みやざきの「子どものいのちと

人権」を守る推進事業」に335万9,000円を計上

しております。これは学校における命を大切に

する教育と人権教育の充実を図るものでありま

す。具体的には、子供たちにＳＯＳの出し方を

教え、教職員が子供のＳＯＳを受け止め、適切

な支援につなぐための資質向上を図ったり、人

権課題に対する実践的研究を推進したりするな

ど、いのちの教育と人権教育を一体的に捉え、

子供の命と人権を守る事業に取り組んでまいり

ます。 

 次に、上から３段目の（事項）生徒健全育成

費の３億2,667万4,000円であります。このう

ち、説明及び事業名欄５の「みやざきの子ども

を支える問題解決支援事業」に2,893万4,000円

を計上しております。これはいじめや不登校等

に加え、スマートフォン等の所持率の増加に伴

うネットトラブルなど、学校での様々な生徒指
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導上の課題に対応するために電話相談窓口やＳ

ＮＳによる相談事業などを実施し、教育相談体

制を充実させるとともに、いじめの未然防止や

不登校児童生徒の対応の充実を図るものです。 

 次に、７の「不登校等対策強化事業」につき

ましては、９の改善事業「不登校等支援強化事

業」と合わせまして後ほど御説明いたします。 

 また、10の新規事業「こどもの居場所づくり

支援モデル事業」につきましても後ほど御説明

させていただきます。 

 続きまして、一番下の（事項）学校安全推進

費の1,174万8,000円であります。このうち説明

及び事業名欄４の「自分と地域を守る学校安全

支援事業」に615万1,000円を計上しておりま

す。これは学校安全教育推進のためのモデル地

域を指定し、地域、関係機関、専門家等と連携

しながら、防災教育などに関する実践的な研究

及び普及を図るものであります。 

 資料50ページを御覧ください。 

 改善事業「不登校等支援強化事業」でありま

す。事業の予算額につきましては２億8,846万

2,000円を予定しております。事業の目的は、学

校における不登校など、生徒指導上の諸課題解

決のための体制を構築し、児童生徒の健全育成

を図ることであります。 

 次に、事業の概要について、（１）事業内容

についてですが、本事業は本年度、「不登校等

対策強化事業」において実施しました①学校へ

の専門家の配置、③不登校支援の拠点となる県

教育支援センターの設置・運用に加えまして、

②新たな居場所の設置として、校内教育支援セ

ンターの設置を促進するものでございます。 

 なお、①及び③につきましては、本年度と同

様の取組を進めてまいります。 

 今回の改善点となります②新たな居場所の設

置につきましては、学校には登校できるものの

学級に入ることが難しい児童生徒に対する学校

内の居場所として、校内教育支援センターを設

置し、支援員の新規配置を行う市町村に対して

補助を行うものです。 

（３）成果指標につきましては、不登校児童

生徒のうち、学校内外の機関等から相談・指導

等を受けている児童生徒の割合を100％とするこ

とを目指しています。 

 なお、事業の期間は令和７～９年度の３年間

になります。 

 資料51ページを御覧ください。 

 新規事業「こどもの居場所づくり支援モデル

事業」であります。事業の予算額につきまして

は、500万円を予定しております。事業の目的は

フリースクール等民間団体の活動の実態・課題

等を把握し、連携を一層推進することで子供の

多様な居場所を確保することであります。 

 次に、事業の概要について、（１）事業内容

についてですが、不登校児童生徒を対象とした

居場所づくりや社会的自立に向けた取組を行う

フリースクール等民間団体に対し、運営費等の

補助を含めた支援を行うことを通して活動の実

態、成果と課題等を共有し、今後の効果的な連

携・支援の在り方について検証・検討を行うも

のです。 

（３）成果指標につきましては、本事業を通

じて連携した団体数を15団体とし、不登校児童

生徒のうち、学校内外の機関等で相談・指導を

受けている児童生徒の割合を85％とすることを

目指しております。 

 なお、事業の期間は令和７年度の１年間にな

ります。 

 続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

にかかる対応状況について御説明いたします。 
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52ページを御覧ください。 

 文教警察企業分科会からいただきました指摘

要望事項は、いじめ・不登校対策について、い

じめた生徒だけでなく、その保護者とも積極的

に話合いを行うとともに、関係機関との連携を

より一層強化することでありました。教育委員

会の対応状況としましては、本県では、県いじ

め防止基本方針において、学校、地域、家庭、

その他の関係者の連携のもと、いじめの問題の

克服に向けて取り組むこととしております。こ

の基本方針に基づき、各学校ではいじめを認知

した際に、スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカー等の専門家を交えた、いじ

め・不登校対策委員会等で指導方針を検討して

おります。 

 その後、いじめた生徒だけでなく、その保護

者とも話合いを行うとともに、事案の内容に応

じて、警察等の関係機関と連携しながら対応し

ているところです。 

 また、県教育委員会では、学校と保護者との

話し合いや関係機関との連携が一層充実するよ

う、令和６年度からスクールカウンセラー、ス

クールソーシャルワーカーの配置人数を増や

し、さらに保護者や関係機関と連携したいじめ

の問題への対応について市町村教育委員会や県

立学校の担当者及びスクールカウンセラー、ス

クールソーシャルワーカーを対象とした文部科

学省の専門官による研修を実施したところで

す。 

 今後も、県が独自に定めているいじめの認知

から解消までのガイドラインに基づき、いじめ

を積極的に認知し、解消に向けた取組を充実さ

せるとともに、いじめた生徒の保護者や関係機

関との連携が強化されるよう、学校への指導・

助言や研修の充実に努めてまいります。 

○重松委員長  執行部の説明が終了しました。

予算議案について質疑はありませんか。 

○福田委員  資料44ページ、ひなた部活動改革

推進プロジェクトについて、部活動の地域連携

や地域クラブ活動移行に向けた、説明部分です

けれども、例えば、Ａという学校、Ｂという学

校があって、Ａという学校には野球、Ｂという

学校はサッカーとすると、Ａはもうサッカーは

ない、Ｂに野球はないということですか。 

○田中スポーツ振興課長  市町村でいろいろな

状況が今後出てくることが予想されます。これ

は市町村が主体となって、自治体に中学校が10

校あるというときに、例えば、そのうちの２校

で南部地区と北部地区で野球の拠点校を作る。

これは拠点校方式と呼んでおりまして、その学

校だけ野球の活動はやるということで、ほかの

学校の子供たちは、自分の学校に通常登校しな

がら、その活動の時間だけ拠点校に行って活動

する。委員がおっしゃられたように、ほかの学

校にはその部活動はないということで完全に集

約を図るというような方式でございます。 

○福田委員  事業の期間が令和７年度からとい

うことですけれども、私はよくないと思いま

す。その学校での技術力はアップします。指導

者も選択というか効率的にやるんですけれど

も、子供のことを考えると移動がある。そこは

物すごい問題で、そこを考えないといけないか

なと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○田中スポーツ振興課長  そういう課題が今、

実際にいろんな市町村から聞いております。 

 ただ、まず休日に保護者、地域の方々の御協

力もいただきながら、移動等については工夫し

ています。ある自治体によってはいろいろな支

援団体の方が送るための車両を提供しようかと

いう動きもございます。基本的には、まずは休
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日にこの活動を行って、平日はそれぞれの学校

でトレーニングし、もし近隣校であれば移動が

可能な形であれば移動して練習とか、様々な形

が出てこようかと考えております。 

○福田委員  令和７年度は、もうすぐですけれ

ども、県内を見たときに、代表的にここはやれ

そうだなという学校はあるのでしょうか。 

○田中スポーツ振興課長  実際、学校数が少な

くて、１町１校という形のところは別としまし

て、１町に２～３校のところであれば、割と移

動がしやすいという状況です。実際は、もう既

にこのような形をとって活動されているところ

もございます。例えばですけれども、ラグビー

フットボールとかであれば、県内で限られた学

校しかやっておりませんので、その学校に近隣

の子供たちが集まって活動しているというよう

な状況も出てきております。 

○福田委員  資料51ページ、「こどもの居場所

づくり支援モデル事業」について、成果指標の

中で、令和６年度でゼロ団体というのが、令和

７年度で15団体となっています。これは事業の

目的とかを考えると、とにかく不登校児童生徒

等の多様な居場所を確保するという意味で15団

体というのが増えてくるということで、成果的

には認められますが、これが増えていくと逆に

不登校の子供たちが増えそうな感じがするけれ

ども、いかがでしょうか。 

○川越人権同和教育課長  委員御指摘のとお

り、ここ数年、不登校の数は増加しておりま

す。私たちも非常に大きな課題だと思っており

ます。 

 こういった事業を行うことで、例えば、学校

に行かなくてもいいのではないかという声にな

るというのは、これはとても良くないことだと

考えております。ですから、いろいろな事業を

通しながら、学校自身が子供たちの魅力的な居

場所になるということは進めていきたいと思っ

ておりますけれども、学校に行けない子供た

ち、児童生徒たちに対しても居場所をしっかり

と提供していくということが私たちの義務でも

ございますので、そういった意味での事業と捉

えていただけると非常にありがたいです。 

○福田委員  不登校については内容をしっかり

確認しないと、いろんな種類で不登校という結

果になっているところがあると思うので、十分

そこは考慮していただきたいと思います。 

 資料52ページで、基本方針に基づき、各学校

ではいじめを認知とあるけれども、いじめの認

知が一番私は難しいと思います。いじめの認知

は、実際当人になってみたら、先生や親に言う

と思ったら言わない、なぜなら、それを見た人

がいじめの対象になるとか考えます。 

認知したって簡単に書いてありますけれど

も、そこはものすごく深く考えていかないとい

けない。今いろんな事件が起きるのはこの部分

です。この部分を先に検知しておけばいいけれ

ども、悩んでやってしまうというのが問題です

ので、それについてのお考えをお聞かせくださ

い。 

○川越人権同和教育課長  非常に大事な点の御

指摘と思います。今回の回答で書かせていただ

いているんですけれども、いじめの認知から解

消までのガイドラインを県独自で令和２年に作

成しております。この中で、いじめの認知のチ

ェックフローというのを作っております。その

中で留意すべき事項等についても、十分に学校

に周知できるように、私どもとしても作成し

て、こちらを周知しながら今の御心配の点が解

消できるようにやっていきたいと思っておりま

すので、今後とも十分検討させていただきたい
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と思っております。 

○図師委員  資料43ページ、（事項）競技力向

上推進事業でハードのメイン整備が行われるよ

うですけれども、具体的に主なものだけ教えて

ください。 

○田中スポーツ振興課長  これは、補正のとき

にもお話ししました自転車競技場です。それか

ら、合宿場、ライフル場等が挙げられます。そ

れから、県の漕艇校を今度の小林市のほうにと

いうことで、解体する部分がありまして、それ

にかかるもの。現在の県体育館の修繕等を行う

予定にしております。 

○図師委員  資料44ページ、部活動の指導員の

配置がかなり強化されるようですけれども、具

体的なその人数とその指導員の報酬、雇用内

容、時給換算なのか、日当換算なのか、その辺

りを教えてください。 

○田中スポーツ振興課長  部活動指導員につい

てでありますけれども、現在、市町村で中学校

の150名程度していただいています。次年度につ

きましては、270名程度を想定してお願いしよう

と考えております。 

 それから、報酬関係ですけれども、基本的に

は１人あたり１時間1,600円で、週に平日２時

間、それから休日３時間を想定しておりまし

て、週11時間の４週で44時間ということで計算

をさせていただいて、そのような報酬をお支払

いしての会計年度任用職員ということになって

おります。実際は、今、一般の地域の会社にお

勤めの方とか大学生、それから一部では兼業で

行政職員の方とか、いろいろ御協力いただいて

いる状況でございます。 

○図師委員  拡充される内容はいいと思うけれ

ども、最後に言われた人材の確保にめどは立っ

ているものでしょうか。 

○田中スポーツ振興課長  委員御指摘のところ

が、これからの課題になろうかと考えておりま

す。この資料にも掲載させていただきましたけ

れども、この人材バンクを整備したいというこ

とで、今回委託する中でこの業務を、我々の力

だけではできない部分については、ネット等を

使って応募される方とそれを管理される方をし

っかりマッチングして市町村等に人材を提供し

ていくというような形を考えております。その

初年度が次年度ということで、できるだけ多く

の方にまずは登録いただいて、それぞれのニー

ズに応じて人材の供給ができたらいいなと考え

ているところです。 

○図師委員  私も、スポーツ少年団とか部活動

をしてきた中で、その学校外の方が入られる場

合もあって、その場合はもうほとんどボランテ

ィアで来た方々がこういう形でしっかりした報

酬がもらえるようになるのもいいと思います。 

今言われたように、兼業というところが、も

ちろん地元の公務員の方の兼業もいいでしょう

し、できればそこに、ある程度職員数が多い、

例えば、農協、銀行、郵便局とか、そういうと

ころの経営者といいますか、管理をされる方々

への啓蒙によって、こういう事業内容の周知を

されて、大いに兼業で地域に出てくださいとい

うような雰囲気づくり、地域づくりをされてい

ったらいいだろうなと思います。 

○田中スポーツ振興課長  御意見ありがとうご

ざいます。まず、今おっしゃられた周知の部分

を今後しっかり行って、様々な方々に御協力い

ただけるように努力したいと考えております。 

 実際は全員の方にこの部活動指導員をお願い

できる分の財源がまだ確保できておりませんの

で、今後もこの財源確保と、あとそれぞれ市町

村独自でやっていただいているところも出てき
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ておりますので、そのようなお願いも今後して

まいりたいと考えております。 

○下沖副委員長  関連で、この部活動指導員

は、公務員の方も可能ということですけれど

も、副業規程とかは大丈夫ですか。 

○田中スポーツ振興課長  基本的には、兼職兼

業届を出していただいて、所属長の了解を得

て、この活動に従事していただくということが

可能になっております。 

 ただ、例えば、小学校の先生が中学校とか、

高校の先生が中学校とか、いろいろな形が今後

出てくると思うんですけれども、残業時間等が

課題になっているところがありますので、その

辺りは今後解消をしっかりして、一部の方に負

担が多くかからないシステムにしていけるよう

に努力したいと考えております。 

○下沖副委員長  資料44ページに関して、部活

として、市町村をまたげるものですか。 

○田中スポーツ振興課長  指導者にしては、ま

たいでいただく形が今でも出てきております

し、今後出てくることが予想されます。居住地

と勤務地があって、それをまたいでのいろいろ

な活動です。 

 また、子供たちについても、それぞれの自治

体同士での確認が必要ですけれども、実際自分

の隣の町からその隣の町に活動している形も出

てきているところはございます。市町村同士の

確認が必要ということです。 

○下沖副委員長  結構、この市町村をまたいで

の動きも出てきているので、そこら辺の確認を

したかったところでした。あと、学籍を関係な

しに部活ができるということで、言わば、いろ

いろな学校の子たちが集まって試合に出るわけ

ですけれども、そのときは学校名、それとも別

の団体名を作るのでしょうか。子供たちがその

学校の学籍を有していないのに学校名で出るこ

とで、例えば、スポーツ協会とかが学校名じゃ

ないと認めないとかになったりするのでしょう

か。 

○田中スポーツ振興課長  今後、拠点校方式が

盛んになってきた場合には、例えば、宮崎市で

あれば宮崎西部チームとか、南部ブロックチー

ムとかいう形で、１つの学校名で出る形もある

かもしれません。基本的には委員がおっしゃる

ように、その学校の子たちだけの活動と拠点校

の活動がなかなか周りに見えにくいということ

が出てくるかもしれませんので、その辺りは今

後市町村とまた中体連大会であれば中体連の事

務局等としっかり連携して整理をしていきたい

と考えております。 

 また、クラブチームも一緒に学校の拠点校と

クラブチームが試合をするというような大会

も、中体連大会もそうですし、競技団体の大会

はなおさら機会が多くなってくると考えられま

す。その辺りのネーミングの整理等は、スポー

ツ協会、競技団体等との連携も今後必要かと考

えております。 

○下沖副委員長  これは、小中学校と思います

けれども、今後、高校にまで考え方として進め

ていくつもりなのでしょうか。 

○田中スポーツ振興課長  現在のところは、実

際は中学校で進めているところでして、全国的

な流れとしまして高等学校については、この制

度が高等学校まで及ぶかというと、動きが見え

ないような状況であります。理由としまして

は、高等学校に部活動で進学することもござい

ますし、私立高校がこのことで経営されている

部分もあろうかと思います。また、高等学校自

体は職員数がやはり小中学校より多くて、専門

の方が指導する方が多いという現実的な状況も



令和７年３月12日(水) 

 - 60 -

ございます。 

○前屋敷委員  部活動の問題ですけれども、い

ろいろ体制が整わないと部活動が続けられなく

て、子供たちが少なくなったりして、この拠点

校方式も仕方ない部分かなとは思っています。 

しかし、部活動の主体はあくまでも子供たち

ですから、子供たちの意見、要望とかをそっち

のけにして、体制だけ整えてこうやろうという

のは、やっぱり子供たちのそういった思いに応

えられなくなってくる部分が、地域のあちこち

行くことになると、あると思います。でも子供

たちは、いろんなスポーツに限らず、楽しみた

い、活動したいという思いが強いと思います。

だから、それをかなえるためにも、いろんな策

が講じられようとしているけれども、あくまで

も主体は子供たちなので、子供たちを置き去り

にすることのないように進めていただきたいと

思います。 

○田中スポーツ振興課長  御意見ありがとうご

ざいます。まさに、委員がおっしゃられるとお

りだと私たちも考えております。子供たちの活

動をしっかり、今後も自分たちがやりたい活動

を自分の地域でやれる仕組みづくりが必要とい

うことを大前提に考えておりまして、その後に

学校の働き方改革もあるのかなと考えておりま

す。実際は今、少子化で御承知のとおりだと思

いますけれども、自分の学校にいてはなかなか

やりたい活動ができないことのが割と多いケー

スです。市町村ごとにそれぞれの市町村がしっ

かりリーダーシップを発揮して、子供たちの、

今おっしゃられたような活動がしっかりできる

ように県としても連携してまいりたいと考えて

おります。 

○図師委員  資料50～51ページをまとめて質問

します。不登校対策は、教育委員会で力を入れ

られているのはよく理解しているところです。

特に50～51ページ３の成果指標のところを見ま

すと、不登校の生徒のうち、学校内外からの機

関等から相談指導を受けている生徒の割合が令

和５年度、このような数字になっている。これ

も驚きですが、50ページでは令和９年度までに

はスクールカウンセラー等の増強を図って100％

にしていく。この方針はいいと思います。た

だ、51ページを見ますと、成果指標、同じ数字

が並んでいるんですけれども、来年度中に85％

は達成したいということです。気がかりなの

は、令和９年度までには100％にいくけれども、

来年度はやっぱり15％は行き届かない部分があ

ると思います。私が一般質問で取り上げて、こ

ういうところをＰＴＡ会費でスクールソーシャ

ルワーカーとか、カウンセラーを別途雇用して

というか、プラスアルファで勤務してもらっ

て、相談体制に当たってもらっているという現

状がやっぱりあるわけです。速やかに令和７年

度中に、この不登校の子供たちへのアプローチ

を100％に達成できるような、──おそらく人員

的にはかなりの重厚な配置になっていこうかと

思うんですけれども、学校によって不登校数は

濃淡がありますので、そこにいかに行き届くよ

うな配置をする、もしくは勤務時間を確保する

調整が大切になってくるのかなという気もしま

す。そのあたりの展望をもう少し聞かせていた

だきたいです。 

○川越人権同和教育課長  今いただいたパーセ

ントのところでございます。こちらについて

は、早急に一応100％を目指すということになり

ますけれども、この数字が、もちろん専門家と

いうことになっておりますので、少し低めには

出ております。当然、不登校の生徒たちの教員

も合わせると、ほとんどの生徒たちがしっかり
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アプローチできている状況があります。今、御

質問のありました、本年度からスクールソーシ

ャルワーカーとスクールカウンセラーを増員し

まして、体制強化を図っているところでござい

ますけれども、実際、今年初めてやってまいり

ました。そうしますと、当初考えていたより

も、特に大規模校小学校──今回初めて配置し

たんですけれども、県立の大規模校辺りから

も、もう少し配置時間を欲しいというような御

要望もありまして、途中で増やしたところもあ

ります。一方で、１年間通してみますと、もう

少しやはり配置実数や配置人員を増やすという

ような課題が出てまいりましたので、現在、来

年度に向けましては、そういったところがしっ

かりと対応できるように検討させていただいて

いるというところでございます。 

○図師委員  私もＰＴＡの役員をして、うちの

学校は小中一貫校ということもあり、小学生の

親御さんともお話をする機会があります。小学

生でも不登校が増えているという現状がよくよ

く分かってきました。ただ、やはりこの不登

校、ひきこもり状態の方の介入は早ければ早い

だけ、その後の改善が早いので、どこからス

タートするか分かりませんけれども、小学生の

うちからでもちゃんとした体制でのフォローが

できたほうがいいとつくづく最近感じていると

ころです。 

○武田委員  資料44ページ、「ひなた部活動改

革推進プロジェクト」について、市町村コーデ

ィネーターの配置100％ですけれども、これは各

市町村に１人なのか、宮崎地区が多いのか、

トータルで何人を想定されているのでしょう

か。 

○田中スポーツ振興課長  今、コーディネー

ターにつきましては、基本的には１つの市町

村、１人いれば、我々としてはいいかなと考え

ているんですけれども、実際５市町村いらっし

ゃって、次年度以降、全市町村にその配置が行

き渡るといいなと考えているところです。 

○武田委員  コーディネーターの役割がものす

ごく大きいのではないかなと思っています。

今、人手不足で、仕事でも足りない状況で、今

回またそれだけの指導者を増やしていくという

のは、なかなか難しいのではないかなという思

いがしていますので、コーディネーターをしっ

かりと育てていただいて取り組んでいただきた

いと思います。 

 資料50ページ、「不登校等支援強化事業」に

ついて、②の改善のところで、新たな居場所の

設置ということで、校内支援センター指導員の

配置について市町村に補助を行うということで

すけれども、これは現在、全市町村、学校単位

にあるのか、どのような状況で、今後どのよう

に改善されていくのでしょうか。 

○川越人権同和教育課長  本年度、校内教育支

援センターということで、市町村が国の調査に

おいて実施した結果は既にあるところですけれ

ども、全ての小中学校の中では約１割程度は進

んでいます。しかし、コロナ禍には別室等で教

員等が指導しているような部分は、おそらく含

まれていないところもございますので、実際に

別室で支援されているところは、もっと多いの

ではないかと考えています。今後は、改めまし

て校内教育支援センターというものを国も打ち

出しましたので、その支援の在り方等も含めま

して、今回の事業を通して市町村としっかり連

携しながら、子供たちにとって学級に戻れるの

が一番いいとは思うのですけれども、そこでの

支援もしっかりとできる体制を整えていきたい

と思っているところです。 



令和７年３月12日(水) 

 - 62 -

○武田委員  資料51ページ、「こどもの居場所

づくり支援モデル事業」について、これを令和

７年度に15団体で予算が上がっておりますけれ

ども、これを受け入れるような団体が県内どれ

ぐらいあって、15団体でしょうか。それと、地

域性というか各市町村に26であれば、15団体で

は足りないわけですけれども、そこら辺りはど

のような考えで予算を出されたのでしょうか。 

○川越人権同和教育課長  フリースクール等の

民間団体は、現在、各自治体と連携を取ってい

る所が28団体ございます。そういった中で、例

えば、無料もしくは低額でこういった活動をし

ていただいている状況を含めますと、おおよそ

これぐらいになるのではないかと試算しまし

て、今回のような形を取らせていただいている

ということでございます。 

○武田委員  単年度事業なので、いろいろ検証

されて今後広げていく可能性というのはあるの

でしょうか。 

○川越人権同和教育課長  予算については限り

がございますので、この補助につきましても来

年度させていただきますならば、その連携の在

り方、持続可能性も含めまして検証・検討をさ

せていただいて、この事業を通して次年度以降

についてもしっかりと検討してまいりたいと考

えております。 

○武田委員  令和７年度しっかり取り組んでい

ただいて、検証し、必要であればまた予算組み

をしていただきたいなと思っております。 

 最後に資料52ページ、決算特別委員会の指摘

要望事項に係る対応状況ですけれども、いじめ

問題は大変広くて、戦後、物とか、自分だけと

か、今だけみたいな感じで、大人社会にいじめ

があり、親の背中を見て育つ子供たちがこうい

う状態になっていることは、私たち大人に責任

があるのではないかなという思いがあります。

あと、ＳＮＳ等も常に誰かを攻撃する。マスメ

ディアも１人の人が悪かったら、そこを徹底的

にやる。対象が変わると、この後どうなったか

も全然やらないということで、そこらも子供た

ちにしっかり寄り添うのはいいんですけれど

も、まず自分たち大人が、大人に対しての社会

教育をもう１回徹底したほうがいいのではない

かなという思いがあります。教育委員会でそこ

までの議論は難しいと思いますけれども、そこ

ら辺り何か考えがあれば教えてください。 

○猪野生涯学習課長  生涯学習課は、そもそも

学校教育以前のお子さんたち、大人も含めた学

びの場を提供するというのが生涯学習課でござ

います。その中で私たちが力を入れております

のが、「宮崎家庭教育サポート事業」を展開し

ておりまして、その中で、プログラムとして子

供と一緒に遊べるプログラム、幼児期から子供

を持つ保護者向けのプログラム、次の世代の人

たちへのプログラムなどトレーナーを養成して

無料で派遣する事業をしております。 

この中で、やはり大事なことは、このプログ

ラムを使われるのはＰＴＡ組織、家庭教育学

級、学級懇談会が主だと思われますけれども、

新入生児の入学説明会や健診のとき、そういう

ようなときの場を取って保護者に対して話をす

るという取組をしております。懇談会とかだっ

たら来る人が限られて、もっと来てほしい人が

来ることができないような場があるけれども、

そこを市町村が工夫して絶対に来ないといけな

い健診のときに、そういう子育てについて、悩

みとか、子供の声をどうやって寄り添って聞い

ていくかとかいうプログラムを展開する事業を

市町村が行う。それに対して県が支援をしてい

くという事業を展開させていただいているとこ
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ろです。 

○武田委員  将来子供たちのために予算を投じ

ていくのは当たり前ですけれども、予算の中に

道徳教育に国から10分の10補助があって、そう

いうところももう少し予算を拡充していただい

て、文化、歴史、道徳とかに日本の社会全体と

して目を向けて、限られた予算ですけど少しず

つ予算も広げていけたらいいなという感じがし

ましたので、教育委員会の皆さんもよくそこは

理解されていると思います。私たち大人も皆さ

んと私たちも含めて、子供たちのためにやっぱ

り自分たちを律していかないといけないなとい

う思いを強く思いましたので、私の考えとして

言わせていただきました。 

○前屋敷委員  資料35ページ、（事項）教職員

人事費で、会計年度職員の配置の経費が出てお

ります。前年度と比べて、かなり予算は引き上

がっています。会計年度職員数は令和６年度、

令和７年度で比較するといかがでしょうか。 

○菊池教職員課長  会計年度職員につきまして

は、令和６年度が538名、令和７年度が539名を

見込んでおります。大きく数が増加していると

いうよりも、昨年度の人事院勧告に伴いまして

日当を上げるべく、その部分での増加が大きい

と見込んでおります。 

○前屋敷委員  会計年度任用職員の待遇改善も

要求はしてきたところだったので、かなり予算

が上がっていたので併せて人数も増えているの

かなと思ってお聞きしました。ほとんど人数的

には変わっていませんね。併せてその下の「ス

クール・サポート・スタッフ配置事業」です

が、ここの人数も教えてください。 

○菊池教職員課長  現在135名分の予算で延べ

161名が活躍しています。188校に及んでいると

ころです。予算額としては135名分ですけれど

も、次年度155名分見込んでいるところです。こ

れにつきまして、延べと言いますと、２つの学

校を１人で持つ状況があるからそういう人数構

成になっております。 

○前屋敷委員  退職手当について、昨年と比較

するとかなり額が減っているけれども、退職人

数が少なくなっているのでしょうか。定年延長

の関係かなと思いますけど、いかがでしょう

か。 

○菊池教職員課長  今、委員がおっしゃったと

おりで、令和７年度は定年退職がいない年度に

なります。その部分で減額しておりますけれど

も、見込みといたしましては668名です。令和

６年度は、741名の見込みでございました。 

○前屋敷委員  教職員の人件費で小中高と御説

明いただきましたけど、それぞれ職員数は今年

度かなり減っています。小学校94名、中学校48

名、高校53名、特別支援20名と職員数は減って

いるんですけれども、この関係についていかが

でしょうか。 

○菊池教職員課長  この職員費、つまり給与等

の増額につきましては、先般の人事委員会勧告

に伴う2.81％の改定率によってベースアップし

た部分が多くございます。また、先ほどの定年

延長に伴いまして、残る先生方もいらっしゃい

ますので、どうしても年齢が上の方の７掛けと

いうことになりますので、そういう形で※増加を

見込んでいるところです。 

○前屋敷委員  その増加は当然だと思うんで 

すけれども、私が気にしているのは、職員数

が減っていることです。生徒さんたち、クラ

スも減ったりするという関係もあろうかと思

うけれども、職員は今増やしたいと皆さんも

思っており、私たちも行き届いた教育のため 

※73ページに訂正発言あり 
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には職員は増やすということが必要だと思いま

す。そういった点では、やっぱり生徒数、学級

数との関係で減っているのでしょうか。 

○菊池教職員課長  児童生徒数だけで先生たち

の数を決める部分は違いまして、学級数、県立

であれば定員数に伴って教科の特殊性で先生た

ちの数を決めております。プラス国が一般加配

を下ろしてきますので、その数になっておりま

す。今後、出生数の低下に伴っては委員御指摘

のとおり、何らかの影響が来るというのは間違

いないかなと思っておりますので、そのあたり

をしっかり私たちも見ながら、子供たちに向き

合うための教員構成をしっかり考えていきたい

と思います。 

○前屋敷委員  資料49ページ、（事項）生徒健

全育成費、７、「不登校等対策強化事業」、

９、「不登校等支援強化事業」、10、「こども

の居場所づくり支援モデル事業」が組まれてお

ります。この「不登校等対策強化事業」の中身

についてどういう事業がこれまで行われてきた

のでしょうか。昨年度よりも減額になっている

のに、強化事業が入ったので、その分事業内容

を減らしたのでしょうか。 

○川越人権同和教育課長  資料49ページ、（事

項）生徒健全育成費、７、「不登校等対策強化

事業」を今年度行いましたが、これを改善させ

ていただきまして、この「不登校等支援強化事

業」のほうにさせていただいております。内容

としましては、この対策強化事業の中身はその

ままに、先ほど御説明させていただいた資料50

ページのほうを御覧いただきますと、事業内容

の①と③につきましては、本年度も対策強化事

業で行っておりまして、次年度も行わせていた

だきたいと思っております。それに加えまして

②の新たな居場所の設置としまして、校内支援

センター支援員の配置を入れたものが、今回、

支援強化事業ということになりますので、よろ

しくお願いします。 

○前屋敷委員  「こどもの居場所づくり支援モ

デル事業」ということで、令和７年度の事業に

なっているんですけれども、フリースクールな

どでの活動を地域でしている団体は、県内を見

ますとかなり多いんです。その活動を持続させ

るためには、どうしても利用される御家族だけ

からの負担ではとても成り立たない。子供たち

にも一定の教育も続けさせたいという保護者の

皆さんの思いも合わせて、本当にこのフリース

クールで救われたと言われる方々を、数多く私

も話を聞いているので、大変大事な活動をされ

ておられる方々です。ですから、やはりそこに

はしっかり、県としても子供たちの居場所とい

うか、子供たちを守るという点でも支援をする

ことが必要なので、これまでも一定の取組がな

されてきたと私は思っているんですけれども、

今回改めてこのモデル事業が取り組まれている

ので、この１年間の事業を通して、不登校その

ものが解決に向けて進まないというような、先

が見えないところも多々あります。これから

先、大いに連携して取り組んでいくべき課題と

思うので、そういった点ではしっかりこのモデ

ル事業を活かしていただいて、次の施策につな

いでいただければと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○川越人権同和教育課長  本年度もフリース

クール等の民間団体とは協議会を開きまして、

様々な御意見等をいただきました。その中で、

このような事業を今回させていただいて、次年

度以降につなげていきたいと思っておりますの

で、またよろしくお願いしたいと思います。 

○二見委員  資料44ページ、部活動の地域移行



令和７年３月12日(水) 

 - 65 -

について、小林市で実証実験とかしてきました

よね。改めて市町村コーディネーターの配置が

あるわけですけれども、この人たちの仕事の内

容、どういう方がされているのかというのは分

かりますか。 

○田中スポーツ振興課長  コーディネーターの

方は市町村ごとですけれども、実際は教員ＯＢ

の方で部活動経験のある方、民間の方など、そ

の市町村によって異なる状況です。今、５名の

方はそういう状況でございます。 

○二見委員  仕事内容はいかがでしょうか。 

○田中スポーツ振興課長  次年度以降も強化し

ていきたいということで書かせていただいてい

るんですけれども、この市町村協議会をやはり

取り仕切っていただいており、様々な役の方が

いらっしゃる協議会です。その方々のコーディ

ネートで、行政、学校、地域のクラブ、協議団

体、民間もいらっしゃいますので、その方の調

整、つなぎの役割をしていただきます。今、実

際は教員ＯＢの方等は、学校により深く入り込

んでいただいて、それぞれの学校、エリアによ

って、どの形が一番適しているかというような

ことを市町村と一緒に考える仕事に従事してい

ただいているところです。 

○二見委員  地域というのは市町村で動かれて

いるけれども、例えば、１町に１校しかないよ

うな学校のところもあれば、幾つも学校がある

ようなところもあります。そのコーディネー

ターがどれくらいの規模感を持って、その地域

のコーディネーター役を行っているのかという

ところが、各市町村によって状況が違うのでい

まいち見えない。その状況が違う中で、それぞ

れの基準にあったやり方をやっているのかと

か。だから、その行き着く先が、ちょっとよく

分からないんです。人口減少、少子化の問題も

あったりするので、いかに子供たちの選択肢を

残してあげられるかというところも一番大事な

視点だと思うんだけれども、例えば、都城市は

15地区ぐらいあり、その15地区でそれぞれ考え

るのか、また部活動は文化系含めてもいろいろ

あり、個人種目もあればチーム種目もあったり

する。そういったところも全部、コーディネー

トとしての仕事をしているのか。それとも、大

人数の競技は人数が必要だから、そういった視

点で分割して協議を進めていくのか。そのイ

メージがよく分からない。今までも、この地域

移行として、まずは休日から検討してきていた

わけだけれども、どのように検討してきたんだ

ろうなと思う。この成果指標のところでは、そ

のコーディネーターの配置を100％目指しますと

言ったって、配置しただけでは意味がないわけ

であって、どのようにこの人たちがその市町村

における部活動の在り方を検討して進めていこ

うとしているのか、ここで説明してもらいたい

です。 

○田中スポーツ振興課長  実際、コーディネー

ターを置かれている５つの市町村におかれまし

ては、１人で１つの市を全部網羅されて、全体

を見ながら、各エリアはどうあればいいかと

か、市全体でやれることはどうかということに

取組いただいています。宮崎市は、総括１名と

エリア担当２名で活動されていて、それぞれ役

割を分担しているようであります。宮崎市内を

幾つかのブロックに分けて、モデル地区を作っ

て、その地区にはどの拠点、部活動がいいのか

とかいうようなあたりをコーディネーターの方

が日常的に勤務されている状況もございまし

て、学校に行かれたり、クラブの状況を調査さ

れたり、それからその外部の指導者の方とどう

いう形で部活動指導員になっていただけるかと
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か、クラブの指導者とかの調査も含めて、コー

ディネーターの方がやっていただいているとい

うような状況がございます。 

 委員がおっしゃられたように、ただ置けばい

いということではないと我々も考えておりまし

て、コーディネーターの研修会もまた必要かな

と考えております。 

○二見委員  それで県はいるんですか。 

○田中スポーツ振興課長  県は九州医療科学大

学の山本教授にコーディネーターをしていただ

いております。この検討委員会とか、今年シン

ポジウムを行ったんですけれども、その中で

コーディネーターをしていただいたり、あと、

市町村の状況をしっかり見ていただいて、委員

がおっしゃられたような状況で進んでいない地

区に、その協議会に行ってコーディネーターの

配置を進めたりとか、そういったことはしてい

ただいております。ただ、次年度はこの方に、

総括的なアドバイザー的な立場になっていただ

いて、今後は県のほうも具体的に民間の方等に

もお願いして、日常的にいろんな市町村に行っ

て、市町村とつながるようなノウハウをお持ち

の方にコーディネーター等をお願いしようかと

いうことも検討中でございます。 

○二見委員  あと、この市町村協議会自体はも

う全市町村、できあがっているのでしょうか。 

○田中スポーツ振興課長  基本的には全市町村

で実施していただいております。今年度本課の

職員も全て出席させていただいていますけれど

も、その内容については温度差がありまして、

非常に具体的なところもあれば、今からこの部

活動をどうしていこうかという話題が出る市町

村もございます。 

○二見委員  部活動のことなので、学校、教育

委員会が中心に動かなければならない案件では

ないかな。コーディネーターの方が現場のほう

でいろいろ動くにしても、基本的に学校情報を

持っているのは教育委員会ではないですか。

コーディネーターがいろいろ調べていくという

よりかは、その仕事の中身が何なのか、教職員

だけではなくて、外部指導員、地域の人たちが

サポートしてくれていたり、ましてや民間では

こういう事業、スポーツクラブがあるとか、そ

ういったところをまとめて、情報収集する。そ

して、その中で今後どうあるべきか考えるのが

この協議会の中であるのであれば、どうでしょ

うかね。その協議会の運営自体がやっぱりしっ

かりしていかなければ、どうにもならないこと

だと思うんですけれども、コーディネーターの

重要性、その学校の規模、将来の人口推計と

か、そういったところも含めて検討していかな

ければならないほうが優先ではないのかなと思

います。コーディネーターの方が先走っても困

るような気がします。コーディネーターがどれ

くらい権限を持って、どういう待遇で職務に就

かれているのかというところもあります。この

部活動の話は、今後の大きな方向性が決まって

くるものなので、責任の非常に重い仕事になる

と思うけれども、ＯＢの方もしっかりとした待

遇を持ってやってもらわなければならないよう

な職務なのではないかなと思うところです。そ

れぐらいの予算の規模かといったら、そうでも

ないような感じがするので、気になります。 

○黒木教育長  私は令和２年に副教育長を拝命

しまして、ちょうど部活動の地域移行というの

が始まりました。部活動全体が中学校、高校も

全部地域移行にするようなイメージが最初あり

ましたので、まずは公立中学校の土日の地域に

移行していくというところから始まっておりま

す。そのときに一番大事なのはおそらくコーデ
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ィネーター、それから人材バンクだと思ってい

まして、当時の課長といつもその話をしていま

した。いろんな協議団体、指導者、教員、民間

の方がいらっしゃいます。 

いろんな仕事をされて、その中で御協力して

くださる方もいらっしゃいます。吹奏楽などに

なりますと、楽器の専門性すら違います。そん

なところの取りまとめが絶対必要になってきま

す。学校だけ、地域だけでもできない。その間

を取り持つ人が絶対必要になってくるので、

コーディネーターがまず１番に26市町村に置か

れることから考えていかなくちゃいけないとい

う話をしました。 

 もう１つ指導者の問題です。指導者の問題

は、指導者の資質の問題がいつもつきまといま

すので、人材バンクの作り方は、とても大事で

す。資質、研修なりがしっかりできた段階で登

録されないと、裏づけられる人ではないといけ

ないというところも始まっていまして、教育長

４年目でございますが、やっとここまできたか

という思いが非常にいたします。いろんなこと

が整ってきて、人材バンクもこれだったらオー

ケーだというところが見えてきました。それ

で、今回このように事業化してくれています。

コーディネーターも少し増えてきて、役割が少

し分かってきています。まだまだ不十分だと思

いますけれども、ここも今おっしゃられたとお

り、まだはっきりしないところがあることすら

課題です。そこらも見据えてしっかり進めてい

きたいと思っております。 

○二見委員  教育長が今言われたように、まだ

分からないところが多いのであれば、我々はも

っと分からないです。分からないまま物事が進

んでいってできあがったものがこれだったかと

いうのもよくないわけで、どこらへんまできち

んと形づくるのかというところ、特に、各市町

村によって違う話になってくるでしょうから。

ただ、大会、中体連とか、そういった諸条件に

きちんと合うような形で、公平性を担保できる

ように、しっかり取り組んでいただきたいなと

思います。令和２年からスタートして、この現

状ということですから、人材についてはなかな

か厳しいですね。 

○田中スポーツ振興課長  教育長が申したとお

りですけれども、今回、中体連の大会にクラブ

参加を秋の大会も認めてもらうという方向で、

先日、報道しました。これも県協議会と中体連

と一緒にこの課題に取り組んできて、ここまで

まいったところです。子供たちに公平性とかを

見逃さないように１つ１つ取り組まないといけ

ないなと考えております。 

 先ほどおっしゃっていただいた協議会につき

ましては、学校中心の話なので、教育委員会が

しっかりイニシアチブを取っていくけれども、

ただ、今後、地域移行を見据えて、社会体育、

それぞれの地区、所管課もしっかり関わって、

相互型地域スポーツクラブであるとか、クラブ

連携できないのか、しっかりコーディネーター

の方に、各市町村で検証して取り組んでいただ

くといいなと考えております。 

○二見委員  最後に、先生方の中には部活動に

情熱を傾けていらっしゃる方、結構いらっしゃ

いますので、そういった方のやる気がなくなら

ないようにもしてほしいです。本当はそこをも

っと力を入れて、バックアップしていくという

ことのほうが、子供たちにとってはいい部活動

環境になるのではないのかなと思います。今後

も先生方の働き方、ワークライフのバランスも

あるでしょうし、それぞれの教師の考え方もあ

るでしょうから、それを決して押しつけること
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はできないとは思います。やる気がある人たち

は、むしろそういうカテゴリーを作って、大き

く伸び伸びとできる環境も作ってあげられるほ

うがいいのかなと思います。そういう方々はい

ろんな知恵をしぼりながら、やっている部分も

あるんですけれども、ある意味では行き過ぎ

て、いろんな縛りをかけるものだから、この部

活動というところと裏で別の形をつくること

で、今のクラブチームが今度初めて出るという

のもあるけれども、そこへんは摩擦が起こりま

す。だからこそ、やっぱり公教育の中の今の部

活動のスタンスを決して見失わないような形で

しっかり地域移行というか、先生方の負担を減

らすのも大事なことなので、今後の対応を取り

進めていただきたいとお願いしておきます。 

○下沖副委員長  35ページ、（事項）教職員人

事費、「「みやざきで先生になろう！」推進事

業」の内容と成果と課題があれば教えてくださ

い。 

○菊池教職員課長  この事業につきましては、

資質能力の育成と教員募集、人材の発掘、そし

てその掘り起こしになります。例えば、ひなた

教師ドリームカフェを行いました。これは、中

高生に対して２回行いまして、１回目が79

名、２回目は140名の参加でした。また、スクー

ルトライアルとして、教員を目指す学生や一般

の方に実際に学校に入ってもらう学校体験、こ

れは、令和６年度は234名が参加し、115校に協

力をいただいています。そのほかにも、ひなた

教師塾と申しまして、全５回の一般の方への研

修会、人材発掘、そして人材募集の活性化のた

めに大学への説明会、様々な取組をこれまで行

ってきたところでした。この成果につきまして

は、１つは来年度夏に行われます、どのぐらい

人が集まったかにかかっているとは思っており

ますけれども、その中間地点で各大学の様子が

少しずつ耳に入り始めています。募集定員より

かは少し増加したとか、いろんな材料も見えて

きております。そのあたりをまたしっかり分析

して、次年度に備える予定でございます。 

○二見委員  資料35ページ、小中高校、特別支

援で教職員数が出ているんですけれども、必要

定員というか、それに対する実数になっている

のでしょうか。そこの差があるのであれば、現

状を教えてください。 

○菊池教職員課長  例えば、小中学校、それぞ

れで実態が異なるので、そこにも課題はありま

す。そういう意味では、学級数から割り出す基

礎定数と呼んでいますけれども、小中学校でい

えば、学級数から割り出す先生の数、これにつ

いてはある程度確保ができている状況ですけれ

ども、国が２月に下ろしてくる加配といわれる

ものが、例えば、小学校だけで400から500あり

まして、その辺りがまだ埋まらない状況です。

これにつきましては、小中学校が顕著でござい

ますので、人事作業を含めて、来年すぐに検証

し続けていく部分と感じます。 

○二見委員  今どれくらい足りていないのか教

えてください。 

○菊池教職員課長  数を調べておりますので、

委員会中には回答いたします。よろしいでしょ

うか。 

○二見委員  目安として聞きたいので、正確さ

は求めていません。大体どれぐらい足りていな

いのかが分かればいいので、よろしくお願いし

ます。 

○重松委員長  予算議案はよろしいでしょう

か。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以上で第２班の予算議案の審査を
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終了します。 

暫時休憩します。 

   午後２時43分休憩 

───────────────────── 

   午後２時51分再開 

○重松委員長  委員会を再開します。 

 次に、特別議案の説明をお願いいたします。 

 なお、委員の質疑は全ての課の説明が終了し

た後にお願いいたします。 

○佐藤教育政策課長  資料53ページを御覧くだ

さい。 

 議案第29号「教育関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例」についてです。 

 まず、１の改正の理由ですが、近年の物価高

による維持管理経費等の増加を踏まえまして、

受益者負担の適正化を図るとともに、ライフル

射撃競技場におきましては、施設が改修され、

設備等が新しくなったこと等に伴いまして所要

の改正を行うものであります。 

 次に、２の改正の内容ですが、別表第１に規

定しております体育館使用料、総合博物館使用

料、西都原考古博物館使用料、少年自然の家使

用料の金額を改定するとともに、ライフル射撃

競技場使用料につきましては、施設の改修を踏

まえまして料金体系の見直しを行うものであり

ます。改正の詳細につきましては53～58ページ

にかけて記載しております。 

 最後に58ページです。 

 ３の改正条例の施行期日ですが、令和７年

４月１日としております。 

○菊池教職員課長  資料は59ページになりま

す。 

 議案第32号「市町村立学校職員の給与等に関

する条例の一部を改正する条例」についてであ

ります。 

まず、１の改正の理由についてであります

が、人事委員会勧告等を踏まえ、社会と公務の

変化に応じた給与制度の整備を行うことから所

要の改正を行うものであります。 

 次に、２の改正内容についてであります。 

（１）給与表につきましては、市町村立学校

職員のうち、教育職の給料表を人事委員会勧告

どおりに切替えます。 

（２）諸手当につきましては、管理職員特別

勤務手当の支給対象の時間帯を、現行の午前

０時から午前５時までを、午後10時から午前

５時までに拡大します。また、へき地手当及び

へき地手当に準ずる手当を、定年前再任用短時

間勤務職員等に新たに支給します。 

 次に、３の施行期日についてでありますが、

令和７年４月１日になります。 

 最後に、資料にはございませんが、行政職及

び県立学校職員の給料表、また、諸手当の改正

につきましては、知事部局所管の「職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例」におきま

して所要の改正が行われる予定です。 

○佐藤教育政策課長  資料60ページを御覧くだ

さい。 

 議案第35号「教育関係の公の施設に関する条

例の一部を改正する条例」についてです。 

 まず、１の改正の理由ですが、２点ございま

す。 

１点目は、指定管理者が利用料金を設定する

際の根拠として、近年の物価高による維持管理

経費等の増加を踏まえまして、受益者負担の適

正化を図るとともに、ライフル射撃競技場にお

きましては、施設が改修され設備等が新しくな

ったことに伴い所要の改正を行うものでありま

す。 

２点目は、知的障害の生徒の一般就労を目指
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して職業学科として、より専門的な職業教育を

行います。高等特別支援学校を開校することに

伴いまして所要の改正を行うものです。 

 次に、２の改正の内容ですが、改正の理由に

対応して２点ございます。 

 １点目は、別表第３に規定しております少年

自然の家、県体育館の利用料金の上限を改定す

るとともに、ライフル射撃競技場につきまして

は、施設の改修を踏まえまして料金体系の見直

しを行うものであります。 

 ２点目は、令和８年度に開校予定の高等特別

支援学校３校を別表第１に追加するものであり

ます。 

 最後に64ページになります。 

３の改正条例の施行期日ですが、令和７年

４月１日付としております。ただし、高等特別

支援学校に関する別表第１の改正規定につきま

しては、令和８年１月１日付としております。 

○重松委員長  執行部の説明が終了しました。

特別議案について質疑はありませんか。 

○武田委員  57、58、60ページの宿泊関係です

けれども、これは30歳未満と30歳以上になって

います。何か基準があれば教えてください。 

○佐藤教育政策課長  少年自然の家と青少年自

然の家、両方、複合的な施設となっておりまし

て、おおむね30歳未満の方に比較的低額な利用

料で設定しているものだと想定しております。 

○武田委員  いろいろなものを見直す時期に来

ているのではないかなと思います。少しでも持

ち出しが多いわけで、使用する方も年々減って

きているので、子供に対しては安くてもいいで

すけれども、もう働いている20歳とか22歳以上

でしっかりと、基準を見直す時期に来ているの

ではないかなと思いますので、検討のほどよろ

しくお願いしておきます。 

○佐藤教育政策課長  委員の御意見も踏まえま

して、また再度、この辺りの見直しの際には検

討してまいりたいと考えております。 

○重松委員長  そのほか、ありますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。 

○佐藤教育政策課長  資料65ページを御覧くだ

さい。 

 令和７年度宮崎県教育委員会事務局組織改正

案について御説明いたします。 

 改正の内容でございますが、まず１にありま

すとおり、人権同和教育課の課名変更でありま

す。現在、学校におけるいじめや不登校等の生

徒指導上の諸問題への対応につきましては、人

権同和教育課が行っておりますが、これを明確

化するため課名を人権同和教育課から人権同

和・生徒指導課へ変更するものであります。 

 次に、２にありますとおり、特別支援教育課

に「高等特別支援学校開設準備担当」を設置い

たします。令和８年度開校予定の高等特別支援

学校３校の開設準備を行うため、設置を行うも

のであります。いずれも、令和７年４月１日付

を予定しております。 

○間曽高校教育課長  資料66ページを御覧くだ

さい。 

 宮崎県立高等学校教育整備基本方針の改定

（最終版）についてであります。11月定例会常

任委員会にて改定素案を御報告させていただき

ましたが、本方針は、１、改定の概要にござい

ますように、令和６年度末を目途に見直しを行

うこととしておりまして、本年度、外部有識者

等の御意見を伺いながら学科等の方向性や募集

定員の見通しが、今後の４年間も適切であるか

などを検討してまいりました。改定されます方
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針概要は、２、方針概要に示しておりまして、

主に、Ⅲ、魅力ある高等学校教育の推進におい

て、各高校における教育の内容について。ま

た、Ⅳ、活力ある高等学校教育の推進におい

て、地域ごとの募集定員の見通しを記載してお

ります。 

 67ページを御覧ください。 

 ３、経緯・今後の予定でございます。11月の

定例教育委員会で改定素案を御報告させていた

だいた後、12月の常任委員会で御報告をさせて

いただき、12月から１月にかけましてパブリッ

クコメントを実施いたしました。年間を通しま

して懇話会、定例教育委員会、産業教育審議会

でいただきました御意見に加え、県民からのパ

ブリックコメントの御意見を反映し、今回、最

終案を作成いたしました。２月13日開催２月定

例教育委員会にて議決をいただいておりまし

て、３月中に公表の予定としております。 

 68ページを御覧ください。 

 県民からの御意見としてのパブリックコメン

トについて御報告をいたします。 

 期間は、12月６日から１月６日の１カ月間で

ありまして、11件の御意見をいただきました。

主な意見の要旨と県の考え方を表にまとめてお

ります。なお、記載していない御意見につきま

してはホームページにて公表しておりますの

で、今回は割愛させていただいております。 

まず、１点目でございますが、令和６年の出

生数が7,000人を下回ったことを受けての御意見

でありましたが、本方針期間内である令和10年

度までは中学校卒業生数に大幅な減少は見られ

ない見通しでありまして、今後の急激な少子化

への対応は令和11年度からの次期方針に組み込

む予定としております。 

２点目は、私立高校との募集定員に関する協

議につきまして御意見をいただいたものであり

ますが、毎年、公立・私立高等学校連絡協議会

を開催しておりまして、その中で県立高校の募

集定員について協議しております。 

３点目は、県立高等学校の役割について検討

の場を設けるべきという御意見でありました

が、令和７年度以降は学校教育計画懇話会の地

区会を予定しておりまして、特に各地区の現状

などについて状況把握に努める予定です。 

 最後に、令和10年度までの募集定員を明確に

示すべきという御意見がございましたが、令和

11年以降の大幅な生徒数減少を見据えまして、

令和10年度までの募集定員はある程度減少させ

る見通しを立てております。なお、募集定員に

つきましては、記載の要因等を踏まえて毎年検

討するため、ある程度の幅を持たせているとこ

ろでございます。 

 69ページを御覧ください。 

 改定素案後の修正点をまとめております。最

終案の５～６ページにおきましては、図３と脚

注６は最新の数値に変更しております。また、

脚注２と３につきましては、パブリックコメン

トにおける意見を反映し追加をいたしました。

同じく、パブリックコメントの御意見を反映し

て、28ページの児湯地区、31ページの東臼杵地

区の令和６年度末時点での募集定員を追記して

おります。 

 最後に、参考資料といたしまして募集定員な

どの県立高校における資料と、今年度２回開催

いたしました学校教育計画講話会の議事録を追

加しております。 

 本資料の70～71ページは、改定最終案の概要

をまとめております。 

○重松委員長  執行部の説明が終了しました。 

 その他報告事項について質疑はありません



令和７年３月12日(水) 

 - 72 -

か。 

○二見委員  今回、この高等学校教育整備の基

本方針をまとめてのことですけれども、今度の

私学の授業料が変わるので、我々もどうなるの

だろうというところです。文科省がどのように

考えているのかなと。県民がどのように今後考

えて、進学することを選んでいくのかを見てい

かなければならなくなりました。これからの数

年間が大事な時期になるだろうなと思います。

その対応については、担当課としてはしっかり

県民の進路希望動向を見極めながら、公立学校

の役割をしっかりと担っていただかないといけ

ないわけだし、ここに記載している内容だけだ

と、どうなのかなという気もするので、令和10

年度まで４年間の計画ではあるにしても、１年

で状況は変わってくるでしょうから、そのあた

りをしっかり見据えて、対応していくしかない

と思います。意見としてお伝えしておきたいな

と思いましたので、よろしくお願いします。 

○間曽高校教育課長  私どもも、これから国の

動向等をしっかり見据えながら考えていかなけ

ればならないと思っております。 

 令和２年度だったでしょうか。私立高校に修

学支援金が拡充された際に、年々私立高校への

進学率が高まってきている現状がございます。

これからのことを考えますと、経済的なことを

心配せずに全ての子供たちがしっかり学ぶこと

ができる環境は大変ありがたいものであると考

えている一方で、公立高校という立場から考え

ますと、本当に様々心配されることもございま

す。ただ、私どもとしましてやはり公立高校の

魅力をまず高めていくということが絶対的に大

事だと思っています。例えば、今でも国の事業

等を活用してＤＸハイスクールやＳＳＨなど他

にない取組をしていただいている学校も多数ご

ざいます。 

また、もう１つ公立高校の魅力、強みという

のは、37校のネットワークがあるということだ

と考えております。先日の補正予算の常任委員

会の際に二見委員からも学科、学校を超えた学

びというお話もいただきました。そういったこ

とができるのも公立高校37校を持っていること

の強みかと思っておりますので、そういったこ

とをしっかり踏まえながら、より一層公立高校

の魅力化を図ってまいりたいと思います。 

○二見委員  先ほどの連絡協議会、定数の話だ

けではなくなると思います。今後は、それぞれ

の学校の特色を活かした学校づくり、それぞれ

の地域で、子供たちが選びやすい、移動できる

範囲を考慮したような、高校配置も必要でしょ

うし、一番魅力ある学校づくりも大事です。と

にかく全県的にこの教育機会のバランスを取る

んだと、しっかり確保するというのがやっぱり

公立の責務だと思います。だから、そこ辺もし

っかりやっていく覚悟が必要なのかなと思うと

ころです。 

○武田委員  この県立高校整備基本方針につい

て、しっかり作っていただいたので、私はあり

がたいなと思っています。パブリックコメント

等でこのコロナ以降、急激な出生数の低下は、

私は串間市ですので、本当に危機感を感じてい

ます。定数募集定員も、この方がどういう方か

分かりませんけれども、宮崎県の場合は募集定

員に対して先生の配置が決まっております。こ

の前、鹿児島県にまいりましたら、鹿児島県は

募集定員ではなく入学定員に対して先生の配置

が決まるとのことでした。例えば、福島高校で

あれば、定員募集で３クラスに対して３学年で

先生の配置がされているんですけど、鹿児島県

は実数ですので、２クラス分しかなければ２ク
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ラス分の先生の配置しかしていただけないとい

うのを聞いてびっくりしました。宮崎県はしっ

かりと子供たち、地域に寄り添う体制を取って

いらっしゃるんだなという思いがありましたの

で、そこら辺りもしっかり県民の皆さんにもお

伝えしていかれながら、ただ、もう6,000人も切

るような勢いになっており、この急激な少子化

だけは教育委員会だけの問題ではないので、知

事部局を挙げてしっかりと子供が生めるような

体制を──今一生懸命頑張っていらっしゃいま

すけど、なかなか結果が出ない状況です。 

しっかりと教育委員会と知事部局と、また一

緒に頑張っていただいて、11年以降の高校の教

育方針を、串間市みたいな端っこにいると本当

に危機感を感じています。宮崎市内でもこの

前、幼児教育のこども園の方々とお話しした

ら、数件の園が２歳未満とか３歳ではなくて入

園者がいない。現状、今年４月に入園者がいな

いというお話を聞きして、宮崎市内でもですか

とびっくりしたところでした。だから、子供が

生まれないということは、やはり私たちにとっ

ては地域を守っていかないといけない、地域を

引き継いできた者として、今までにない考え方

に変えていかないといけない時代に来たのでは

ないかなと思っています。その辺ももちろん皆

さん方十分分かっていらっしゃるので、しっか

りと宮崎県のために頑張っていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○菊池教職員課長  先ほどの前屋敷委員から御

指摘のあった件について、私の説明が職員費に

伴いまして教職員数が増えているような説明に

なっていました。現実には、算定上教職員は減

っていく方向であります。しかし、給与等につ

いては、予算額が増えていますのは、定年延長

に伴いまして残る先生がおり、また、人事院勧

告等についてベースアップが行われているとい

う状況でございます。１点訂正させていただき

ます。 

 もう１点、二見委員からありました教員不足

等につきましては、今年度スタートの状況を再

度お伝えしておきます。小学校が47.5、中学校

18.5、県立高等学校が20.5、特別支援学校が

10、合計96.5の不足からのスタートでした。こ

の辺りをしっかり、今後できることをやってい

きたいと思っております。 

○図師委員  整備計画の３番目にある、魅力あ

る高等学校の推進とあるけれども、以前、常任

委員会のときにｅスポーツ高等学校の視察に行

ったこともあります。これは、公立ではなかっ

たのですけれども、かなりのニーズがあるとい

うことでした。そこに入学した高校生は、ひき

こもりでゲーム依存のため昼夜逆転していた子

たちで、ゲームが学べるということで来るので

すけれども、プロゲーマーを目指す人はほとん

ど少ないのですが、その昼夜逆転が高校に通う

ことによって正常化して、親も泣いて喜ばれて

いて、入学の倍率も30倍以上、プロゲーマーに

ならない子たちは、大学進学で工学部に行って

ソフト開発の会社に就職していくということで

した。 

人生の軌路がその高校で180度変わったという

ようなところも見てきたのですけれども、それ

は公立ではなかなか難しいと思います。 

やはり本県の特色を活かして全国から生徒が

集まるような学科として、例えば熊本県では漫

画学科、それから福井県では恐竜学科ができま

した。地域の色を全面に押し出したとかいう、

高森町はキャプテン翼の作家の出身地という、

ストーリーがあるのです。例えば、宮崎県だっ

たら神話の故郷があるので、神話古墳学科と



令和７年３月12日(水) 

 - 74 -

か、林業が盛んなので大工・宮大工学科とか、

マリンスポーツが盛んだからサーフィンマリン

スポーツ学科とか、オーガニックビジネス学

科、ゴルフキャディ学科とか、思い切って振り

切った学科設置をすれば、県内だけでは少ない

かもしれないけれども、絶対全国から来るか

ら、福島高校とかどこでもいいので、そういう

１つのコースとして設けたら魅力発信できるの

かなと思ったところでした。何かそういうお考

えはありますか。 

○間曽高校教育課長  今年度、産業教育審議会

とか懇話会で様々な立場の方からお話を聞いた

ときに、学校をしっかり、公立高校を残してほ

しいというお声と、もう１つは、１つの学科で

学びはもう終わらない、今おっしゃったように

いろんな学びをミックスしたような学科等も必

要なのではないかといった御意見も多々ござい

ました。公立高校学科設置に向けてはいろいろ

考えなきゃいけないこともあるのですけれど

も、来年度は地区会を計画しておりまして、各

地区で保護者や教職員、一般の方や子供たちの

声もぜひ聞いてみたいと考えておりますので、

そういったときのいろんなテーマの１つとして

考えさせていただければと思います。 

○図師委員  わくわくするようなコース、学科

ができたらいいなと思います。 

○下沖副委員長  ほかにございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○下沖副委員長  暫時休憩します。 

   午後３時18分休憩 

───────────────────── 

   午後３時18分再開 

○重松委員長  委員会を再開します。 

 教育委員会の説明及び審議が全て終了しまし

たので、これから総括質疑を行います。 

 教育委員会全般について質疑はありません

か。 

○二見委員  最後にお聞きしておかないといけ

ないなと思うのですけれども、私学の無償化も

なってきたわけなので、本当に教育行政環境が

大転換するだろうと危機感があります。私学と

しっかり教育環境を共に残していくということ

ができるのであれば、それはそれでいい形なの

かなと思うけれども、これからそういう大きな

課題を抱える中にあって、今回、知事から新教

育長の人事案が出ました。こういうときだから

こそ、黒木教育長にこれまで４年間、この県の

教育行政を引っ張っていただいた思いがあるで

しょうし、今後の後輩たちに御教示いただける

ようなことがあれば、これまでのことも踏ま

え、これから先の教育の在り方について御指導

いただければなと思ってお聞きしたいのです

が、いかがでしょうか。 

○黒木教育長  発言の機会をいただきまして、

ありがとうございます。 

 私は、先に副教育長として着任させていただ

きました。そのとき、学校の校長であったとき

に、３月１日の卒業式の前に休校を全国的にす

るという、コロナの始まりでございました。そ

れを経て着任をいたしまして、副知事の後を受

けた残任期間の教育長を１年、再任いただきま

して３年間の任期、今、終わろうとしていると

ころでございます。 

 教育長自体は通算４年間でございました。前

の２年間はほぼコロナでございました。この中

での一番大事なことはやっぱり命でございまし

たので、学校のほうに御支援できることが一番

の価値として、命を守るということから進みま

した。コロナが５類に移行した以降の２年間

は、先ほど図師委員もおっしゃいましたけれど
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も、小学校が大変なことになっているなという

のがございました。不登校の問題です。いじめ

もそうですけれども、小学校の先生たちが生徒

指導に追われるという状況が出てまいりまし

た。私も経験的に早い段階でそのようなことが

あると繰り返すことが多く、それから、兄弟に

与える影響も大きいなと思っておりますので、

上級学年に行っても不登校等もある。小学校へ

の手当が一番だと思っております。今でも、学

級担任制であることが非常に課題だろうと思っ

ています。子供たちが目の前におりますので、

児童たちをほったらかして、１人の子供にだけ

対応するのはなかなか難しいです。そして、本

当は早期発見、早期対応ですけれども、そこに

どんな人が充てられるのか。だったら教科担任

制は空き時間が出てきますので、小学校におい

てもきっといいだろう。中学校、高校は空き時

間があるわけです。そういったところなどもず

っと考えておりました。今後の宮崎県の教育の

在り方につきましても、小学校ということは、

市町村教育委員会との連携、価値の共有、施策

の共有が一番大事と思っております。 

本当に教育長という仕事をさせていただきま

して、経験し得なかったことをたくさん経験さ

せていただきましたし、大きな職責、責任も負

わせていただきましたことを感謝しておりま

す。感謝しかございません。本当にありがたか

ったなと思っております。少しでも教育委員会

と学校の距離が近ければいいというのが一番あ

りましたので、現場をしっかり大事にというこ

とを考えながら仕事をしたところでございまし

た。 

 先ほど、間曽高校教育課長が今後の在り方に

ついて大変立派な考えを皆様にもお伝えさせて

いただいたかなと思っております。あそこに尽

きるなと思っております。 

 加えさせていただきますと、宮崎県というの

は全国に例のない高校段階での普通科と産業系

の割合がございます。５対５です。普通科が

50％ぐらい、産業系が50％ぐらい。全国的には

普通科が70％、産業系が30％ですから、普通科

の中にいろんな普通科があるというのが全国で

ございます。宮崎県の場合はおおむね進学を目

指す50％の普通科でございますので、ほとんど

の子供たちが上級学校を目指すところでござい

ます。ということは、産業学科50％がこれから

よりまた大事になってくるかなと思います。 

少子化の進行とともに、宮崎県の産業も支え

なくてはいけません。地域の産業も支えなくて

はいけない。50％もあるわけでございます。こ

の学科をどう今後支えていくか、あるいは新し

い価値をつけていくかということが大事なのか

なと思っております。今後とも本当に教育課題

たくさんございますので、委員の皆様方から御

意見を賜れたら幸いでございます。 

○二見委員  最初、ここでＳＳＨができたとき

に日隈教育長、黒木副教育長が頑張って宮崎県

に作り、私はそれに文句をつけました。都城泉

ヶ丘高校、おかげさまで今一生懸命子供たち頑

張っております。文句言ってよかったなと思い

ますけれども、いろんな意味で各学校の特色づ

くりというのも進んできているなというのも思

いますし、とにかく県内どこにいても子供たち

がいい教育関係に恵まれるということが大事だ

と思います。本当に４年間お疲れさまでした。

ありがとうございました。 

○重松委員長  ほかございますか。なければ、

教育政策課長にお聞きしたいけれども、１人

１台端末が今後更新していくことで、これは、

教育委員会だけではなくて皆さん方のパソコン



令和７年３月12日(水) 

 - 76 -

もやがて更新されていくと思います。ただ、全

国で不法投棄とか、データをしっかり処理しな

いまま、流通されているという事件が出ており

まして、しっかりミクロ単位で粉砕しないと、

ただ穴を開ければいいという問題ではなくて、

そういう専門業者がいるということを会派で勉

強会に行ったことがあります。これからいろん

なデータが流通していくことは阻止しないとい

けませんので、業者選定とか含めて考えていら

っしゃるのかどうか、お伺いしたいと思いま

す。 

○佐藤教育政策課長  １人１台端末の関係でご

ざいますけれども、こちらのほうは市町村学校

につきましては、我々県と全市町村とで協議会

を作りまして、業者選定、調達を行っておりま

す。将来的な廃棄につきましては、そういった

契約の中で十分に処理することということで契

約を交わすということにしておりますし、県に

つきましても同じような形で買取端末がござい

ますけれども、そういったものについては県の

ほうで適切に処理します。また、リースに関し

ましても、先ほど市町村と同じような形で契約

においてその辺りを記載していることから、業

者が処理するということでやっていきたいと思

っております。 

○重松委員長  しっかり調査をしていただい

て、事故がないようにお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 ほか、ございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  最後に、その他で何かあります

か。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、以上をもって教育委

員会を終了いたします。 

 執行部の皆様お疲れさまでした。 

暫時休憩いたします。 

   午後３時28分休憩 

───────────────────── 

   午後３時34分再開 

○重松委員長  委員会を再開します。 

 まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので14日に行

いたいと思います。開会時間は午後１時とした

いのですがよろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、そのように決定いた

します。 

その他で何かございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  以上で、本日の委員会を終了い

たします。 

暫時休憩します。 

   午後３時34分散会 
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令和７年３月14日（金曜日） 

───────────────────── 

   午後０時57分再開 

──────────────── 

出席委員（７人） 

  委 員 長   重 松 幸次郎 

  副 委 員 長   下 沖 篤 史 

  委      員   二 見 康 之 

  委      員   武 田 浩 一 

  委      員   福 田 新 一 

  委      員   前屋敷 恵 美 

  委      員   図 師 博 規 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

──────────────── 

事務局職員出席者 

  議 事 課 主 事   黒 木 燿一朗 

  政策調査課主任主事   岩 倉 有 希 

───────────────────── 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 まず、議案の採決を行いますが、採決の前に

賛否を含め御意見をお願いいたします。 

 暫時休憩します。 

   午後０時57分休憩 

───────────────────── 

   午後０時57分再開 

○重松委員長  では、委員会を再開いたしま

す。それでは、採決を行います。採決につきま

しては、議案ごとがよろしいでしょうか、一括

がよろしいでしょうか。 

〔「議案ごと」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、議案により賛否が分

かれておりますので、まず議案第１号、議案第

29号、議案第35号について採決を行います。 

 議案第１号、議案第29号、議案第35号につい

ては原案のとおり可決することに賛成の方の挙

手をお願いします。 

   〔賛成者挙手〕 

○重松委員長  挙手多数によって、議案第

１号、議案第29号、議案第35号については原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

○重松委員長  次に、議案第15号、議案第16

号、議案第17号、議案第18号、議案第19号、議

案第30号、議案第32号、議案第48号の各号議案

について、一括して採決いたします。 

 各号議案につきましては、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  御異議なしと認めます。 

 よって、各号議案につきましては、原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、委員長報告骨子案についてでありま

す。委員長報告の骨子案内容について御意見を

いただきます。 

暫時休憩します。 

   午後１時０分休憩 

───────────────────── 

   午後１時１分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見を参考にしながら正副委員長に御

一任いただくことで御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、そのようにいたしま

す。 

 次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。 

 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査については継続調査といたした

いと思いますが、御異議ありませんか。 
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  御異議ありませんので、この

旨、議長に申出ることとします。 

 それでは、その他で何かありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  暫時休憩します。 

   午後１時２分休憩 

───────────────────── 

   午後１時３分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 それでは、以上で委員会を閉会いたします。

委員の皆様お疲れさまでした。 

   午後１時３分閉会 



 

 

 

 

 

 

 

 

署 名 

 

 

 文教警察企業常任委員会委員長  重松 幸次郎  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


